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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内視鏡ツールバルーンを膨張させるための改善
された方法、ならびに内視鏡検査用の改善された方法を
提供する。
【解決手段】摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させら
れ、身体通路に沿って軸方向に移動させられたときに、
身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合し、内壁を軸方向
に伸張するように構成されたバルーン１１０を含むバル
ーン付き内視鏡と、摺動可能な摩擦係合の圧力までバル
ーン１１０を選択的に膨張させるように動作するバルー
ン膨張サブシステムとを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させられ、身体通路に沿って軸方向に移動させられ
たときに、前記身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合し、前記内壁を軸方向に伸張するよ
うに構成されたバルーンを含むバルーン付き内視鏡と、
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力まで前記バルーンを選択的に膨張させるように動作する
バルーン膨張サブシステムと
を備える、内視鏡検査システム。
【請求項２】
　軸方向に伸張されるとき、前記内壁を目視検査するように動作する目視検査機能をさら
に備える、請求項１に記載の内視鏡検査システム。
【請求項３】
　軸方向に伸張されるとき、前記バルーン付き内視鏡が前記内壁を目視検査するように動
作する、請求項１に記載の内視鏡検査システム。
【請求項４】
　前記バルーン膨張サブシステムが、前記摺動可能な摩擦係合の圧力とは異なる、固定圧
力の所定の範囲内の固定圧力まで、前記バルーンを選択的に膨張させるように動作する、
請求項１から３のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項５】
　前記固定圧力が少なくとも６０ミリバールである、請求項４に記載の内視鏡検査システ
ム。
【請求項６】
　前記固定圧力と、前記摺動可能な摩擦係合の圧力の比が１．３～７の範囲内にある、請
求項４または５に記載の内視鏡検査システム。
【請求項７】
　前記バルーン膨張サブシステムが、その動作中いつでも、前記固定圧力と、前記摺動可
能な摩擦係合の圧力とを手動で切り替えるように動作する、請求項４から６のいずれかに
記載の内視鏡検査システム。
【請求項８】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が３５ミリバール以下である、請求項１から７のいずれ
かに記載の内視鏡検査システム。
【請求項９】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、前記バルーンが、膨張させられ、かつ移動させられ
たとき、前記内壁の自然なひだを少なくとも部分的に広げるように選択される、請求項１
から８のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１０】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、前記バルーンが、膨張させられ、かつ移動させられ
たとき、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、前記内壁との視覚的コ
ントラストを高めるように選択される、請求項１から９のいずれかに記載の内視鏡検査シ
ステム。
【請求項１１】
　前記バルーン付き内視鏡および前記バルーン膨張サブシステムが、検査されている前記
身体通路の各部分が伸張状態にある間、前記身体通路の体系的な目視検査を可能にするよ
うに動作する、請求項１から１０のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１２】
　前記バルーンが、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を前記内壁に行うように構
成されている、請求項１から１１のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１３】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態か
ら手動で選択可能である、請求項１から１２のいずれかに記載の内視鏡検査システム。



(3) JP 2017-94175 A 2017.6.1

10

20

30

40

50

【請求項１４】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態か
ら自動で選択可能である、請求項１から１３のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１５】
　前記複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態が、３～１５ミリバール、１５～
２３ミリバールおよび２３～３５ミリバールの対応する圧力範囲にある少なくとも３つの
摺動可能な摩擦係合の圧力状態を含む、請求項１３または１４に記載の内視鏡検査システ
ム。
【請求項１６】
　前記バルーン膨張サブシステムが、その動作中いつでも、前記複数の選択可能で摺動可
能な摩擦係合の圧力状態間を手動で切り替えるように動作する、請求項１３から１５のい
ずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１７】
　前記バルーンの膨張近傍に、前記バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすように構成された
ガス溜めをさらに備える、請求項１から１６のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１８】
　前記ガス溜めが、前記バルーン付き内視鏡の内部容積および空気溜めの少なくとも一方
を含む、請求項１７に記載の内視鏡検査システム。
【請求項１９】
　前記ガス溜めが、選択可能な容積を含む、請求項１７または１８に記載の内視鏡検査シ
ステム。
【請求項２０】
　前記ガス溜めの前記選択可能容積が０～９００ｃｃの範囲で可変である、請求項１９に
記載の内視鏡検査システム。
【請求項２１】
　前記バルーンが、前記ガス溜めの前記容積の３分の１未満である膨張バルーン容積を含
むように構成されている、請求項１７から２０のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項２２】
　前記バルーンがポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている、請求項
１から２１のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項２３】
　前記バルーンの外表面が、向上した摺動可能な摩擦係合を前記身体通路に行うように構
成されている、請求項１から２２のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項２４】
　前記バルーン膨張サブシステムが、開ループの膨張シーケンスにおいて、前記バルーン
を膨張させるように動作する、請求項１から２３のいずれかに記載の内視鏡検査システム
。
【請求項２５】
　前記身体通路が、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む、請求項
１から２４のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項２６】
　前記バルーン膨張サブシステムが、前記バルーンの膨張を、前記身体通路の、その長さ
に沿ったさまざまなバルーン位置で、前記位置における前記身体通路の断面積の変化があ
っても、前記摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するように動作する、請求項１か
ら２５のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項２７】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、前記内壁の少なくとも３５％の軸方向の伸張をもた
らすように構成された所定の圧力範囲内に設定される、請求項１から２６のいずれかに記
載の内視鏡検査システム。
【請求項２８】
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　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、前記内壁の少なくとも６０％の軸方向の伸張をもた
らすように構成された所定の圧力範囲内に設定される、請求項１から２６のいずれかに記
載の内視鏡検査システム。
【請求項２９】
　身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバルーン付き内視鏡を移動させ、それによ
って前記内壁の軸方向への伸張を生じさせるステップと、
　前記内壁が軸方向に伸張されている間に前記内壁を目視検査するステップと
を含む、内視鏡検査方法。
【請求項３０】
　前記移動させるステップの前に、前記バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩
擦係合の圧力まで膨張させるステップをさらに含む、請求項２９に記載の内視鏡検査方法
。
【請求項３１】
　前記バルーン付き内視鏡のバルーンを収縮させるステップをさらに含む、請求項２９ま
たは３０に記載の内視鏡検査方法。
【請求項３２】
　バルーン付き内視鏡を前記移動させるステップが、前記バルーン付き内視鏡を、前記身
体通路の少なくとも一部の中で引くステップを含む、請求項２９から３１のいずれかに記
載の内視鏡検査方法。
【請求項３３】
　前記バルーンを収縮状態にしたまま、前記身体通路内の前記バルーン付き内視鏡を軸方
向に移動させるステップをさらに含む、請求項２９から３２のいずれかに記載の内視鏡検
査方法。
【請求項３４】
　前記内壁の軸方向の伸張を前記生じさせるステップが、前記内壁の自然なひだを少なく
とも部分的に広げるステップを含む、請求項２９から３３のいずれかに記載の内視鏡検査
方法。
【請求項３５】
　前記内壁の軸方向の伸張を前記生じさせるステップが、ポリープならびに他の潜在的な
病変および実際の病変と、前記内壁との視覚的コントラストを高めるステップを含む、請
求項２９から３４のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項３６】
　身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバルーン付き内視鏡を前記移動させるステ
ップが、前記身体通路内の物質および流体を、前記内壁の目視検査の前に、そこから少な
くとも部分的に除去するステップを含む、請求項２９から３５のいずれかに記載の内視鏡
検査方法。
【請求項３７】
　前記バルーンを、前記摺動可能な摩擦係合の圧力よりも高い、固定圧力の所定の範囲内
の固定圧力まで膨張させるステップをさらに含む、請求項３０から３６のいずれかに記載
の内視鏡検査方法。
【請求項３８】
　前記身体通路の検査中いつでも、前記固定圧力と、前記摺動可能な摩擦係合の圧力とを
手動で切り替えるステップをさらに含む、請求項３７に記載の内視鏡検査方法。
【請求項３９】
　前記内壁が軸方向に伸張されている間に前記内壁を前記目視検査するステップが、検査
されている前記身体通路の各部分が伸張状態にある間に、前記身体通路を体系的に目視検
査するステップを含む、請求項２９から３８のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項４０】
　前記バルーンが、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を身体通路の内壁に行い、
それによって、概して周方向に均一の前記内壁の軸方向の伸張を生じさせるように構成さ
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れている、請求項２９から３９のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項４１】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力を、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態か
ら選択するステップをさらに含む、請求項３０から４０のいずれかに記載の内視鏡検査方
法。
【請求項４２】
　前記身体通路の検査中いつでも、前記複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態
間で切り替えるステップをさらに含む、請求項４１に記載の内視鏡検査方法。
【請求項４３】
　前記膨張させるステップが、前記バルーンの膨張近傍にガス溜めを採用し、それによっ
て、前記バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすステップを含む、請求項３０から４２のいず
れかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項４４】
　前記ガス溜めを前記採用するステップが、前記バルーン付き内視鏡の内部容積および空
気溜めの少なくとも一方を採用するステップを含む、請求項４３に記載の内視鏡検査方法
。
【請求項４５】
　前記ガス溜めの容積を選択するステップをさらに含む、請求項４３または４４に記載の
内視鏡検査方法。
【請求項４６】
　前記バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるよう
に動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
　開ループの膨張シーケンスにおいて、前記バルーン膨張サブシステムにより、前記摺動
可能な摩擦係合の圧力に前記バルーンを膨張させるステップと
をさらに含む、請求項２９から４５のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項４７】
　前記バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるよう
に動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
　前記バルーン膨張サブシステムにより、摺動可能な摩擦係合の圧力に前記バルーンを膨
張させるステップと、
　前記バルーン膨張サブシステムを動作させて、前記身体通路の、その長さに沿った断面
積の変化があっても、前記バルーンの膨張を前記摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維
持するステップと
をさらに含む、請求項２９から４５のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項４８】
　前記身体通路が、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む、請求項
２９から４７のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項４９】
　前記内壁を前記軸方向に伸張させるステップが、前記内壁の少なくとも３５％を軸方向
に伸張させるステップを含む、請求項２９から４８のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項５０】
　前記内壁を前記軸方向に伸張させるステップが、前記内壁の少なくとも６０％を軸方向
に伸張させるステップを含む、請求項２９から４９のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項５１】
　内視鏡と、
　前記内視鏡に恒久的に取り付けられたバルーンであって、バルーンの交換なしで、複数
回の使用およびかかる複数回の使用のうちの何回かの間の再処理用に、前記内視鏡に構成
され、かつ取り付けられているバルーンと、
　前記バルーンを選択的に膨張させるように動作するバルーン膨張サブシステムと
を備える、複数回使用バルーン付き内視鏡検査システム。
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【請求項５２】
　前記バルーンが前方端部および後方端部を有し、
　前記前方端部および前記後方端部が、前記内視鏡の各剛性取付け要素の上に取り付けら
れている、請求項５１に記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システム。
【請求項５３】
　前記剛性取付け要素のうちの少なくとも１つが、前記内視鏡の剛性カラー要素である、
請求項５２に記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システム。
【請求項５４】
　前記剛性取付け要素のうちの少なくとも１つが、前記内視鏡の剛性先端部分である、請
求項５２または５３に記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システム。
【請求項５５】
　前記バルーン付き内視鏡が、その前方部分に管状の密閉用湾曲ゴムシースを備え、
　前記バルーンの長さが、前記管状の密閉用湾曲ゴムシースの長さとほぼ等しく、並んで
位置している、請求項５１から５４のいずれかに記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検
査システム。
【請求項５６】
　前記バルーンがポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている、請求項
５１から５５のいずれかに記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システム。
【請求項５７】
　前記バルーンが、２０～３５ミクロンの範囲の厚さを有する、請求項５１から５６のい
ずれかに記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システム。
【請求項５８】
　前記バルーン付き内視鏡が、前記バルーンを交換する必要なく、従来の再処理１００サ
イクルにわたって耐えるように構成されている、請求項５１から５７のいずれかに記載の
複数回使用バルーン付き内視鏡検査システム。
【請求項５９】
　前記バルーン付き内視鏡が、前記バルーンを交換する必要なく、従来の再処理１，２０
０サイクルにわたって耐えるように構成されている、請求項５１から５８のいずれかに記
載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システム。
【請求項６０】
　前記バルーン付き内視鏡が、前記バルーンを交換する必要なく、少なくとも５年間繰り
返し使用されるように構成されている、請求項５１から５９のいずれかに記載の複数回使
用バルーン付き内視鏡検査システム。
【請求項６１】
　得られるバルーン付き内視鏡が複数回の内視鏡検査処置に適するようにバルーンが取り
付けられた内視鏡を設けるステップと、
　前記バルーンが取り付けられた前記内視鏡を採用する複数回の内視鏡検査処置を実施す
るステップと、
　かかる複数回の内視鏡検査処置のうちの何回かの間に、バルーンの交換なしで、前記バ
ルーンが取り付けられた前記内視鏡を再処理するステップと
を含む、複数回使用バルーン内視鏡検査方法。
【請求項６２】
　前記複数回の内視鏡検査処置を実施するステップが、少なくとも１００回の内視鏡検査
処置を実施するステップを含む、請求項６１に記載の複数回使用バルーン内視鏡検査方法
。
【請求項６３】
　前記複数回の内視鏡検査処置を実施するステップが、少なくとも５００回の内視鏡検査
処置を実施するステップを含む、請求項６１に記載の複数回使用バルーン内視鏡検査方法
。
【請求項６４】
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　前記複数回の内視鏡検査処置を実施するステップが、少なくとも１，２００回の内視鏡
検査処置を実施するステップを含む、請求項６１に記載の複数回使用バルーン内視鏡検査
方法。
【請求項６５】
　前記複数回の内視鏡検査処置を実施するステップが、少なくとも３，６００回の内視鏡
検査処置を実施するステップを含む、請求項６１に記載の複数回使用バルーン内視鏡検査
方法。
【請求項６６】
　摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させられ、身体通路に沿って軸方向に移動させられ
たときに、前記身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合し、実質的に前記内壁の全長に沿っ
て、前記内壁を体系的に軸方向に伸張するように構成されているバルーンを備える、バル
ーン付き内視鏡と、
　前記バルーンの膨張を、前記身体通路の、その長さに沿った断面積の変化があっても、
前記摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するように動作するバルーン膨張サブシス
テムと
を備える、体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項６７】
　前記内壁が軸方向に伸張されるとき、前記内壁を目視検査するように動作する目視検査
機能をさらに備える、請求項６６に記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項６８】
　前記内壁が軸方向に伸張されるとき、前記バルーン付き内視鏡が、前記内壁を体系的に
目視検査するように動作する、請求項６６に記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システ
ム。
【請求項６９】
　前記バルーン膨張サブシステムが、前記摺動可能な摩擦係合の圧力とは異なる、固定圧
力の所定の範囲内の固定圧力まで、前記バルーンを選択的に膨張させるように動作する、
請求項６６から６８のいずれかに記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項７０】
　前記固定圧力と、前記摺動可能な摩擦係合の圧力の比が１．３～７の範囲内にある、請
求項６９に記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項７１】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が３５ミリバール以下である、請求項６６から７０のい
ずれかに記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項７２】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、前記バルーンの膨張および移動によって前記内壁の
自然なひだが少なくとも部分的に広がるように構成されている、請求項６６から７１のい
ずれかに記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項７３】
　前記バルーンの膨張および移動が、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病
変と、前記内壁との視覚的コントラストを高めるように作用するように、前記摺動可能な
摩擦係合の圧力が構成されている、請求項６６から７２のいずれかに記載の体系的軸方向
伸張型内視鏡検査システム。
【請求項７４】
　前記バルーンが、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を前記内壁に行うように構
成されている、請求項６６から７３のいずれかに記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査シ
ステム。
【請求項７５】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態か
ら選択可能である、請求項６６から７４のいずれかに記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検
査システム。
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【請求項７６】
　前記バルーン膨張サブシステムが、その動作中いつでも、前記複数の摺動可能な摩擦係
合の圧力状態間での手動切替えを行うように動作する、請求項６６から７５のいずれかに
記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項７７】
　前記バルーンの膨張近傍に、前記バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすように構成された
ガス溜めをさらに含む、請求項６６から７６のいずれかに記載の体系的軸方向伸張型内視
鏡検査システム。
【請求項７８】
　前記ガス溜めが、前記バルーン付き内視鏡の内部容積および空気溜めの少なくとも一方
を含む、請求項７７に記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項７９】
　前記バルーンが、前記ガス溜めの前記容積の３分の１未満である膨張バルーン容積を含
むように構成されている、請求項７７または７８に記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査
システム。
【請求項８０】
　前記バルーン膨張サブシステムが、開ループの膨張シーケンスにおいて前記バルーンを
膨張させるように動作する、請求項６６から７９のいずれかに記載の体系的軸方向伸張型
内視鏡検査システム。
【請求項８１】
　前記バルーンが、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つの中でその所望
の伸張を行うために、膨脹可能かつ移動可能である、請求項６６から８０のいずれかに記
載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項８２】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、前記内壁の少なくとも３５％の軸方向の伸張をもた
らすように選択された所定の圧力範囲内に設定される、請求項６６から８１のいずれかに
記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項８３】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、前記内壁の少なくとも６０％の軸方向の伸張をもた
らすように選択された所定の圧力範囲内に設定される、請求項６６から８２のいずれかに
記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項８４】
　身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバルーン付き内視鏡を体系的に移動させ、
それによって、前記身体通路の全長に実質的に沿った、前記内壁の軸方向の伸張を生じさ
せるステップと、
　前記内壁が軸方向に伸張されている間に前記内壁のほぼ全体を目視検査するステップと
を含む、内視鏡検査方法。
【請求項８５】
　前記移動させるステップの前に、前記バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩
擦係合の圧力まで膨張させるステップをさらに含む、請求項８４に記載の内視鏡検査方法
。
【請求項８６】
　前記膨張させるステップが、前記バルーンの膨張近傍にガス溜めを採用し、それによっ
て、前記バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすステップを含む、請求項８５に記載の内視鏡
検査方法。
【請求項８７】
　前記身体通路の、その長さに沿った断面積の変化があっても、前記バルーンの膨張を前
記摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するステップをさらに含む、請求項８５また
は８６に記載の内視鏡検査方法。
【請求項８８】
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　前記バルーン付き内視鏡の前記バルーンを収縮させるステップをさらに含む、請求項８
５から８７のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項８９】
　バルーン付き内視鏡を前記体系的に移動させるステップが、前記バルーン付き内視鏡を
体系的に引くステップを含む、請求項８５から８８のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項９０】
　前記バルーンを収縮状態にしたまま、前記身体通路内の前記バルーン付き内視鏡を軸方
向に移動させるステップをさらに含む、請求項８５から８９のいずれかに記載の内視鏡検
査方法。
【請求項９１】
　前記内壁の軸方向の伸張を前記生じさせるステップが、前記内壁の自然なひだを少なく
とも部分的に広げるステップを含む、請求項８５から９０のいずれかに記載の内視鏡検査
方法。
【請求項９２】
　前記内壁の軸方向の伸張を前記生じさせるステップが、ポリープならびに他の潜在的な
病変および実際の病変と、前記内壁との視覚的コントラストを高めるステップを含む、請
求項８５から９１のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項９３】
　身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバルーン付き内視鏡を前記移動させるステ
ップが、前記身体通路内の物質および流体を、目視検査される前記内壁から、少なくとも
部分的に除去するステップを含む、請求項８５から９２のいずれかに記載の内視鏡検査方
法。
【請求項９４】
　前記バルーンを、前記摺動可能な摩擦係合の圧力よりも高い、固定圧力の所定の範囲内
の固定圧力まで膨張させるステップをさらに含む、請求項８５から９３のいずれかに記載
の内視鏡検査方法。
【請求項９５】
　前記バルーンが、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を前記内壁に行い、それに
よって、概して周方向に均一の前記内壁の軸方向の伸張を生じさせるように構成されてい
る、請求項８５から９４のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項９６】
　前記バルーン付き内視鏡の前記バルーンを、前記摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張さ
せるように動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
　開ループの膨張シーケンスにおいて、前記バルーン膨張サブシステムにより、前記摺動
可能な摩擦係合の圧力まで前記バルーンを膨張させるステップと
をさらに含む、請求項８５から９５のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項９７】
　前記バルーン付き内視鏡の前記バルーンを、前記摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張さ
せるように動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
　前記バルーン膨張サブシステムにより、前記摺動可能な摩擦係合の圧力まで前記バルー
ンを膨張させるステップと、
　前記バルーン膨張サブシステムを動作させて、前記身体通路の、その長さに沿った断面
積の変化があっても、前記バルーンの膨張を前記摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維
持するステップと
をさらに含む、請求項８５から９５のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項９８】
　前記身体通路が、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む、請求項
８５から９７のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項９９】
　バルーン付き内視鏡ツールを身体通路の内壁に係合するように固定するステップと、
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　前記身体通路の前記内壁に固定係合した前記バルーン付き内視鏡ツールを前方に移動さ
せ、それによって前記身体通路の前記内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップと、
　前記内壁が軸方向に伸張されている間に前記内壁を目視検査するステップと
を含む、内視鏡検査方法。
【請求項１００】
　バルーン付き内視鏡ツールを身体通路の内壁に係合するように前記固定するステップが
、前記バルーン付き内視鏡ツールのバルーンを、前記身体通路内で固定圧力まで膨張させ
るステップを含む、請求項９９に記載の内視鏡検査方法。
【請求項１０１】
　前記内壁が軸方向に伸張されている間に前記内壁を前記目視検査するステップが、内視
鏡を採用する、請求項１００に記載の内視鏡検査方法。
【請求項１０２】
　前記バルーン付き内視鏡ツールを前記内視鏡の器具チャネル内に挿入し、前記バルーン
付き内視鏡ツールを前記内視鏡の前方に位置付けるステップをさらに含む、請求項１０１
に記載の内視鏡検査方法。
【請求項１０３】
　前記身体通路の前記内壁に固定係合した前記バルーン付き内視鏡ツールを前方に移動さ
せながら、前記身体通路内の前記内視鏡を後退させるステップをさらに含む、請求項１０
１または１０２に記載の内視鏡検査方法。
【請求項１０４】
　前記バルーン付き内視鏡ツールのバルーンを前記内視鏡の前方端の前方に位置付けるス
テップと、
　前記バルーンを前記身体通路で膨張させ、それによって固定するステップと、
　その後、前記バルーン付き内視鏡ツールを前方に押し、それによって前記身体通路を伸
張して、ひだが減少することで前記身体通路の内部をよく見えるようにするステップと、
　前記身体通路の伸張されている部分を目視検査するステップと
を複数回繰り返し実行するステップをさらに含む、請求項９９から１０３のいずれかに記
載の内視鏡検査方法。
【請求項１０５】
　前記バルーン付き内視鏡ツールのバルーンを収縮させるステップをさらに含む、請求項
９９から１０４のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項１０６】
　前記バルーン付き内視鏡ツールを前記身体通路内で後方に引くステップをさらに含む請
求項９９から１０５のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項１０７】
　前記内壁の軸方向の伸張を前記生じさせるステップが、前記内壁の自然なひだを少なく
とも部分的に広げるステップを含む、請求項９９から１０６のいずれかに記載の内視鏡検
査方法。
【請求項１０８】
　前記内壁の軸方向の伸張を前記生じさせるステップが、ポリープならびに他の潜在的な
病変および実際の病変と、前記内壁との視覚的コントラストを高めるステップを含む、請
求項９９から１０７のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項１０９】
　前記バルーン付き内視鏡ツールが、検査されている前記身体通路の各部分が伸張状態に
ある間、前記身体通路を体系的に目視検査するように構成されている、請求項９９から１
０８のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項１１０】
　前記バルーンが、開ループの膨張シーケンスにおいて膨張させられる、請求項１００か
ら１０９のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項１１１】
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　前記身体通路が、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む、請求項
９９から１１０のいずれかに記載の内視鏡検査方法。
【請求項１１２】
　前記内壁を前記軸方向に伸張させるステップが、前記内壁の少なくとも３５％を軸方向
に伸張させるステップを含む、請求項９９から１１１のいずれかに記載の内視鏡検査方法
。
【請求項１１３】
　前記内壁を前記軸方向に伸張させるステップが、前記内壁の少なくとも６０％を軸方向
に伸張させるステップを含む、請求項９９から１１２のいずれかに記載の内視鏡検査方法
。
【請求項１１４】
　概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させられ、前記身体通路に沿
って軸方向に移動させられたときに、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を身体通
路の内壁に行い、実質的にその全長に沿った前記内壁の軸方向の伸張を行うように構成さ
れたバルーンを含むバルーン付き内視鏡と、
　前記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力まで、前記バルーンを選択的に膨
張させるように動作するバルーン膨張サブシステムと
を備える、軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１１５】
　前記バルーン付き内視鏡が、軸方向に伸張されるとき、前記内壁を目視検査するように
動作する、請求項１１４に記載の軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１１６】
　前記バルーン膨張サブシステムが、前記摺動可能な摩擦係合の圧力とは異なる、固定圧
力の所定の範囲内の固定圧力まで、前記バルーンを選択的に膨張させるように動作する、
請求項１１４または１１５に記載の軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１１７】
　前記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力が３５ミリバール以下である、請
求項１１４から１１６のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１１８】
　前記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力が、前記内壁の自然なひだを、伸
張されたときに少なくとも部分的に広げるように構成される、請求項１１４から１１７の
いずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１１９】
　前記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力が、伸張されたときにポリープな
らびに他の潜在的な病変および実際の病変と、前記内壁との視覚的コントラストを高める
ように構成される、請求項１１４から１１８のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査
システム。
【請求項１２０】
　前記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力が、前記身体通路内の物質および
流体を、前記内壁の目視検査の前に、そこから少なくとも部分的に除去するように構成さ
れる、請求項１１４から１１９のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１２１】
　前記バルーンの膨張近傍に、前記バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすように構成された
ガス溜めをさらに含む、請求項１１４から１２０のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡
検査システム。
【請求項１２２】
　前記バルーンが、ポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている、請求
項１１４から１２１のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１２３】
　前記バルーンが２０～３５ミクロンの範囲の厚さを有する、請求項１１４から１２２の
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いずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１２４】
　前記バルーン膨張サブシステムが、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１
つの中で、前記バルーンを選択的に膨張させるように動作する、請求項１１４から１２３
のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１２５】
　前記バルーン膨張サブシステムが、前記身体通路の、その長さに沿った断面積の変化が
あっても、前記バルーンの膨張を、前記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力
に自動的に維持するように動作する、請求項１１４から１２４のいずれかに記載の軸方向
伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１２６】
　所定の開ループの膨張シーケンスを行うバルーン膨張機能と、
　バルーン収縮機能と
を備える、内視鏡とともに使用するバルーン膨張／収縮システム。
【請求項１２７】
　前記バルーン膨張機能が、検査時に、バルーン付き内視鏡装置のバルーンを、身体通路
の内壁に係合するように、固定圧力および摺動可能な摩擦係合の圧力の少なくとも一方ま
で膨張させるように動作する、請求項１２６に記載のバルーン膨張／収縮システム。
【請求項１２８】
　膨張バルーン圧インジケータをさらに備え、前記膨張バルーン圧インジケータにおいて
計測された圧力が、事前に設定された膨張バルーン圧を超過しても、所定継続時間にわた
ってバルーンを膨張させる少なくとも１つのステップを含む自動膨張シーケンスが、前記
開ループの膨張シーケンスに含まれる、請求項１２７に記載のバルーン膨張／収縮システ
ム。
【請求項１２９】
　前記バルーン膨張所定継続時間が、前記膨張したバルーンの過膨張および結果として検
査時に前記身体通路に生じる可能性のある損傷を防ぐのに十分な短さである、請求項１２
８に記載のバルーン膨張／収縮システム。
【請求項１３０】
　前記バルーン膨張機能が、前記バルーン膨張所定継続時間の終了から、圧力インジケー
タがその位置での圧力が所定の閾値を下回ったと指示するまでの圧力低下継続時間を記録
するように構成されている、請求項１２８または１２９に記載のバルーン膨張／収縮シス
テム。
【請求項１３１】
　前記所定の開ループの膨張シーケンスが、前記バルーン膨張所定継続時間と前記圧力低
下継続時間の比として定義される膨張デューティサイクルを、少なくとも２として行うよ
うに構成されている、請求項１３０に記載のバルーン膨張／収縮システム。
【請求項１３２】
　前記所定の開ループの膨張シーケンスが、前記バルーン膨張所定継続時間と前記圧力低
下継続時間の比として定義される膨張デューティサイクルを、少なくとも５として行うよ
うに構成されている、請求項１３０に記載のバルーン膨張／収縮システム。
【請求項１３３】
　開ループの膨張シーケンスによって、バルーン付き内視鏡装置のバルーンを、身体通路
の内壁に係合するように膨張させるステップと、
　前記バルーン付き内視鏡装置を収縮させるステップと
を含む、内視鏡検査方法。
【請求項１３４】
　前記開ループの膨張シーケンスによって前記バルーンを前記膨張させるステップが、膨
張バルーン圧インジケータにおいて計測された圧力が、事前に設定された膨張バルーン圧
を超過しても、所定継続時間にわたって前記バルーンを膨張させる少なくとも１つのステ
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ップを含む自動膨張シーケンスを実行するステップを含む、請求項１３３に記載の内視鏡
検査方法。
【請求項１３５】
　固定圧力の所定の範囲内の固定圧力までのバルーンの膨張を行うバルーン固定機能と、
　固定圧力の前記所定の範囲とは異なる、摺動可能な摩擦係合の圧力の所定の範囲内の少
なくとも１つの摺動可能な摩擦係合の圧力までの前記バルーンの膨張を行う、バルーン摺
動可能な摩擦係合機能と
を備える、内視鏡とともに使用するバルーン膨張／収縮システム。
【請求項１３６】
　前記固定圧力が少なくとも６０ミリバールである、請求項１３５に記載のバルーン膨張
／収縮システム。
【請求項１３７】
　前記固定圧力と、前記摺動可能な摩擦係合の圧力との比が１．３～７の範囲内にある、
請求項１３５または１３６に記載のバルーン膨張／収縮システム。
【請求項１３８】
　その動作中いつでも、前記固定圧力と、前記摺動可能な摩擦係合の圧力との手動切替え
を行うようにさらに動作する、請求項１３５から１３７のいずれかに記載のバルーン膨張
／収縮システム。
【請求項１３９】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が３５ミリバール以下である、請求項１３５から１３８
のいずれかに記載のバルーン膨張／収縮システム。
【請求項１４０】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、摺動可能な摩擦係合の圧力の前記所定の範囲内で手
動で選択可能である、請求項１３５から１３９のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１４１】
　前記バルーン固定機能およびバルーン摺動可能な摩擦係合機能の少なくとも一方が、開
ループの膨張シーケンスにおいて前記バルーンを膨張させるように動作する、請求項１３
５から１４０のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１４２】
　前記バルーン固定機能およびバルーン摺動可能な摩擦係合機能の少なくとも一方が、前
記バルーンの膨張を、前記バルーンが膨張係合する身体通路の、その長さに沿った断面積
の変化があっても、それぞれ固定圧力または摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持す
るように動作する、請求項１３５から１４１のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１４３】
　バルーン付き内視鏡で使用するためのバルーンであって、前記バルーンが中心部分なら
びに第１および第２の端部を有し、
　前記中心部分が、摩擦係合を高める外向きの表面構成を有すること、
　前記バルーンの伸縮性が、前記バルーンの内部にかかる内部圧力の非線形関数であるこ
と、ならびに
　前記第１および第２の端部が、それらの内側半径の少なくとも約２倍の長さを有するこ
と
のうちの少なくとも１つを特徴とする、バルーン付き内視鏡で使用するためのバルーン。
【請求項１４４】
　前記バルーンの、前記摩擦係合を高める外向きの表面構成が、摩擦係合を高めるひだを
含む、請求項１４３に記載のバルーン付き内視鏡で使用するためのバルーン。
【請求項１４５】
　前記バルーンの、前記摩擦係合を高める外向きの表面構成が、高摩擦コーティングを含
む、請求項１４３または１４４に記載のバルーン付き内視鏡で使用するためのバルーン。
【請求項１４６】
　前記バルーンが、比較的低い動作内部圧力下では比較的伸縮性がなく、比較的高い動作
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内部圧力下では比較的伸縮性がある、請求項１４３から１４５のいずれかに記載のバルー
ン付き内視鏡で使用するためのバルーン。
【請求項１４７】
　内視鏡に取り付けられたバルーンであって、前記バルーンが中心部分ならびに第１およ
び第２の端部を有し、
　前記中心部分が、摩擦係合を高める外向きの表面構成を有すること、
　前記バルーンの伸縮性が、前記バルーンの内部にかかる内部圧力の非線形関数であるこ
と、
　前記第１および第２の端部が、それらの内側半径の少なくとも約２倍の長さを有するこ
と、
　前記バルーンの前記全体的な端部間の長さが、十分に湾曲されたときに、前記内視鏡の
外側を向いた下層の表面の全長に少なくとも等しいこと、
　前記バルーンの前記内側半径がそれぞれ、前記内視鏡の外側半径よりも０．４ｍ未満大
きいこと、ならびに
　前記バルーンの前記内側半径がそれぞれ、前記内視鏡の前記外側半径よりも０．２から
０．７５大きいこと
のうちの少なくとも１つを特徴とする、内視鏡に取り付けられたバルーン。
【請求項１４８】
　前記バルーンの前記全体的な端部間の長さが、十分に湾曲されたときに、前記内視鏡の
外側を向いた下層の表面の前記全長に少なくとも等しく、
　前記バルーンの前記内側半径がそれぞれ、前記内視鏡の前記外側半径よりも０．２ｍｍ
から０．７５ｍｍ大きい、請求項１４７に記載の内視鏡に取り付けられたバルーン。
【請求項１４９】
　前記バルーンが、比較的低い動作内部圧力下では比較的伸縮性がなく、比較的高い動作
内部圧力下では比較的伸縮性がある、請求項１４７または１４８に記載の、バルーン付き
内視鏡で使用するためのバルーン。
【請求項１５０】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、前記内壁の目視検査の前に、前記バルーンが膨張さ
せられ、かつ移動させられたときに、前記身体通路内の物質および流体を、そこから少な
くとも部分的に除去するように選択される、請求項１から２８のいずれかに記載の内視鏡
検査システム。
【請求項１５１】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力は、前記内壁の目視検査の前に、前記バルーンが、膨張
させられ、かつ移動させられたときに、前記身体通路内の物質および流体を、そこから少
なくとも部分的に除去するように選択される、請求項６６から８３のいずれかに記載の体
系的軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１５２】
　前記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力は、前記内壁の目視検査の前に、
前記バルーンが、膨張させられ、かつ移動させられたときに、前記身体通路内の物質およ
び流体を、そこから少なくとも部分的に除去するように選択される、請求項１１４から１
２４のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システム。
【請求項１５３】
　前記剛性取付け要素のうちの少なくとも１つが、前記内視鏡に取り付けられた剛性カラ
ー要素を備える、請求項５２に記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の参照
　２０１１年３月７日出願の「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌｌｅｄ　ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ　ｏｆ　ａｎ　ｅｎｄｏｓｃｏｐｅ　ｕｓｉｎｇ　ａ
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　ｂａｌｌｏｏｎ　ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ　ｔｏｏｌ」と題された米国仮特許出願第６１
／４５７，３５１号を参照する。その開示内容は参照により本明細書に組み込まれており
、その優先権を、米国特許法施行規則１．７８（ａ）（４）および（５）（ｉ）に準拠し
て本明細書において主張する。
【０００２】
　また、出願人のＰＣＴ特許出願公開ＷＯ２００５／０７４３７７、ＷＯ２００７／０１
７８５４、ＷＯ２００７／１３５６６５、ＷＯ２００８／００４２２８、ＷＯ２００８／
１４２６８５、ＷＯ２００９／１２２３９５、ＷＯ２０１０／０４６８９１、ＷＯ２０１
０／１３７０２５、およびＷＯ２０１１／１１１０４０も参照する。これらの文献の開示
内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　本発明は、一般に、内視鏡検査に関し、より詳細には、バルーン内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００４】
　以下の特許公報および市販製品が、現在の最新技術を表すと考えられる：
　米国特許第３，８３７，３４７号、同第４，０４０，４１３号、同第４，１４８，３０
７号、同第４，１７６，６６２号、同第４，１９５，６３７号、同第４，２６１，３３９
号、同第４，４５３，５４５号、同第４，６１６，６５２号、同第４，６７６，２２８号
、同第４，８６２，８７４号、同第４，９１７，０８８号、同第５，１３５，４８７号、
同第５，２５９，３６６号、同第５，５９３，４１９号、同第６，００７，４８２号、同
第６，４６１，２９４号、同第６，５８５，６３９号、同第６，６６３，５８９号、およ
び同第６，７０２，７３５号
　米国特許出願公開第２００３／０２４４３６１号、同第２００４／０１０２６８１号、
同第２００５／０１２４８５６号、同第２００５／０１２５００５号、同第２００５／０
１３３４５３号、同第２００５／０１３７４５７号、同第２００５／０１６５２３３号、
同第２００５／０１６５２７３号、同第２００５／０１７１４００号、同第２００６／０
１１１６１０号、および同第２００６／０１６１０４４号
　特開第２００３－２５０８９６
　ＰＣＴ特許出願公開ＷＯ２００５／０７４３７７、ＷＯ２００５／０１７８５４、ＷＯ
２００７／１３５６６５、ＷＯ２００８／００４２２８、ＷＯ２００８／１４２６８５、
ＷＯ２００９／１２２３９５、ＷＯ２０１０／０４６８９１、ＷＯ２０１０／１３７０２
５、ＷＯ２０１１／１１１０４０、ならびに
　バルーンポンプコントローラＢＰ２０およびＥＰＸ４４００ＨＤビデオシステムと連係
するＥＣ４５０ＢＩ５結腸内視鏡、ＴＳ１３１０１オーバーチューブおよびＢＳ２フロン
トバルーンを含む、ダブルバルーン内視鏡製品（これらの製品はすべて、１０　Ｈｉｇｈ
　Ｐｏｉｎｔ　Ｄｒｉｖｅ、Ｗａｙｎｅ、Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ、ＵＳＡ所在のＦｕｊｉ
ｎｏｎ　Ｉｎｃ．から市販されている。）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、改善されたバルーン内視鏡、内視鏡バルーンおよび内視鏡ツールバルーンを
膨張させるための改善された方法、ならびに内視鏡検査用の改善された方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　したがって、本発明の好ましい実施形態によれば、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張
させられ、身体通路に沿って軸方向に移動させられたときに、身体通路の内壁に摺動可能
に摩擦係合し、内壁を軸方向に伸張するように構成されたバルーンを含むバルーン付き内
視鏡と、摺動可能な摩擦係合の圧力までバルーンを選択的に膨張させるように動作するバ
ルーン膨張サブシステムとを備える内視鏡検査システムが提供される。
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【０００７】
　好ましくは、内視鏡検査システムは、軸方向に伸張されるとき、内壁を目視検査するよ
うに動作する目視検査機能をさらに備える。本発明の好ましい実施形態によれば、軸方向
に伸張されるとき、バルーン付き内視鏡が内壁を目視検査するように動作する。
【０００８】
　好ましくは、バルーン膨張サブシステムは、摺動可能な摩擦係合の圧力とは異なる、固
定圧力の所定の範囲内の固定圧力まで、バルーンを選択的に膨張させるように動作する。
本発明の好ましい実施形態によれば、固定圧力は少なくとも６０ミリバールである。追加
または代替として、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力の比は１．３～７の範囲内に
ある。
【０００９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張サブシステムは、その動作中いつで
も、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力とを手動で切り替えるように動作する。
【００１０】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は３５ミリバール以下である。本発明の好まし
い実施形態によれば、摺動可能な摩擦係合の圧力は、バルーンが、膨張させられ、かつ移
動させられたとき、内壁の自然なひだを少なくとも部分的に広げるように選択される。
【００１１】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は、バルーンが、膨張させられ、かつ移動させ
られたとき、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁との視覚的コ
ントラストを高めるように選択される。
【００１２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡およびバルーン膨張サブシス
テムは、検査されている身体通路の各部分が伸張状態にある間、身体通路の体系的な目視
検査を可能にするように動作する。好ましくは、バルーンは、概して周方向に均一の摺動
可能な摩擦係合を内壁に行うように構成されている。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、摺動可能な摩擦係合の圧力は、複数の選択可能で
摺動可能な摩擦係合の圧力状態から手動で選択可能である。追加または代替として、摺動
可能な摩擦係合の圧力は、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態から自動で選
択可能である。
【００１４】
　好ましくは、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態は、３～１５ミリバール
、１５～２３ミリバールおよび２３～３５ミリバールの対応する圧力範囲にある少なくと
も３つの摺動可能な摩擦係合の圧力状態を含む。
【００１５】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張サブシステムは、その動作中いつで
も、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態間を手動で切り替えるように動作す
る。
【００１６】
　好ましくは、内視鏡検査システムは、バルーンの膨張近傍に、バルーンに膨張圧の緩衝
をもたらすように構成されたガス溜めをさらに備える。さらに、ガス溜めは、バルーン付
き内視鏡の内部容積および空気溜めの少なくとも一方を含む。追加または代替として、ガ
ス溜めは選択可能な容積を含む。さらに、ガス溜めの選択可能な容積は、０～９００ｃｃ
の範囲で可変である。
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、ガス溜めの容積の３分の１未満であ
る膨張バルーン容積を含むように構成されている。
【００１８】
　好ましくは、バルーンはポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている
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。
【００１９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンの外表面は、向上した摺動可能な摩擦係
合を身体通路に行うように構成されている。
【００２０】
　好ましくは、バルーン膨張サブシステムは、開ループの膨張シーケンスにおいて、バル
ーンを膨張させるように動作する。
【００２１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、身体通路は、患者の大腸、小腸および食道のうち
の少なくとも１つを含む。
【００２２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張サブシステムは、バルーンの膨張を
、身体通路の、その長さに沿ったさまざまなバルーン位置で、そのような位置における身
体通路の断面積の変化があっても、摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するように
動作する。好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は、内壁の少なくとも３５％の軸方向
の伸張をもたらすように構成された所定の圧力範囲内に設定される。より好ましくは、摺
動可能な摩擦係合の圧力は、内壁の少なくとも６０％の軸方向の伸張をもたらすように構
成された所定の圧力範囲内に設定される。
【００２３】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させた
バルーン付き内視鏡を移動させ、それによって内壁の軸方向への伸張を生じさせるステッ
プと、内壁が軸方向に伸張されている間に内壁を目視検査するステップとを含む内視鏡検
査方法も提供される。
【００２４】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、移動させるステップの前に、バルーン付き内視鏡のバ
ルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるステップをさらに含む。追加または
代替として、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡のバルーンを収縮させるステップを
さらに含む。
【００２５】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡を移動させるステップは、バ
ルーン付き内視鏡を、身体通路の少なくとも一部の中で引くステップを含む。
【００２６】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーンを収縮状態にしたまま、身体通路内のバルー
ン付き内視鏡を軸方向に移動させるステップをさらに含む。本発明の好ましい実施形態に
よれば、内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップは、内壁の自然なひだを少なくとも部
分的に広げるステップを含む。好ましくは、内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップは
、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁との視覚的コントラスト
を高めるステップを含む。
【００２７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバル
ーン付き内視鏡を移動させるステップは、身体通路内の物質および流体を、内壁の目視検
査の前に、そこから少なくとも部分的に除去するステップを含む。
【００２８】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力よりも高い、
固定圧力の所定の範囲内の固定圧力まで膨張させるステップをさらに含む。さらに、内視
鏡検査方法は、身体通路の検査中いつでも、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力とを
手動で切り替えるステップも含む。
【００２９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内壁が軸方向に伸張されている間に内壁を目視検
査するステップは、検査されている身体通路の各部分が伸張状態にある間に、身体通路を
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体系的に目視検査するステップを含む。
【００３０】
　好ましくは、バルーンは、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を身体通路の内壁
に行い、それによって、概して周方向に均一の内壁の軸方向の伸張を生じさせるように構
成されている。
【００３１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡検査方法は、摺動可能な摩擦係合の圧力を
、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態から選択するステップをさらに含む。
さらに、内視鏡検査方法は、身体通路の検査中いつでも、複数の選択可能で摺動可能な摩
擦係合の圧力状態間で切り替えるステップも含む。
【００３２】
　好ましくは、膨張させるステップは、バルーンの膨張近傍にガス溜めを採用し、それに
よって、バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすステップを含む。さらに、ガス溜めを採用す
るステップは、バルーン付き内視鏡の内部容積および空気溜めの少なくとも一方を採用す
るステップを含む。追加または代替として、内視鏡検査方法は、ガス溜めの容積を選択す
るステップをさらに含む。
【００３３】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩擦係
合の圧力まで膨張させるように動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
開ループの膨張シーケンスにおいて、バルーン膨張サブシステムにより、摺動可能な摩擦
係合の圧力にバルーンを膨張させるステップとをさらに含む。
【００３４】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡のバルー
ンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるように動作するバルーン膨張サブシステ
ムを設けるステップと、バルーン膨張サブシステムにより、摺動可能な摩擦係合の圧力に
バルーンを膨張させるステップと、バルーン膨張サブシステムを動作させて、身体通路の
、その長さに沿った断面積の変化があっても、バルーンの膨張を摺動可能な摩擦係合の圧
力に自動的に維持するステップとをさらに含む。
【００３５】
　好ましくは、身体通路は、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む
。
【００３６】
　好ましくは、内壁を軸方向に伸張させるステップは、内壁の少なくとも３５％を軸方向
に伸張させるステップを含む。より好ましくは、内壁を軸方向に伸張させるステップは、
内壁の少なくとも６０％を軸方向に伸張させるステップを含む。
【００３７】
　さらに別の本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡と、内視鏡に恒久的に取り付け
られたバルーンであって、バルーンの交換なしで、複数回の使用およびかかる複数回の使
用のうちの何回かの間の再処理（ｒｅｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）用に、内視鏡に構成され、
かつ取り付けられているバルーンと、バルーンを選択的に膨張させるように動作するバル
ーン膨張サブシステムとを備える複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムがさらに提
供される。
【００３８】
　好ましくは、バルーンは前方端部および後方端部を有し、前方端部および後方端部は、
内視鏡の各剛性取付け要素の上に取り付けられている。さらに、剛性取付け要素のうちの
少なくとも１つは、内視鏡の剛性カラー要素である。追加または代替として、剛性取付け
要素のうちの少なくとも１つは、内視鏡の剛性先端部分である。
【００３９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、その前方部分に管状の密
閉用湾曲ゴムシースを備え、バルーンの長さは、管状の密閉用湾曲ゴムシースの長さとほ
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ぼ等しく、並んで位置している。
【００４０】
　好ましくは、バルーンはポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている
。追加または代替として、バルーンは、２０～３５ミクロンの範囲の厚さを有する。
【００４１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バルーンを交換する必要
なく、従来の再処理１００サイクルにわたって耐えるように構成されている。より好まし
くは、バルーン付き内視鏡は、バルーンを交換する必要なく、従来の再処理１，２００サ
イクルにわたって耐えるように構成されている。本発明の好ましい実施形態によれば、バ
ルーン付き内視鏡は、バルーンを交換する必要なく、少なくとも５年間繰り返し使用され
るように構成されている。
【００４２】
　さらに別の本発明の好ましい実施形態によれば、得られるバルーン付き内視鏡が複数回
の内視鏡検査処置に適するようにバルーンが取り付けられた内視鏡を設けるステップと、
バルーンが取り付けられた内視鏡を採用する複数回の内視鏡検査処置を実施するステップ
と、かかる複数回の内視鏡検査処置のうちの何回かの間に、バルーンの交換なしで、バル
ーンが取り付けられた内視鏡を再処理するステップとを含む複数回使用バルーン内視鏡検
査方法がさらに提供される。
【００４３】
　好ましくは、複数回の内視鏡検査処置を実施するステップは、少なくとも１００回の内
視鏡検査処置を実施するステップを含む。より好ましくは、複数回の内視鏡検査処置を実
施するステップは、少なくとも５００回の内視鏡検査処置を実施するステップを含む。さ
らにより好ましくは、複数回の内視鏡検査処置を実施するステップは、少なくとも１，２
００回の内視鏡検査処置を実施するステップを含む。最も好ましくは、複数回の内視鏡検
査処置を実施するステップは、少なくとも３，６００回の内視鏡検査処置を実施するステ
ップを含む。
【００４４】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させられ
、身体通路に沿って軸方向に移動させられたときに、身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係
合し、実質的に内壁の全長に沿って、内壁を体系的に軸方向に伸張するように構成されて
いるバルーンを備える、バルーン付き内視鏡と、バルーンの膨張を、身体通路の、その長
さに沿った断面積の変化があっても、摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するよう
に動作するバルーン膨張サブシステムとを備える体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム
がさらに提供される。
【００４５】
　好ましくは、体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムは、内壁が軸方向に伸張されると
き、内壁を目視検査するように動作する目視検査機能をさらに備える。
【００４６】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内壁が軸方向に伸張されるとき、バルーン付き内
視鏡は、内壁を体系的に目視検査するように動作する。
【００４７】
　好ましくは、バルーン膨張サブシステムは、摺動可能な摩擦係合の圧力とは異なる、固
定圧力の所定の範囲内の固定圧力まで、バルーンを選択的に膨張させるように動作する。
さらに、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力の比は１．３～７の範囲内にある。
【００４８】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は３５ミリバール以下である。追加または代替
として、摺動可能な摩擦係合の圧力は、バルーンの膨張および移動によって内壁の自然な
ひだが少なくとも部分的に広がるように構成されている。代替または追加として、バルー
ンの膨張および移動が、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁と
の視覚的コントラストを高めるように作用するように、摺動可能な摩擦係合の圧力は構成
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されている。
【００４９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、概して周方向に均一の摺動可能な摩
擦係合を内壁に行うように構成されている。追加または代替として、摺動可能な摩擦係合
の圧力は、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態から選択可能である。
【００５０】
　好ましくは、バルーン膨張サブシステムは、その動作中いつでも、複数の摺動可能な摩
擦係合の圧力状態間での手動切替えを行うように動作する。
【００５１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムは、バル
ーンの膨張近傍に、バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすように構成されたガス溜めをさら
に含む。さらに、ガス溜めは、バルーン付き内視鏡の内部容積および空気溜めの少なくと
も一方を含む。追加または代替として、バルーンは、ガス溜めの容積の３分の１未満であ
る膨張バルーン容積を含むように構成されている。
【００５２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張サブシステムは、開ループの膨張シ
ーケンスにおいてバルーンを膨張させるように動作する。
【００５３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、患者の大腸、小腸および食道のうち
の少なくとも１つの中でその所望の伸張を行うために、膨脹可能かつ移動可能である。
【００５４】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は、内壁の少なくとも３５％の軸方向の伸張を
もたらすように選択された所定の圧力範囲内に設定される。より好ましくは、摺動可能な
摩擦係合の圧力は、内壁の少なくとも６０％の軸方向の伸張をもたらすように選択された
所定の圧力範囲内に設定される。
【００５５】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合
させたバルーン付き内視鏡を体系的に移動させ、それによって、身体通路の全長に実質的
に沿った、内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップと、内壁が軸方向に伸張されている
間に内壁のほぼ全体を目視検査するステップとを含む内視鏡検査方法も提供される。
【００５６】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、移動させるステップの前に、バルーン付き内視鏡のバ
ルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるステップをさらに含む。追加または
代替として、膨張させるステップは、バルーンの膨張近傍にガス溜めを採用し、それによ
って、バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすステップを含む。
【００５７】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、身体通路の、その長さに沿った断面積の変化があって
も、バルーンの膨張を摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するステップをさらに含
む。追加または代替として、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡のバルーンを収縮さ
せるステップをさらに含む。
【００５８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡を体系的に移動させるステッ
プは、バルーン付き内視鏡を体系的に引くステップを含む。追加または代替として、内視
鏡検査方法は、バルーンを収縮状態にしたまま、身体通路内のバルーン付き内視鏡を軸方
向に移動させるステップをさらに含む。
【００５９】
　好ましくは、内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップは、内壁の自然なひだを少なく
とも部分的に広げるステップを含む。追加または代替として、内壁の軸方向の伸張を生じ
させるステップは、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁との視
覚的コントラストを高めるステップを含む。
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【００６０】
　本発明の好ましい実施形態によれば、身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバル
ーン付き内視鏡を移動させるステップは、身体通路内の物質および流体を、目視検査され
る内壁から、少なくとも部分的に除去するステップを含む。
【００６１】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力よりも高い、
固定圧力の所定の範囲内の固定圧力まで膨張させるステップをさらに含む。
【００６２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、概して周方向に均一の摺動可能な摩
擦係合を内壁に行い、それによって、概して周方向に均一の内壁の軸方向の伸張を生じさ
せるように構成されている。
【００６３】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩擦係
合の圧力まで膨張させるように動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
開ループの膨張シーケンスにおいて、バルーン膨張サブシステムにより、摺動可能な摩擦
係合の圧力にバルーンを膨張させるステップとをさらに含む。あるいは、内視鏡検査方法
は、バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるように
動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、バルーン膨張サブシステムによ
り、摺動可能な摩擦係合の圧力にバルーンを膨張させるステップと、バルーン膨張サブシ
ステムを動作させて、身体通路の、その長さに沿った断面積の変化があっても、バルーン
の膨張を摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するステップとをさらに含む。
【００６４】
　好ましくは、身体通路は、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む
。
【００６５】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡ツールを身体通路
の内壁に係合するように固定するステップと、身体通路の内壁に固定係合したバルーン付
き内視鏡ツールを前方に移動させ、それによって身体通路の内壁の軸方向の伸張を生じさ
せるステップと、内壁が軸方向に伸張されている間に内壁を目視検査するステップとを含
む内視鏡検査方法がさらに提供される。
【００６６】
　好ましくは、バルーン付き内視鏡ツールを身体通路の内壁に係合するように固定するス
テップは、バルーン付き内視鏡ツールのバルーンを、身体通路内で固定圧力まで膨張させ
るステップを含む。さらに、内壁が軸方向に伸張されている間に内壁を目視検査するステ
ップは、内視鏡を採用する。
【００６７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡検査（ｅｎｄｓｏｓｃｏｐｙ）方法は、バ
ルーン付き内視鏡ツールを内視鏡の器具チャネル内に挿入し、バルーン付き内視鏡ツール
を内視鏡の前方に位置付けるステップをさらに含む。追加または代替として、内視鏡検査
（ｅｎｄｓｏｓｃｏｐｙ）方法は、身体通路の内壁に固定係合したバルーン付き内視鏡ツ
ールを前方に移動させながら、身体通路内の内視鏡を後退させるステップをさらに含む。
【００６８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡検査（ｅｎｄｓｏｓｃｏｐｙ）方法は、バ
ルーン付き内視鏡ツールのバルーンを内視鏡の前方端の前方に位置付けるステップと、バ
ルーンを身体通路で膨張させ、それによって固定するステップと、その後、バルーン付き
内視鏡ツールを前方に押し、それによって身体通路を伸張して、ひだが減少することで身
体通路の内部をよく見えるようにするステップと、身体通路の伸張されている部分を目視
検査するステップとを複数回繰り返し実行するステップをさらに含む。
【００６９】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡ツールのバルーンを収縮させるス



(22) JP 2017-94175 A 2017.6.1

10

20

30

40

50

テップをさらに含む。追加または代替として、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡ツ
ールを身体通路内で後方に引くステップをさらに含む。
【００７０】
　好ましくは、内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップは、内壁の自然なひだを少なく
とも部分的に広げるステップを含む。追加または代替として、内壁の軸方向の伸張を生じ
させるステップは、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁との視
覚的コントラストを高めるステップを含む。
【００７１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡ツールは、検査されている身
体通路の各部分が伸張状態にある間、身体通路を体系的に目視検査するように構成されて
いる。
【００７２】
　好ましくは、バルーンは、開ループの膨張シーケンスにおいて膨張させられる。本発明
の好ましい実施形態によれば、身体通路は、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なく
とも１つを含む。
【００７３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内壁を軸方向に伸張させるステップは、内壁の少
なくとも３５％を軸方向に伸張させるステップを含む。より好ましくは、内壁を軸方向に
伸張させるステップは、内壁の少なくとも６０％を軸方向に伸張させるステップを含む。
【００７４】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の
圧力まで膨張させられ、身体通路に沿って軸方向に移動させられたときに、概して周方向
に均一の摺動可能な摩擦係合を身体通路の内壁に行い、実質的にその全長に沿った内壁の
軸方向の伸張を行うように構成されたバルーンを含むバルーン付き内視鏡と、概して周方
向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力まで、バルーンを選択的に膨張させるように動作す
るバルーン膨張サブシステムとを備える軸方向伸張型内視鏡検査システムがさらに提供さ
れる。
【００７５】
　好ましくは、バルーン付き内視鏡は、軸方向に伸張されるとき、内壁を目視検査するよ
うに動作する。追加または代替として、バルーン膨張サブシステムは、摺動可能な摩擦係
合の圧力とは異なる、固定圧力の所定の範囲内の固定圧力まで、バルーンを選択的に膨張
させるように動作する。
【００７６】
　本発明の好ましい実施形態によれば、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力
は３５ミリバール以下である。
【００７７】
　好ましくは、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力は、内壁の自然なひだを
、伸張されたときに少なくとも部分的に広げるように構成される。追加または代替として
、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力は、伸張されたときにポリープならび
に他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁との視覚的コントラストを高めるように構
成される。
【００７８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力
は、身体通路内の物質および流体を、内壁の目視検査の前に、そこから少なくとも部分的
に除去するように構成される。
【００７９】
　好ましくは、軸方向伸張型内視鏡検査システムは、バルーンの膨張近傍に、バルーンに
膨張圧の緩衝をもたらすように構成されたガス溜めをさらに含む。好ましくは、バルーン
はポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている。追加または代替として
、バルーンは２０～３５ミクロンの範囲内にある厚さを有する。
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【００８０】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張サブシステムは、患者の大腸、小腸
および食道のうちの少なくとも１つの中で、バルーンを選択的に膨張させるように動作す
る。追加または代替として、バルーン膨張サブシステムは、身体通路の、その長さに沿っ
た断面積の変化があっても、バルーンの膨張を、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係
合の圧力に自動的に維持するように動作する。
【００８１】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、所定の開ループの膨張シーケンスを行
うバルーン膨張機能と、バルーン収縮機能とを備える、内視鏡とともに使用するバルーン
膨張／収縮システムがさらに提供される。
【００８２】
　好ましくは、バルーン膨張機能は、検査時に、バルーン付き内視鏡装置のバルーンを、
身体通路の内壁に係合するように、固定圧力および摺動可能な摩擦係合の圧力の少なくと
も一方まで膨張させるように動作する。
【００８３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張／収縮システムは、膨張バルーン圧
インジケータをさらに備え、膨張バルーン圧インジケータにおいて計測された圧力が、事
前に設定された膨張バルーン圧を超過しても、所定継続時間にわたってバルーンを膨張さ
せる少なくとも１つのステップを含む自動膨張シーケンスが、開ループの膨張シーケンス
に含まれる。
【００８４】
　好ましくは、バルーン膨張所定継続時間は、膨張したバルーンの過膨張および結果とし
て検査時に身体通路に生じる可能性のある損傷を防ぐのに十分な短さである。追加または
代替として、バルーン膨張機能は、バルーン膨張所定継続時間の終了から、圧力インジケ
ータがその位置での圧力が所定の閾値を下回ったと指示するまでの圧力低下継続時間を記
録するように構成されている。
【００８５】
　好ましくは、所定の開ループの膨張シーケンスは、バルーン膨張所定継続時間と圧力低
下継続時間の比として定義される膨張デューティサイクル（ｉｎｆｌａｔｉｏｎ　ｄｕｔ
ｙ　ｃｙｃｌｅ）を、少なくとも２として行うように構成されている。より好ましくは、
所定の開ループの膨張シーケンスは、バルーン膨張所定継続時間と圧力低下継続時間の比
として定義される膨張デューティサイクルを、少なくとも５として行うように構成されて
いる。
【００８６】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、開ループの膨張シーケンスによって、
バルーン付き内視鏡装置のバルーンを、身体通路の内壁に係合するように膨張させるステ
ップと、バルーン付き内視鏡装置を収縮させるステップとを含む内視鏡検査方法がさらに
提供される。
【００８７】
　好ましくは、開ループの膨張シーケンスによってバルーンを膨張させるステップは、膨
張バルーン圧インジケータにおいて計測された圧力が、事前に設定された膨張バルーン圧
を超過しても、所定継続時間にわたってバルーンを膨張させる少なくとも１つのステップ
を含む自動膨張シーケンスを実行するステップを含む。
【００８８】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、固定圧力の所定の範囲内の固定圧力ま
でのバルーンの膨張を行うバルーン固定機能と、固定圧力の所定の範囲とは異なる、摺動
可能な摩擦係合の圧力の所定の範囲内の少なくとも１つの摺動可能な摩擦係合の圧力まで
のバルーンの膨張を行う、バルーン摺動可能な摩擦係合機能とを備える、内視鏡とともに
使用するバルーン膨張／収縮システムがさらに提供される。
【００８９】
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　好ましくは、固定圧力は少なくとも６０ミリバールである。追加または代替として、固
定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力の比は１．３～７の範囲内にある。
【００９０】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張／収縮システムは、その動作中いつ
でも、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力との手動切替えを行うようにさらに動作す
る。
【００９１】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は３５ミリバール以下である。追加または代替
として、摺動可能な摩擦係合の圧力は、摺動可能な摩擦係合の圧力の所定の範囲内で手動
で選択可能である。
【００９２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン固定機能およびバルーン摺動可能な摩擦
係合機能の少なくとも一方は、開ループの膨張シーケンスにおいてバルーンを膨張させる
ように動作する。追加または代替として、バルーン固定機能およびバルーン摺動可能な摩
擦係合機能の少なくとも一方は、バルーンの膨張を、バルーンが膨張係合する身体通路の
、その長さに沿った断面積の変化があっても、それぞれ固定圧力または摺動可能な摩擦係
合の圧力に自動的に維持するように動作する。
【００９３】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡で使用するための
バルーンも提供される。このバルーンは、中心部分ならびに第１および第２の端部を有し
、中心部分が、摩擦係合を高める外向きの表面構成を有すること、バルーンの伸縮性が、
バルーンの内部にかかる内部圧力の非線形関数であること、ならびに第１および第２の端
部が、それらの内側半径の少なくとも約２倍の長さを有することのうちの少なくとも１つ
を特徴とする。
【００９４】
　好ましくは、バルーンの、摩擦係合を高める外向きの表面構成は、摩擦係合を高めるひ
だを含む。追加または代替として、バルーンの、摩擦係合を高める外向きの表面構成は、
高摩擦コーティングを含む。
【００９５】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、比較的低い動作内部圧力下では比較
的伸縮性がなく、比較的高い動作内部圧力下では比較的伸縮性がある。
【００９６】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、内視鏡に取り付けられたバルーンがさ
らに提供される。このバルーンは、中心部分ならびに第１および第２の端部を有し、中心
部分が、摩擦係合を高める外向きの表面構成を有すること、バルーンの伸縮性が、バルー
ンの内部にかかる内部圧力の非線形関数であること、第１および第２の端部が、それらの
内側半径の少なくとも約２倍の長さを有すること、バルーンの全体的な端部間の長さが、
十分に湾曲されたときに、内視鏡の外側を向いた下層の表面の全長に少なくとも等しいこ
と、バルーンの内側半径がそれぞれ、内視鏡の外側半径よりも０．４ｍ未満大きいこと、
ならびにバルーンの内側半径がそれぞれ、内視鏡の外側半径よりも０．２から０．７５大
きいことのうちの少なくとも１つを特徴とする。
【００９７】
　好ましくは、バルーンの全体的な端部間の長さは、十分に湾曲されたときに、内視鏡の
外側を向いた下層の表面の全長に少なくとも等しく、バルーンの内側半径はそれぞれ、内
視鏡の外側半径よりも０．２ｍｍから０．７５ｍｍ大きい。
【００９８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、比較的低い動作内部圧力下では比較
的伸縮性がなく、比較的高い動作内部圧力下では比較的伸縮性がある。
【００９９】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は、内壁の目視検査の前に、バルーンが、膨張
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させられ、かつ移動させられたときに、身体通路内の物質および流体を、そこから少なく
とも部分的に除去するように選択される。
【０１００】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、内視鏡および剛性取付け要素を備える
複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムがさらに提供される。剛性取付け要素のうち
の少なくとも１つは、内視鏡に取り付けられた剛性カラー要素である。好ましくは、剛性
カラー要素は、内視鏡に圧着させて取り付けられている。
【０１０１】
　本発明は、図面と併せて以下の詳細な説明を参照することで、さらによく理解され、認
識されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の好ましい実施形態に従って構成され、かつ動作する内視鏡システムおよ
び方法を示す簡易図である。
【図２Ａ】図１のシステムおよび方法において有用なバルーンの好ましい実施形態の具体
的な特徴を示す簡易図である。
【図２Ｂ】図１のシステムおよび方法において有用なバルーンの好ましい実施形態の具体
的な特徴を示す簡易図である。
【図３】複数の段階Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶを重ねて示した、従来技術の内視鏡検査
技術の簡易図である。
【図４】図４Ａは、図３に示す従来技術の内視鏡検査技術の段階Ｉがモニタ上に映し出さ
れた画像を示す簡易図である。　　　　　　図４Ｂは、図３に示す従来技術の内視鏡検査
技術の段階ＩＩがモニタ上に映し出された画像を示す簡易図である。　　　　　　図４Ｃ
は、図３に示す従来技術の内視鏡検査技術の段階ＩＩＩがモニタ上に映し出された画像を
示す簡易図である。　　　　　　図４Ｄは、図３に示す従来技術の内視鏡検査技術の段階
ＩＶがモニタ上に映し出された画像を示す簡易図である。
【図５】図５Ａは、本発明の好ましい実施形態による、図３の段階Ｉに対応する内視鏡検
査方法のある段階を示す簡易図である。　　　　　　図５Ｂは、本発明の好ましい実施形
態による、図３の段階ＩＩに対応する内視鏡検査方法の別の段階を示す簡易図である。　
　　　　　図５Ｃは、本発明の好ましい実施形態による、図３の段階ＩＩＩに対応する内
視鏡検査方法のさらに別の段階を示す簡易図である。　　　　　　図５Ｄは、本発明の好
ましい実施形態による、図３の段階ＩＶに対応する内視鏡検査方法のさらに別の段階を示
す簡易図である。
【図６】図６Ａは、対応する図５Ａの段階Ｉにおける、図１のシステムの一部をなすモニ
タ上に映し出される画像を示す簡易図である。　　　　　　図６Ｂは、対応する図５Ｂの
段階ＩＩにおける、図１のシステムの一部をなすモニタ上に映し出される画像を示す簡易
図である。　　　　　　図６Ｃは、対応する図５Ｃの段階ＩＩＩにおける、図１のシステ
ムの一部をなすモニタ上に映し出される画像を示す簡易図である。　　　　　　図６Ｄは
、対応する図５Ｄの段階ＩＶにおける、図１のシステムの一部をなすモニタ上に映し出さ
れる画像を示す簡易図である。
【図７】伸張されていない状態および伸張されている状態にある横行結腸の簡易図である
。
【図８】図７に示す伸張されていない状態および伸張されている状態の横行結腸を見てい
るときの、図１のシステムの一部をなすモニタ上に映し出される画像を示す簡易図である
。
【図９】図９Ａは、本発明の好ましい実施形態に従ってバルーンの固定が行われる、内視
鏡検査方法のさらなる段階を示す簡易図である。　　　　　　図９Ｂは、本発明の好まし
い実施形態に従ってバルーンの固定が行われる、内視鏡検査方法の別のさらなる段階を示
す簡易図である。　　　　　　図９Ｃは、本発明の好ましい実施形態に従ってバルーンの
固定が行われる、内視鏡検査方法のまた別のさらなる段階を示す簡易図である。
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【図１０】本発明の別の好ましい実施形態に従って構成され、かつ動作する内視鏡システ
ムおよび方法を示す簡易図である。
【図１１】図１０に示す段階ＥおよびＦのそれぞれにおける、図１０のシステムの一部を
なすモニタ上に映し出される画像を示す簡易図である。
【図１２】図１および図１０に示した実施形態のいずれかにおいて使用されるバルーン膨
張／収縮システムを示す簡易構成図である。
【図１３Ａ】図１２のバルーン膨張／収縮システムの動作の好ましい様態を図１３Ｂとと
もに示す簡易フローチャートである。
【図１３Ｂ】図１２のバルーン膨張／収縮システムの動作の好ましい様態を図１３Ａとと
もに示す簡易フローチャートである。
【図１４】本発明の好ましい実施形態に従って動作する好ましい開ループの加圧処置を示
すバルーン加圧の簡易グラフである。
【発明を実施するための形態】
【０１０３】
　ここで、図１を参照し、図１は、本発明の好ましい実施形態に従って構成され、かつ動
作する内視鏡システムおよび方法を示す簡易図である。
【０１０４】
　「内視鏡」および「内視鏡検査」という用語は、全体を通して、それらの通常の意味よ
りも幾分広い意味で使われており、たとえば小腸や大腸といった体腔、通路などの内部で
動作する装置および方法を指す。これらの用語は通常は目視検査を指すが、本明細書にお
いては、それらは目視検査を用いる用途には限定されず、必ずしも目視検査の実施を必要
としない装置、システムおよび方法も指す。
【０１０５】
　「前方」という用語は、操作者から最も遠い、内視鏡、付属品もしくはツールの遠端、
またはそのような遠端に面する方向を指す。
【０１０６】
　「後方」という用語は、操作者に最も近く、通常は関心対象の器官もしくは身体部分の
外側にある、内視鏡、付属品もしくはツールの端部、またはそのような端部に面する方向
を指す。
【０１０７】
　圧力は、周囲圧力（大気圧）を上回る分をミリバールで示す。
【０１０８】
　図１は、本発明に従って構成され、かつ動作するバルーン内視鏡の実施形態の全体的な
構造および動作を示す。図１から分かるように、内視鏡１００は、その前方端にＣＣＤ１
０１を備えており、モニタ１０４を有する内視鏡システム１０２に接続されている。ある
いは、ＣＣＤ１０１は任意の他の適切な検出器で置き換えられてもよい。
【０１０９】
　具体的に後述するものの他に、内視鏡１００は、ＥＣ－３４７０ＬＫビデオ結腸鏡また
はＶＳＢ－３４３０Ｋビデオ直腸鏡などの従来の内視鏡であってもよく、内視鏡システム
１０２は、ＥＰＫ－１０００ビデオプロセッサを含むコンソールなどの従来の内視鏡シス
テムであってもよく、モニタ１０４は、ＳＯＮＹ　ＬＭＤ－２１４０ＭＤ医療用フラット
パネルＬＣＤモニタなどの従来のモニタであってもよい。これらはすべて、１０４　Ｊｕ
ｌｉｕｓ－Ｖｏｓｓｅｌｅｒ　Ｓｔ．、２２５２７　Ｈａｍｂｕｒｇ、Ｇｅｒｍａｎｙ所
在のＰｅｎｔａｘ　Ｅｕｒｏｐｅ　ＧｍｂＨから市販されている。
【０１１０】
　従来の内視鏡とは異なり、また、開示内容が参照により本明細書に組み込まれる２０１
１年９月１５日公開のＰＣＴ出願公開ＷＯ２０１１／１１１０４０に記載されているよう
に、内視鏡１００は、少なくとも１つのバルーン膨張／収縮アパーチャ１０８が好ましく
は設けられた外部シース１０６を有し、このアパーチャ１０８には、フィルタ１０９など
の流体流弁別器、好ましくは、気体を通過させ、液体は通過させないフィルタが付けられ
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ている。アパーチャ１０８は、好ましくは、外部シース１０６に密閉可能に取り付けられ
ている膨張／収縮バルーン１１０の内部と連通し、かつ従来の内視鏡では内視鏡の後方部
分の漏れ試験ポート１１４以外を介して外部から密閉される、内視鏡１００の内部容積１
１２と連通している。本発明の好ましい実施形態によれば、内部容積１１２は、概して、
内視鏡１００内部の、導管およびその導管を通る他の要素に占有されていない部分を占め
る。
【０１１１】
　気体連通経路が、漏れ試験ポート１１４から、内視鏡の内部容積１１２、フィルタ１０
９およびアパーチャ１０８を介して、膨張／収縮バルーン１１０の内部のバルーン容積１
１６まで延びていることが理解される。本発明のこの実施形態の具体的な特徴は、内部容
積１１２がガス溜めとなることで、バルーン１１０の迅速な加圧および減圧が可能になり
、かつ、バルーン容積１１６の対応する変化から生じるバルーン１１０内の圧力変化の幅
を縮小させるように動作する、直接結合された圧力緩衝部が実現されることである。内部
容積１１２などのガス溜めを、上述したようなバルーン１１０の膨張近傍に設けることに
よって、バルーン１１０に膨張圧の緩衝ももたらされ、かつ膨張バルーン容積１１６の加
圧において実現されるべき安定性および精度を高められることが理解される。
【０１１２】
　好ましくは、ある適用例では、バルーン１１０が１０ミリバールの圧力まで膨張させら
れ、内視鏡の内部容積１１２が約４５０～５５０ｃｃの範囲の容積になるとき、膨張バル
ーン容積１１６が約６０～８０ｃｃの範囲になるようにバルーン１１０は設計される。
【０１１３】
　好ましくは、他の適用例では、バルーン１１０が１０ミリバールの圧力まで膨張させら
れ、内視鏡の内部容積１１２が約７００～９００ｃｃの範囲の容積になるとき、膨張バル
ーン容積１１６が約１３０～１８０ｃｃの範囲になるようにバルーン１１０は設計される
。
【０１１４】
　好ましくは、さらに他の適用例では、バルーン１１０が１０ミリバールの圧力まで膨張
させられ、内視鏡の内部容積１１２が約５００～９００ｃｃの範囲の容積になるとき、膨
張バルーン容積１１６が約１００～１５０ｃｃの範囲になるようにバルーン１１０は設計
される。
【０１１５】
　バルーン１１０は、内視鏡の内部容積１１２の２分の１未満である膨張バルーン容積１
１６を有するように構成されているのが好ましい。より好ましくは、バルーン１１０は、
内視鏡の内部容積１１２の３分の１未満である膨張バルーン容積１１６を有するように構
成されているのが好ましい。最も好ましくは、バルーン１１０は、内視鏡の内部容積１１
２の５分の１未満である膨張バルーン容積１１６を有するように構成されているのが好ま
しい。
【０１１６】
　本発明の一実施形態の具体的な特徴は、膨脹可能なバルーン１１０が、膨張バルーン容
積１１６の通常３～７倍の容積をもつ内部容積１１２などのガス溜めに直接的に結合され
ていることである。
【０１１７】
　あるいは、内視鏡の構成次第では、漏れ試験ポート１１４は図１に示したような配置に
する必要はなく、異なる位置にあってもよい。また別の代替としては、漏れ試験ポート１
１４がこの目的で採用される必要はなく、内部容積１１２と連通する追加のポートが使用
されてもよい。
【０１１８】
　あるいは、図示していないが、バルーン１１０の内部は、内部容積１１２以外の、たと
えば流体導管などの流体流路、または従来の専用バルーン膨張／収縮チャネルなどの他の
導管と連通していてもよく、アパーチャ１０８およびフィルタ１０９を不要にしてもよい
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。
【０１１９】
　器具チャネルポート１１８は、好ましくは器具チャネル１２０と連通し、内視鏡１００
の長さ全体にわたって延びている。
【０１２０】
　膨張／収縮バルーン１１０は、好ましくは、バルーン内視鏡１００の内部容積１１２を
介して、図１の内視鏡検査システムのバルーン膨張および／または収縮サブシステムを構
成するバルーン膨張／収縮システム１３０によって膨張させられ、かつ／または収縮させ
られる。バルーン膨張／収縮システム１３０は、好ましくは、膨張／収縮チューブ１３１
によって漏れ試験ポート１１４に接続されている。
【０１２１】
　ここで、図１のシステムおよび方法において有用なバルーンの好ましい実施形態の具体
的な特徴を示す簡易図である図２Ａおよび図２Ｂをさらに参照する。
【０１２２】
　図２Ａから分かるように、バルーン１１０は、内視鏡１００の前方部分の上に密閉可能
に取り付けられており、外部シース１０６の上を覆っている。好ましくは、外部シース１
０６は管状の密閉シース１３２を含み、内視鏡１００の内部容積１１２が湾曲中につぶれ
ないように保つ働きをする補強メッシュ１３４の上を覆っている。器具チャネル１２０お
よび光学バンドル１３６が、内視鏡１００の内部容積１１２を通って補強メッシュ１３４
の内側に延在している。光学バンドル１３６は、好ましくはＣＣＤ１０１に結合されてい
る。他の導管および他の要素が、この内部容積の中に延在してもよい。
【０１２３】
　さまざまな導管が内部容積１０６の中に延在していてもよいものの、それらが存在して
いることにより、内部容積１１２と、その中を通って延びる任意の導管の内部との間に流
体連通は生じないことがさらに理解される。
【０１２４】
　管状の密閉シース１３２の前方で、外部シース１０６は、内部容積１１２を内視鏡１０
０の外部から密閉もする管状の密閉用湾曲ゴムシース１４４を含む。湾曲ゴムシース１４
４は、シリコーン湾曲ゴムシース部品番号ＳＰＲＢＳＳ１１、ＰＶＣ湾曲ゴムシース部品
番号ＳＰＲＢＳＰ１１、またはＶｉｔｏｎ湾曲ゴムシース部品番号ＳＰＲＢＳＶ１１など
の既製製品であってもよく、これらはすべて、５２０１　Ｂｌｕｅ　Ｌａｇｏｏｎ　Ｄｒ
ｉｖｅ、Ｎｏ．８１５　Ｍｉａｍｉ、ＦＬ　３３１２６、ＵＳＡ所在のＥｎｄｏｓｃｏｐ
ｅ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｉｎｃ．から市販されている。好ましくは、アパーチャ１０８はシー
ス１４４内に形成されており、フィルタ１０９を覆っている。複数のアパーチャ１０８は
、それらに取り付けられている複数のフィルタ１０９を有し、膨張／収縮バルーン１１０
の内部と、内視鏡１００の内部容積１１２との間に気体を連通させるために設けられてい
てもよいことが理解される。フィルタ１０９は不要にされてもよいことも理解される。
【０１２５】
　湾曲ゴムシース１４４は、選択的に湾曲可能な補強メッシュ１４５の上を覆っており、
補強メッシュ１４５は、内視鏡１００の後方部分にある操作用つまみ（図示せず）を操作
者が操作することに応答して選択的に湾曲可能であり、かつ内視鏡１００の前方の選択的
に湾曲可能な部分がその湾曲中につぶれないように保護する。器具チャネル１２０および
光学バンドル１３６、また場合によっては他の要素が、選択的に湾曲可能な補強メッシュ
１４５の内部に延在し、内視鏡の内部容積１１２を通る。
【０１２６】
　本発明の好ましい実施形態によれば、補強メッシュ１３４の前方端と、選択的に湾曲可
能な補強メッシュ１４５の後方端とが、剛性カラー要素１５０によって接合され、この剛
性カラー要素１５０は、好ましくは金属または剛性プラスチックで形成されており、シー
ス１４４の後方端１５２に当接（ｂｕｔｔｅｄ）させられた管状の密閉シース１３２の前
方端１５１の下にある。膨脹可能なバルーン１１０の後方端１５３は、シース１４４の後
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方端１５２の上で、好ましくはその周りに巻かれたワイヤ１５６によって保持されている
。バルーン１１０の後方端１５３は、好ましくは、Ｏｎｅ　Ｈｅｎｋｅｌ　Ｗａｙ、Ｒｏ
ｃｋｙ　Ｈｉｌｌ、ＣＴ　０６０６７、ＵＳＡ所在のＨｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎから市販されている医療用エポキシＭ３１－ＣＬなどの接着剤１５８によって、シー
ス１３２の端１５１およびシース１４４の端１５２にさらに封止接着されている。
【０１２７】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡１００は、その前方端に、選択的
に湾曲可能な補強メッシュ１４５の前方端に接続された剛性先端部分１７０を含む。好ま
しくは、剛性先端部分１７０は金属または剛性プラスチックで形成されており、その後方
部分１７２は、シース１４４の前方端１７４の下にある。膨脹可能なバルーン１１０の前
方端１７６は、シース１４４の前方端１７４の上で、好ましくはその周りに巻かれたワイ
ヤ１７８によって保持されている。バルーン１１０の前方端１７６は、好ましくは、Ｈｅ
ｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されている医療用エポキシＭ３１－ＣＬなど
の接着剤１８０によって、剛性先端部分１７０にさらに封止接着されている。
【０１２８】
　フィルタ１０９は、好ましくは、アパーチャ１０８の下にあるシース１４４の内周面上
に、接着剤、たとえば１　Ｅａｓｔｏｎ　Ｏｖａｌ、Ｃｏｌｕｍｂｕｓ、ＯＨ　４３２１
９、ＵＳＡ所在のＥｌｍｅｒ’ｓ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｉｎｃ．から市販されているポリ
クロロプレン系コンタクトセメントの使用など、任意の適切な技術によって取り付けられ
ている。気体連通経路は、漏れ試験ポート１１４から、内部容積１１２、フィルタ１０９
およびアパーチャ１０８を介して、膨張／収縮バルーン１１０の内部のバルーン容積１１
６まで延びていることが理解される。
【０１２９】
　本発明の一実施形態の具体的な特徴は、図２Ａに示されるように、バルーン１１０の長
さが湾曲ゴムシース１４４の長さとほぼ同じであり、それらが並んでいることである。こ
の配置構成によって、バルーン１１０の後方端１５３は、巻いたワイヤ１５６および接着
剤１５８によって剛性カラー要素１５０の上に取り付けられるようになり、バルーン１１
０の前方端１７６は、巻いたワイヤ１７８および接着剤１８０によって剛性先端部分１７
０の後方部分１７２の上に取り付けられるようになる。
【０１３０】
　バルーン１１０の後方端１５３がシース１４４の後方端１５２の上に取り付けられるこ
とも、本発明の一実施形態の具体的な特徴である。本発明の実施形態のまた別の具体的な
特徴は、バルーン１１０の前方端１７６がシース１４４の前方端１７４の上に取り付けら
れることである。
【０１３１】
　本発明の好ましい実施形態のさらなる具体的な特徴は、バルーン１１０の後方端１５３
が、剛性カラー要素１５０の上かつシース１４４の後方端１５２の上に、巻いたワイヤ１
５６および接着剤１５８によって取り付けられることと、バルーン１１０の前方端１７６
が剛性先端部分１７０の後方部分１７２の上かつシース１４４の前方端１７４の上に、巻
いたワイヤ１７８および接着剤１８０によって取り付けられることである。
【０１３２】
　前述の配置構成には、内視鏡の既存の剛性取付け要素に、内視鏡の曲げやすさを制限す
る可能性がある追加の剛性取付け要素を必要とせず、バルーン１１０の確実かつ安定な取
付けを実現するという利点がある。結果として得られる上記の構造は、従来の再処理に適
しており、通常はバルーンの交換を必要としない、バルーン付き内視鏡を実現する。
【０１３３】
　図２Ａおよび図２Ｂに示した実施形態の具体的な特徴は、バルーン内視鏡１００の内部
容積１１２を介して、膨張／収縮バルーン１１０が膨張させられ、かつ／または収縮させ
られることである。バルーン１１０を膨張／収縮させるための内部容積１１２の利用可能
な断面は、通常１５～５０平方ミリメートルであり、これは従来技術で使用されるバルー
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ン膨張チャネル断面の約６～３０倍である。したがって、内視鏡の内部容積１１２は、バ
ルーン容積１１６に直接的に結合されたガス溜めとして機能し、従来技術のバルーン内視
鏡よりも著しく効率的に、バルーン１１０の膨張および収縮を可能にしている。
【０１３４】
　図２Ａおよび図２Ｂの実施形態によって、バルーンを備えていない既存の内視鏡をバル
ーン内視鏡に改造することが可能になり、かつ従来の外部バルーン装置に伴う障害および
治療ごとのコストがなくなることが理解される。これらの障害には、曲げ性、トルク伝達
性および操作性の制限があり、ならびに断面の拡大や、内視鏡頭部の前進に対する抵抗の
増加もある。
【０１３５】
　従来技術のバルーン内視鏡には、バルーンの取付けや、膨張／収縮チャネルに必要な洗
浄や消毒などの再処理が要求されることで生じる、比較的高い複雑性および治療ごとのコ
ストがある。そのような内視鏡で採用される従来技術の使い捨て部品も、治療ごとの比較
的高いコストを特徴とする。本発明のこれらの実施形態によって、前述の複雑性および治
療ごとの高いコストの多くが回避できるようになる。
【０１３６】
　本発明の好ましい実施形態によれば、また図２Ａおよび図２Ｂから分かるように、膨張
／収縮バルーン１１０の構成は、概して、以下を特徴とする。
【０１３７】
　バルーン１１０は、好ましくは、１０～７５ミクロンの範囲内、より好ましくは、２０
～３５ミクロンの範囲内の厚さのポリウレタンで形成されている。本発明の具体的な特徴
は、バルーン１１０の伸縮性がバルーン内部圧力の非線形関数であることである。
【０１３８】
　本発明のバルーンの好ましい実施形態によれば、バルーン１１０は、低い動作内部圧力
下では比較的伸縮性がなく、高い動作内部圧力下では比較的伸縮性がある。好ましくは、
バルーンは、約１０ミリバールまでの比較的低い内部圧力下では、３％超の低い伸縮性で
あり、約６０～８０ミリバールの比較的高い内部圧力下では、それぞれ３０％～４０％超
の高い伸縮性である。上記の非線形的な伸縮性をバルーンの内部圧力に応じて実現するバ
ルーンの例は、吹き込み成形によって形成されるバルーンであって、１０ミリバールの圧
力まで膨張させられたとき、長さは１１０ミリメートル、直径は４８ミリメートルになる
バルーンであり、壁の厚さは２６～２８ミクロンで、２９４００　Ｌａｋｅｌａｎｄ　Ｂ
ｏｕｌｅｖａｒｄ　Ｗｉｃｋｌｉｆｆｅ、Ｏｈｉｏ、ＵＳＡ所在のＬｕｂｒｉｚｏｌ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されているポリウレタン系Ｔｅｃｏｔｈａｎｅ　Ｄ－１０
５５Ｄに１．２％～２．５％のＥｒｕｃａｍｉｄｅ添加剤を加えて作られている。
【０１３９】
　バルーン１１０の好ましい代替材料には、他のポリウレタン配合物、ナイロンまたはシ
リコンが含まれる。
【０１４０】
　好ましくは、バルーン１１０の材料、厚さおよび寸法は、内視鏡検査処置および従来の
再処理サイクルを繰り返している間、バルーン１１０を交換する必要なく、バルーン付き
内視鏡を長期間使用できるようにする一方で、バルーン１１０が収縮させられたとき、曲
げ性や前進しやすさなどの内視鏡性能パラメータに対する干渉を最小限にするように構成
されている。
【０１４１】
　本発明のバルーンの好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バルーンを交
換する必要なく、従来の再処理２０サイクルにわたって使用に耐えることが可能である。
【０１４２】
　本発明のバルーンのより好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バルーン
を交換する必要なく、従来の再処理１００サイクルにわたって使用に耐えることが可能で
ある。
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【０１４３】
　本発明のバルーンのさらにより好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バ
ルーンを交換する必要なく、従来の再処理５００サイクルにわたって使用に耐えることが
可能である。
【０１４４】
　本発明のバルーンのさらに好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バルー
ンを交換する必要なく、従来の再処理１，２００サイクルにわたって使用に耐えることが
可能である。
【０１４５】
　本発明のバルーンの最も好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バルーン
を交換する必要なく、従来の再処理３，６００サイクルにわたって使用に耐えることが可
能である。
【０１４６】
　１か月当たり平均６０回の内視鏡検査処置および対応する６０回の従来の再処理サイク
ルの間、この最も好ましい実施形態のバルーン付き内視鏡は、バルーンを交換する必要な
く、少なくとも５年間繰り返し使用できることが理解される。
【０１４７】
　バルーンを交換する必要なく、従来の再処理１，２００サイクルにわたって、好ましく
は従来の再処理３，６００サイクルとそれに対応する５年間の動作にわたって使用に耐え
ることが可能なバルーンの例は、１０ミリバールの圧力まで膨張させられたときに、壁の
厚さが２６ミクロン、長さが１１０ミリメートル、直径が４８ミリメートルとなるバルー
ンであり、このバルーンは、吹き込み成形によって形成され、Ｃａｒｌ－Ｂｏｓｃｈｅ　
Ｓｔｒａｓｓｅ　３８、６７０５６　Ｌｕｄｗｉｇｓｈａｆｅｎ、Ｇｅｒｍａｎｙ所在の
ＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されているポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌ
ａｎ１１８５Ａでできている。このバルーンは試験を受け、寸法および機械的パラメータ
の変化が全体で２％未満かつ壁の厚さに顕著な減少なく、従来の再処理１，２００サイク
ルに耐えることに成功した。バルーンの耐用期間にわたって、寸法および機械的パラメー
タの変化が６％許容される場合、このバルーンは、バルーン付き内視鏡内のバルーンを通
常は交換する必要なく、従来の再処理３，６００サイクルとそれに対応する５年の期間に
わたって使用に耐えることが予想される。
【０１４８】
　好ましくは、バルーン１１０の外表面は、概して平行な複数のひだ１８１の並びを画定
するように構成されており、このひだは、好ましくは、図２Ａおよび図２Ｂにおいて参照
符号１８２で示される、バルーンの長手方向の対称軸に対して概して垂直になるように配
列される。摩擦係合を向上させる任意の他の適切なバルーンの表面構成であって、バルー
ン１１０と、伸張させたい管状身体部分の内側表面との間の摺動可能な摩擦係合を向上さ
せるのに有用な表面構成が代わりに使用されてもよい。バルーン１１０は、高摩擦シリコ
ンなどの比較的摩擦が大きい材料で形成されてもよく、あるいは、バルーン１１０の外表
面は、高摩擦コーティングで覆われていてもよいことが理解される。
【０１４９】
　バルーン１１０は、好ましくは５０～１３０ｍｍ、より好ましくは８０～１００ｍｍの
全長を有する。バルーン内視鏡１００の部分を形成するとき、バルーン１１０の後方端１
５３および前方端１７６は概して円筒形であり、一定の断面内側半径Ｒ１を有する。Ｒ１
は、内視鏡の隣接部分を堅く係合させるために、好ましくは４ｍｍから７ｍｍの間である
。
【０１５０】
　本発明の具体的な特徴は、本発明の好ましい実施形態によれば、所与のバルーンについ
てのＲ１が、取付け先である内視鏡１００の外部シース１０６の外側半径よりも０．２ｍ
ｍから０．７５ｍｍ大きいことである。より好ましくは、所与のバルーンについてのＲ１
が、取付け先である内視鏡１００の外部シース１０６の外側半径よりも０．４ｍｍ未満大
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きい。
【０１５１】
　好ましくは、バルーン１１０の後方端１５３の長さＬＲおよび前方端１７６の長さＬＦ
（図２Ａ）は、少なくとも５．５ｍｍである。より好ましくは、バルーン１１０の後方端
１５３の長さＬＲおよび前方端１７６の長さＬＦ（図２Ａ）は、１０～２５ｍｍの範囲内
にある。
【０１５２】
　本発明の一実施形態の具体的な特徴は、バルーンの端とシースの端の間の間隔が前述の
ように比較的狭いこと、すなわち、所与のバルーンについてのＲ１が、取付け先である内
視鏡１００の外部シース１０６の外側半径よりも０．２ｍｍから０．７５ｍｍ大きいこと
に加えて、直前のパラグラフに記載したように、バルーンの端の長さが比較的長いことで
ある。上記の配置構成は、内視鏡１００にバルーン１１０を取り付ける位置、すなわち、
ワイヤ１５６および接着剤１５８のところ、ならびにワイヤ１７８および接着剤１８０の
ところにかかる力を低減する一方で、バルーンを取り付けた内視鏡の曲げ性を維持するこ
とが理解される。内視鏡１００にバルーン１１０を取り付ける位置にかかる力が低減する
ことによって、バルーン１１０を交換する必要なく、バルーン付き内視鏡の再使用可能性
が高まることがさらに理解される。
【０１５３】
　バルーン１１０の中心円筒形部分１８４は通常、５～１０ミリバールなどの公称圧力ま
で膨張させられたときに、２０～７０ｍｍ、より好ましくは２５～５５ｍｍの長さＬＣＣ
Ｐ（図２Ａ）を有し、かつ一定の内側断面半径Ｒ２を有する。Ｒ２は、適用例に応じて、
好ましくは２０から３５ｍｍの間である。
【０１５４】
　中心円筒形部分１８４と、後方端１５３および前方端１７６のそれぞれとの間に延在し
ているのは、好ましくは以下の関数に従って内側半径がＲ２からＲ１に変化する円対称の
先細り部分である：
ｃｏｓ（α）≧ｒ／Ｒ２
式中、ｒは、中心円筒形部分１８４と端１５３および１７６の一方との間の所与の位置に
おけるバルーンの内側半径であり、
　αは、バルーンに対する所与の位置における接線と、バルーンの長手方向の対称軸１８
２（図２Ａ）との間の角度である。
【０１５５】
　より好ましくは、ｃｏｓ（α）はｒ／Ｒ２とほぼ等しい。
【０１５６】
　上記のバルーン構成は、Ｒ１およびＲ２に適切な調整を行えば、バルーン内視鏡だけで
なく、バルーンカテーテルおよびバルーン付き内視鏡ツールにも適用可能であることが理
解される。
【０１５７】
　本発明の具体的な特徴は、バルーン１１０が、概して、５～１０ミリバールの膨張圧に
おいては伸縮しないことである。本発明のさらなる具体的な特徴は、図２ＡにおいてＢＯ
ＥＥＬを付したバルーン１１０の端から端までの全長が、その下にあり十分に湾曲された
ときに外側を向く、図２ＡにおいてＥＯＥＥＬＦＢを付した内視鏡１００の外部シース１
０６表面の全長以上の長さであることである。
【０１５８】
　あるいは他のバルーン構成が採用されてもよい。
【０１５９】
　ここで、図１のシステムおよび方法に有用なバルーンの好ましい実施形態の具体的な特
徴の簡易図であり、かつ上記の図２Ａの構造の代替である図２Ｂをさらに参照する。図２
Ａおよび図２Ｂの実施形態において実質的に同一の要素には同じ参照符号を付してある。
好ましくは、バルーン１１０の図２Ａに示した上記の特徴は、図２Ｂのバルーン１１０に
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も示される。
【０１６０】
　図２Ｂから分かるように、バルーン１１０は、内視鏡１００の前方部分の上に密閉可能
に取り付けられており、外部シース１０６の上を覆っている。好ましくは、外部シース１
０６は管状の密閉シース１３２を含み、内視鏡１００の内部容積が湾曲中につぶれないよ
うに保つ働きをする補強メッシュ１３４の上を覆っている。器具チャネル１２０および光
学バンドル１３６が、内視鏡１００の内部容積１１２を通って補強メッシュ１３４の内側
に延在している。光学バンドル１３６は、好ましくはＣＣＤ１０１に結合されている。他
の導管および他の要素が、この内部容積の中に延在してもよい。
【０１６１】
　さまざまな導管が内部容積１０６の中に延在していてもよいものの、それらが存在して
いることにより、内部容積１１２と、その中を通って延びる任意の導管の内部との間に流
体連通は生じないことがさらに理解される。
【０１６２】
　管状の密閉シース１３２の前方で、外部シース１０６は、内部容積１１２を内視鏡１０
０の外部から密閉もする管状の密閉用湾曲ゴムシース１４４を含む。湾曲ゴムシース１４
４は、シリコーン湾曲ゴムシース部品番号ＳＰＲＢＳＳ１１、ＰＶＣ湾曲ゴムシース部品
番号ＳＰＲＢＳＰ１１、またはＶｉｔｏｎ湾曲ゴムシース部品番号ＳＰＲＢＳＶ１１など
の既製製品であってもよく、これらはすべて、Ｅｎｄｏｓｃｏｐｅ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｉｎ
ｃ．から市販されている。好ましくは、アパーチャ１０８はシース１４４内に形成されて
おり、フィルタ１０９を覆っている。複数のアパーチャ１０８は、それらに取り付けられ
ている複数のフィルタ１０９を有し、膨張／収縮バルーン１１０の内部と、内視鏡１００
の内部容積１１２との間に気体を連通させるために設けられていてもよいことが理解され
る。フィルタ１０９は不要にされてもよいことも理解される。
【０１６３】
　湾曲ゴムシース１４４は、選択的に湾曲可能な補強メッシュ１４５の上を覆っており、
補強メッシュ１４５は、内視鏡１００の後方部分にある操作用つまみ（図示せず）を操作
者が操作することに応答して選択的に湾曲可能であり、かつ内視鏡１００の前方の選択的
に湾曲可能な部分がその湾曲中につぶれないように保護する。器具チャネル１２０および
光学バンドル１３６、また場合によっては他の要素が、選択的に湾曲可能な補強メッシュ
１４５の内部に延在し、内視鏡の内部容積１１２を通る。
【０１６４】
　本発明の好ましい実施形態によれば、補強メッシュ１３４の前方端と、選択的に湾曲可
能な補強メッシュ１４５の後方端とが、剛性カラー要素１５０によって接合され、この剛
性カラー要素１５０は、好ましくは金属または剛性プラスチックで形成されており、シー
ス１４４の後方端１５２に当接（ｂｕｔｔｅｄ）させられた管状の密閉シース１３２の前
方端１５１の下にある。シース１４４の後方端１５２は、好ましくは、剛性カラー要素１
５０の上で、その周りに巻かれたワイヤによって保持されており、好ましくは、Ｈｅｎｋ
ｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されている医療用エポキシＭ３１－ＣＬなどの接
着剤１８６によって、管状の密閉シース１３２の前方端１５１にさらに封止接着されてい
る。
【０１６５】
　図２Ｂの実施形態ではさらに、内視鏡１００がその前方端に、選択的に湾曲可能な補強
メッシュ１４５の前方端に接続された剛性先端部分１７０を含む。好ましくは、剛性先端
部分１７０は金属または剛性プラスチックで形成されており、その後方部分１７２は、シ
ース１４４の前方端１７４の下にある。シース１４４の前方端１７４は、好ましくは、剛
性先端部分１７０の後方部分１７２の上で、その周りに巻かれたワイヤによって保持され
ており、好ましくは、Ｈｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されている医療用
エポキシＭ３１－ＣＬなどの接着剤１８８によって、剛性先端部分１７０にさらに封止接
着されている。
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【０１６６】
　図２Ａに示した構造とは対照的に、図２Ｂの実施形態では、膨脹可能なバルーン１１０
の後方端１５３が、シース１４４の後方端１５２の上では保持されていない。したがって
、バルーン１１０の後方端１５３は、シース１３２の端１５１およびシース１４４の端１
５２それぞれに封止接着されていない。
【０１６７】
　図２Ｂの実施形態の具体的な特徴は、圧着取付けまたは適切な接着剤の使用によって、
追加の前方剛性カラー要素１９０が、選択的に湾曲可能な補強メッシュ１４５を覆う湾曲
ゴムシース１４４上に取り付けられ、また後方剛性カラー要素１９２が、選択的に湾曲可
能な補強メッシュ１３４を覆う管状の密閉シース１３２上に取り付けられることである。
カラー要素１９０および１９２は、好ましくは金属または適切なプラスチックで形成され
ている。
【０１６８】
　膨脹可能なバルーン１１０の後方端１５３は、後方剛性カラー要素１９２の上で、好ま
しくはその周りに巻かれたワイヤ１５６によって保持されている。後方端１５３およびワ
イヤ１５６は、Ｈｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されている医療用エポキ
シＭ３１－ＣＬなどの接着剤１５８によって、後方剛性カラー要素１９２および管状の密
閉シース１３２に封止接着されている。
【０１６９】
　膨脹可能なバルーン１１０の前方端１７６は、前方剛性カラー要素１９０の上で、好ま
しくはその周りに巻かれたワイヤ１７８によって保持されている。前方端１７６およびワ
イヤ１７８は、Ｈｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されている医療用エポキ
シＭ３１－ＣＬなどの接着剤１８０によって、前方剛性カラー要素１９０および湾曲ゴム
シース１４４に封止接着されている。
【０１７０】
　したがって、図２Ａの実施形態とは対照的に、膨脹可能なバルーン１１０の前方端１７
６が、シース１４４の前方端１７４の上では保持されておらず、剛性先端部分１７０に封
止接着されていないことが理解される。
【０１７１】
　フィルタ１０９は、好ましくは、アパーチャ１０８の下にあるシース１４４の内周面上
に、接着剤、たとえばＥｌｍｅｒ’ｓ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｉｎｃ．から市販されている
ポリクロロプレン系コンタクトセメントの使用など、任意の適切な技術によって取り付け
られている。気体連通経路は、漏れ試験ポート１１４から、内部容積１１２、フィルタ１
０９およびアパーチャ１０８を介して、膨張／収縮バルーン１１０の内部のバルーン容積
１１６まで延びていることが理解される。
【０１７２】
　図２Ｂの実施形態の具体的な特徴は、バルーン１１０の長さが、内視鏡１００に沿った
剛性要素１９０と１９２を分離したものとほぼ同じであることである。
【０１７３】
　本発明の好ましい実施形態のさらなる具体的な特徴は、バルーンの取付けが、その複数
回の使用にわたって安定かつ有用なままであるように、バルーン１１０の後方端１５３お
よび前方端１７６が、剛性要素１９０および１９２の上に取り付けられていることである
。この構造は、従来の再処理に適しており、通常はバルーンの交換を必要としない、バル
ーン付き内視鏡を実現する。
【０１７４】
　ここで図１に戻ると、バルーン１１０を収縮状態として、内視鏡１００を患者の大腸な
どの身体通路に挿入できることが分かる。段階Ａは、バルーン１１０が収縮状態で、内視
鏡１００が患者の横行結腸内に位置する様子を示し、段階Ｂは、バルーン１１０が収縮状
態で、内視鏡が患者の結腸内を、盲腸のちょうど背後の位置まで進んだところを示す。結
腸内部の内視鏡検査は、内視鏡の挿入中に実施することができる。



(35) JP 2017-94175 A 2017.6.1

10

20

30

40

50

【０１７５】
　本発明の具体的な特徴は、段階Ｃにおいて、内視鏡は段階Ｂでの位置のまま動かないが
、バルーン１１０が中圧状態まで、好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させ
られることであり、後者は、バルーン１１０の外表面と、係合される結腸の内周面との間
の摩擦係合をもたらすのに十分な圧力であるが、バルーン１１０をそこに固定する圧力よ
りは低い圧力である。固定圧力および複数の選択可能な中圧を含むさまざまな圧力までバ
ルーン１１０を選択可能に膨張することについては、以下で詳細に説明する。
【０１７６】
　その後、バルーン１１０を前述の摺動可能な摩擦係合の圧力にしたまま、操作者は内視
鏡１００を後方に引き、それによって、結腸はその長さに沿って軸方向に伸張し、結腸の
自然なひだは少なくとも部分的に伸ばされる。本発明の好ましい実施形態によれば、結腸
の目視検査は前述の内視鏡の後退中に実施され、その間、内視鏡の前方端に隣接する結腸
は、その前方で軸方向に伸張される。内視鏡を後退させ、それにより結腸を伸張し、伸張
されている間に結腸の内部を目視検査する前述の方法は、好ましくは、結腸に沿って、盲
腸から肛門へ至るまでの道のすべてで繰り返し実施され、したがって、検査されている各
部分が伸張されている状態にある間、結腸全体が体系的に目視検査される。
【０１７７】
　この検査は全体を図１に、内視鏡１００の前方端が上行（右）結腸内に位置する段階Ｃ
、その後、内視鏡１００の前方端が横行結腸内に位置する段階Ｄ、その後、内視鏡１００
の前方端が下行（左）結腸内に位置する段階Ｅで示してある。本発明の具体的な特徴は、
体系的に結腸を軸方向に伸張して、ひだを少なくとも部分的に開きながら、それをしなけ
れば検出されないままとなる可能性があるポリープならびに他の潜在的な病変および実際
の病変の検出が、結腸の目視検査によって可能になることである。本特許出願の目的で、
目視検査は、はっきり見通せることが要求されるかそれが望ましい検査、たとえばＩＲま
たは可視帯での検査であり、Ｘ線検査のいくつかのタイプなど、はっきり見通せることが
無関係の検査とは区別される。
【０１７８】
　以下、図３～図６Ｄを具体的に参照しながら、本発明の一実施形態のこの具体的な特徴
および従来技術に対する救命用の改良をより詳細に説明する。図３～図６Ｄは、たとえば
図１の段階Ｄに対応する横行結腸において、内視鏡を後退させながらの、それをしなけれ
ば検出されないままとなる可能性があるポリープならびに他の潜在的な病変および実際の
病変の高度化した検出を示す。
【０１７９】
　本発明のさらなる具体的な特徴は、バルーン１１０が、概して周方向に均一の摺動可能
な摩擦係合の圧力まで膨張させられ、前記身体通路に沿って軸方向に移動させられたとき
、身体通路の内壁、典型的には結腸などの管状の身体部分に、概して周方向に均一の摺動
可能な摩擦係合を行うように好ましくは構成されていることである。この周方向に均一の
摺動可能な摩擦係合は、たとえば図１の断面Ｃ－Ｃで示される。
【０１８０】
　バルーンが身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合しているとき、好ましくは、身体通路
の内壁に、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を行っているときに、検査中の身体
通路内のバルーン１１０の軸方向後方への移動によって、身体通路内の物質および流体が
、その目視検査の直前に少なくとも部分的に内壁から除去されることも本発明の具体的な
特徴である。そのような物質および流体は、たとえば、食物、糞便、体液、血液および内
視鏡１００によって注入された潅注液を含んでいてもよく、取り除かれなければ、目視検
査に干渉する可能性がある。
【０１８１】
　好ましくは、バルーン１１０の材料および厚さが、バルーン係合位置における身体通路
の内周の輪郭に対し、バルーン１１０が半径方向にコンプライアンス性を有し、形状適合
するように選択、構成され、それによって、検査中の身体通路に対し、バルーン１１０の
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概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合が可能になる。半径方向にコンプライアンス性
を有し、形状適合するそのようなバルーンの例は、壁の厚さが２０～３０ミクロンであり
、２９４００　Ｌａｋｅｌａｎｄ　Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ　Ｗｉｃｋｌｉｆｆｅ、Ｏｈｉｏ
、ＵＳＡ所在のＬｕｂｒｉｚｏｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されているポリウレ
タン系Ｔｅｃｏｔｈａｎｅ　Ｄ－１０５５Ｄでできているバルーンである。
【０１８２】
　概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力は、好ましくは３～４０ミリバールの
範囲内にあり、より好ましくは１０～３２ミリバールの範囲内にあり、さらにより好まし
くは１５～３０ミリバールの範囲内にある。
【０１８３】
　軸方向への結腸の所望の伸張を行うためには、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係
合を結腸の内部に行っている内視鏡バルーンの軸方向の移動は、典型的には１０～１００
ミリメートルの範囲内であり、より可能性があるのは１５～７０ミリメートルの範囲内で
あり、時として３０～６０ミリメートルの範囲内である。
【０１８４】
　本発明の好ましい実施形態による内視鏡１００のＣＣＤ１０１の前方で、結腸に生じる
軸方向の伸張は、好ましくは少なくとも２５％、より好ましくは少なくとも３５％、さら
により好ましくは少なくとも６０％、さらにより好ましくは少なくとも１００％である。
【０１８５】
　ここで、複数の段階Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶを重ねて示した、横行結腸内で行う従
来技術の内視鏡検査技術の簡易図である図３と、図３に示す従来技術の内視鏡検査技術の
段階Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶがモニタ上に映し出された画像を示す簡易図である図４
Ａ～図４Ｄとを参照する。図３および図４Ａ～図４Ｄは、ここではＰ１およびＰ２を付し
て示すポリープが、結腸のひだの前方に隣接して存在し、従来技術の内視鏡技術では検出
されない可能性があることを示す。
【０１８６】
　図３は、前方端にＣＣＤ２０２を備える従来の内視鏡２００を示す。ＣＣＤ２０２の視
野は、線２０４によって示される。ＣＣＤ２０２は、横行結腸に沿った４つの異なる位置
Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶにおいて示され、これらの位置は、矢印２０６によって示さ
れるように、内視鏡２００が結腸に沿って軸方向に前方移動または後方移動することによ
って到達される。
【０１８７】
　内視鏡による結腸に沿った軸方向の移動の向きにかかわらず、結腸内でＦ１を付したひ
だの前方にあるポリープＰ１は、ＣＣＤ２０２の視野に入ることはなく、したがって、検
出されないことが理解される。これは、図３に示した従来技術の内視鏡検査技術による、
ＣＣＤ２０２が位置ＩおよびＩＩにそれぞれあるときにモニタ上に映し出されるシミュレ
ーション画像を示す簡易図である図４Ａおよび図４Ｂにおいて確認することができる。
【０１８８】
　内視鏡による結腸に沿った軸方向の移動の向きにかかわらず、結腸内でＦ２を付したひ
だの前方にあるポリープＰ２は、ＣＣＤ２０２が位置ＩＶにあるとき、ＣＣＤ２０２の視
野には入らず、ＣＣＤ２０２が位置ＩＩＩにあるとき、ＣＣＤ２０２の視野に入ることも
理解される。これは、図３に示した従来技術の内視鏡検査技術による、ＣＣＤ２０２が位
置ＩＶにあるときにモニタ上に映し出されるシミュレーション画像を示す簡易図である図
４Ｄ、および位置ＩＩＩにあるときにモニタ上に映し出されるシミュレーション画像を示
す簡易図である図４Ｃにおいて確認することができる。ポリープＰ２の視認性が制限され
ていることで、通常の結腸鏡検査中にそのポリープが見落とされる可能性が高くなる。
【０１８９】
　本発明とは区別される、図３および図４Ａ～図４Ｄに例示された従来技術において、Ｃ
ＣＤに隣接し、その前方にある結腸の体系的な軸方向の伸張は行われない。
【０１９０】
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　ここで、従来技術の図３におけるＣＣＤ位置Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶに対応するＣ
ＣＤ位置Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶでの、本発明の一実施形態による内視鏡検査方法の
簡易図である図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃおよび図５Ｄを参照する。本発明の一実施形態によ
る対応する図５Ａ～図５ＤのＣＣＤ位置Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶにおける、図１のシ
ステムの一部をなすモニタ１０４上に映し出されるシミュレーション画像を示す簡易図で
ある、図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃおよび図６Ｄも参照する。
【０１９１】
　本発明の一実施形態の図５Ａ～図５Ｄおよび図６Ａ～図６Ｄと、従来技術の図３および
図４Ａ～図４Ｄとの比較から、本発明の一実施形態において、ＣＣＤ１０１に隣接し、そ
の前方にある結腸が軸方向に伸張されることにより、ひだＦ１やＦ２などのひだの突出が
縮小するかまたはなくなり、それによって、図３に示すように結腸が概して軸方向に伸張
されていない状態のときはそれぞれひだＦ１およびＦ２によって完全または部分的に隠さ
れていた、ポリープＰ１やＰ２などのポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病
変が、ＣＣＤ１０１の視野に入ることが可能になり、それにより検出が可能になることが
分かる。
【０１９２】
　具体的には、図５Ａおよび図５Ｂならびに図６Ａおよび図６Ｂは、ＣＣＤ１０１が位置
ＩおよびＩＩにあるときのポリープＰ１の検出を示すが、対照的に、図３ならびに図４Ａ
および図４Ｂから分かるように、ポリープＰ１は、結腸内のひだＦ１によって隠れていた
。図５Ｃおよび図５Ｄは、ＣＣＤ１０２が位置ＩＩＩおよびＩＶにあるときのポリープＰ
２の検出を示すが、対照的に、図３および図４Ｄから分かるように、ポリープＰ２は、Ｃ
ＣＤ２０２が位置ＩＶにあったとき、結腸内のひだＦ２によって隠れていた。図３および
図４Ｃは、ＣＣＤ２０２が位置ＩＩＩにあったときのポリープＰ２の検出を示す。ポリー
プＰ２については、本発明は、それが視野に入るＣＣＤ位置の範囲を十分に伸張し、それ
によりそのポリープが検出される可能性を有意に高めることが理解される。
【０１９３】
　ここで、伸張されていない状態および伸張されている状態にある横行結腸の簡易図であ
る図７と、図７に示す伸張されていない状態および伸張されている状態の横行結腸を見て
いるときの、図１のシステムの一部をなすモニタ上に映し出される画像を示す簡易図であ
る図８とを参照しながら、本発明の別の重要な特徴を説明する。
【０１９４】
　図７と図８を併せて検討することによって、結腸の伸張は、既に記載したように、伸張
させなければ結腸のひだによって遮られる可能性もあるポリープならびに他の潜在的な病
変および実際の病変を見通せるようにするために重要なだけではないことが分かる。図７
および図８は、いくつかのポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変が、結腸
を伸張することによってより見えやすくなることを示す。この伸張によって、そのような
ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変は、結腸の内側に向かって高く突出
する。さらに、結腸の伸張は、そのようなポリープならびに他の潜在的な病変および実際
の病変が操作者にとってより見やすくなる、より滑らかで、より視覚的に均一の背景を作
り出し、それによりポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、結腸の内部
との視覚的コントラストを高める。
【０１９５】
　図７および図８はともに、結腸が伸張されていない状態にあるときはほとんど見えず、
結腸が伸張されている状態にあるときははるかに見えやすい、ＳＰを付した浅いポリープ
を示す。
【０１９６】
　ここで、本発明の好ましい実施形態に従ってバルーンの固定が行われる、内視鏡検査方
法のさらなる複数の段階を示す簡易図である図９Ａ、図９Ｂおよび図９Ｃを参照する。図
９Ａは図５Ｂに対応しており、ポリープＰ１の検出を示す。図９Ｂは、ポリープＰ１が検
出されると、バルーン１１０（図１、図２Ａ、図２Ｂおよび図５Ａ～図５Ｄ）を、５０～
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８０ミリバールの圧力などといった、図５Ａ～図５Ｄの方法で使用された中程度の膨張圧
を大きく超える固定圧力まで膨張させ、それによりバルーン１１０を結腸に固定できるこ
とを示す。図９Ｃは、従来の内視鏡ツール２２２を使用したポリープＰ１の除去を示す。
【０１９７】
　本発明の一実施形態の具体的な特徴は、バルーン１１０が固定圧力だけでなく、摺動可
能な摩擦係合の圧力にも膨張させられることである。
【０１９８】
　固定圧力か、摺動可能な摩擦係合の圧力かの選択は、好ましくは、膨張／収縮システム
１３０のユーザインターフェースを介して操作者が行う。好ましくは、バルーン１１０の
固定状態と摺動可能な摩擦係合の圧力状態との切替えは、内視鏡検査処置の中で必要に応
じて操作者が実施することができる。
【０１９９】
　本発明の一実施形態の別の具体的な特徴は、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の中圧の
比が、１．３～７の範囲内、好ましくは２～４．５の範囲内にあることである。本発明の
一実施形態によれば、固定圧力は少なくとも６０ミリバールであり、摺動可能な摩擦係合
の中圧は３５ミリバール以下である。
【０２００】
　本発明の具体的な特徴は、少なくとも１つの固定圧力状態か、代替の摺動可能な摩擦係
合の複数の中圧状態、典型的には２から４の異なる中圧状態かを操作者が選択できること
である。本発明の好ましい実施形態において、３～１５ミリバール、１５～２３ミリバー
ルおよび２３～３５ミリバールの範囲などの３つの異なる選択可能な中圧状態が、システ
ム１３０（図１）によってもたらされる。あるいは、１０～１８、１８～２５および２５
～３５ミリバールの範囲の３つの異なる中圧状態がもたらされ得る。さらなる代替として
、範囲は、１３～１８、２２～２５および２８～３２ミリバールであってもよい。好まし
くは、固定圧力は、５０～８５ミリバールの範囲内にあってもよい。より好ましくは、固
定圧力は、６０～８０ミリバールの範囲内にあってもよい。さらにより好ましくは、固定
圧力は、６５～８０ミリバールの範囲内にあってもよい。最も好ましくは、固定圧力は、
６５～７５ミリバールの範囲内にあってもよい。
【０２０１】
　２０１１年１２月２１日に、Ｔｅｌ－Ａｖｉｖ、Ｉｓｒａｅｌ所在のＴｅｌ－Ａｖｉｖ
医療センターのスタッフの医師によって消化器科で実施された結腸鏡検査処置では、図１
～図９Ｃおよび図１２～図１４を参照しながら全体を記載したシステムおよび方法が使用
された。
【０２０２】
　この結腸鏡検査処置では、上記の方法を使用すると、内視鏡の前方で３０％～６０％程
度の結腸の伸張が生じた。１０～１８ミリバールの範囲内にある摺動可能な摩擦係合の中
圧が使用された。結腸の内部容積側への結腸のひだの突出は、典型的には６～２０ミリメ
ートルから３～１０ミリメートルに縮小した。
【０２０３】
　２５～３２ミリバールの範囲内にある摺動可能な摩擦係合の中圧が使用されたとき、内
視鏡の前方で５０％～１００％程度の結腸の伸張が生じた。結腸の内側へのひだの突出を
、それに対応して０～７ミリメートに縮小することができた。この結腸鏡検査処置では、
バルーンを収縮させた状態で挿入して結腸を検査している間に、内視鏡によって２つのポ
リープが検出された。挿入中には検出されなかった３つのさらなるポリープ（このうちの
１つは浅いポリープだった）が、バルーンを摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させ、そ
れにより結腸を内視鏡の前方で伸張させ、それによって、図１～図９Ｃおよび図１２～図
１４を参照しながら前述したように、内側へのひだの突出を減少させ、視覚的コントラス
トを高めながら内視鏡を後退させているときに、その内視鏡によって検出された。従来の
内視鏡ツールによるポリープ除去の前に、除去すべきポリープの後方でバルーンを結腸に
固定するために、６５～７５ミリバールの範囲内にある固定圧力がこの処置で使用され、
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それによってポリープ除去中に内視鏡が安定化された。
【０２０４】
　下行（左）結腸において、１８～２６ミリバールの範囲内にある摺動可能な摩擦係合の
中圧が、内視鏡の前方で結腸の伸張を生じさせるのに十分であったことがこの処置で観察
された。同じ程度の結腸の伸張が、２５～３２ミリバールの範囲内にあるより高い中圧に
よって上行（右）結腸に生じた。
【０２０５】
　したがって、検査中の管状の身体部分における異なる位置では異なる中圧が必要になる
可能性があることが理解され、また、いくつかの異なる中圧または中圧範囲の間で、操作
者によって、または自動で膨張／収縮システムによって共通して選択できることは有益で
あり、これによって、操作者またはシステムは、ひだのたわみ具合および要求される伸張
量に中圧を合わせられるようになることが理解される。
【０２０６】
　本発明の具体的な特徴は、従来の検査方法では検出されなかったポリープが検出された
点において、従来技術に対する救命用の改良が実現されていることである。
【０２０７】
　また、上記の処置は、異なる中圧が結腸の異なる部分に適することを示し、具体的には
、上行（右）結腸には上行（左）結腸よりも高い中圧が通常は必要であることを示した。
【０２０８】
　摺動可能な摩擦係合によってバルーンを結腸に係合させた状態で、内視鏡を後退させる
ことにより、内視鏡の前方で結腸が掃除され、結腸の内壁の目視検査の前に、そこから結
腸内の物質および流体が除去されることがこの処置で観察された。
【０２０９】
　２０１１年１２月２１日に実施された、全体として図１～図９Ｃおよび図１２～図１４
のシステムおよび方法を使用した第２の結腸鏡検査による検査では、バルーンを収縮させ
た状態で進行中または抜去中のいずれでも、ポリープは検出されなかった。
【０２１０】
　２０１１年１２月２９日に上記の第１および第２の結腸鏡検査処置と同じ消化器科で実
施された、全体として図１～図９Ｃおよび図１２～図１４のシステムおよび方法を使用し
た第３の結腸鏡検査処置では、挿入しながら結腸を検査している間はポリープは検出され
ず、バルーンを摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させ、それによって内視鏡の前方で結
腸を伸張させ、ひだを減少させ、視覚的コントラストを高めて内視鏡を後退させている間
に、２つのポリープが検出された。
【０２１１】
　２０１１年１２月２９日に実施された、全体として図１～図９Ｃおよび図１２～図１４
のシステムおよび方法を使用した第４の結腸鏡検査処置では、ポリープは検出されなかっ
た。
【０２１２】
　２０１１年１２月２９日に実施された、全体として図１～図９Ｃおよび図１２～図１４
のシステムおよび方法を使用した第５の結腸鏡検査処置では、挿入中はポリープは検出さ
れず、バルーンを摺動可能な摩擦係合の中圧に膨張させ、それによって内視鏡の前方で結
腸を伸張させ、ひだを減少させ、視覚的コントラストを高めて内視鏡を後退させている間
に、２つのポリープが検出された。
【０２１３】
　本発明の図１～図９Ｃおよび図１２～図１４に示す実施形態のシステムおよび方法によ
る前述の初期の臨床経験は、図１～図９Ｃおよび図１２～図１４を参照しながら前述した
ような本発明のシステムおよび方法によってもたらされる高度化した検出の、従来技術に
対する救命用の改良を示した。従来の検査方法では検出されなかったポリープが、上記の
本発明によって検出された。
【０２１４】
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　ここで、本発明の別の好ましい実施形態に従って構成され、かつ作用する内視鏡システ
ムおよび方法を示す簡易図である図１０と、図１０に示す段階ＥおよびＦのそれぞれにお
ける図１０のシステムの一部をなすモニタ上に映し出される画像を示す簡易図である図１
１を参照する。
【０２１５】
　図１０は、本発明に従って構成され、かつ作用する内視鏡システムおよび方法の別の実
施形態の全体的な構造および作用を示す。図１０から分かるように、内視鏡３００は、そ
の前方端にＣＣＤ３０１を備えており、モニタ３０４を有する内視鏡システム３０２に接
続されている。あるいは、ＣＣＤ３０１は任意の他の適切な検出器で置き換えられてもよ
い。
【０２１６】
　内視鏡３００は、ＥＣ－３４７０ＬＫビデオ結腸内視鏡またはＶＳＢ－３４３０Ｋビデ
オ直腸鏡などの従来の内視鏡であってもよく、内視鏡システム３０２は、ＥＰＫ－１００
０ビデオプロセッサを含むコンソールなどの従来の内視鏡システムであってもよく、モニ
タ３０４は、ＳＯＮＹ　ＬＭＤ－２１４０ＭＤ医療用フラットパネルＬＣＤモニタなどの
従来のモニタであってもよい。これらはすべて、１０４　Ｊｕｌｉｕｓ－Ｖｏｓｓｅｌｅ
ｒ　Ｓｔ．、２２５２７　Ｈａｍｂｕｒｇ、Ｇｅｒｍａｎｙ所在のＰｅｎｔａｘ　Ｅｕｒ
ｏｐｅ　ＧｍｂＨから市販されている。
【０２１７】
　内視鏡は、開示内容が参照により本明細書に組み込まれる、２０１１年９月１５日に公
開されたＰＣＴ出願公開ＷＯ２０１１／１１１０４０に記載されたような内視鏡、または
図１～図９Ｃを参照しながら前述したような内視鏡であってもよい。
【０２１８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡ツール３１０が提供される。
バルーン付き内視鏡ツール３１０は、２００８年１１月２７日に公開されたＰＣＴ出願公
開ＷＯ２００８／１４２６８５、および２０１０年１２月２日に公開されたＷＯ２０１０
／１３７０２５に記載されたものと同一であってもよく、これらの文献の開示内容は参照
により本明細書に組み込まれる。内視鏡ツール３１０は、好ましくは、内視鏡ツールバル
ーン３１４を選択可能に膨張／収縮するために、そのバルーン３１４に結合された内視鏡
ツール膨張チューブ３１２を備える。
【０２１９】
　内視鏡３００は、患者の大腸などの身体通路内に挿入できることが分かる。段階Ａは、
患者の上行（右）結腸内、盲腸の後方に位置する内視鏡３００を示す。段階Ｂは、内視鏡
３００の器具チャネル３２２のポート３２０を介して挿入され、ＣＣＤ３０１の前方に位
置する内視鏡ツール３１０を示す。患者の結腸内の、盲腸に隣接し、盲腸から後方に間隔
があいた位置において、固定状態まで膨張させられたバルーン３１４が示してある。
【０２２０】
　段階Ｃでは、段階Ｂでの位置に対して、好ましくはＣＣＤ３０１に対しても、前方に押
された内視鏡ツール３１０が示してある。これは、ポート３２０のすぐ後方で膨張チュー
ブ３１２を把持し、膨張チューブ３１２を前方に押す操作者、好ましくは丁寧かつ僅かに
内視鏡３００を後退させる操作者が、好ましくは器具チャネル３２２を介して膨張チュー
ブ３１２を前方に押すことによって実現される。固定されたバルーン３１４を単独で、ま
たは内視鏡３００の後退と組み合わせて前方に押すことによって、図示の段階Ｂと図示の
段階Ｃとの比較から分かるように、所望される軸方向への結腸の伸張が生じる。結腸の内
部の内視鏡検査は、好ましくは、結腸が伸張されているときに実施される。図１～図９Ｃ
を参照しながら前述したように、結腸をその長さに沿って軸方向に伸張することで、結腸
の自然なひだが少なくとも部分的に広がる。本発明の好ましい実施形態によれば、結腸の
目視検査は、内視鏡の前方端に隣接する結腸が軸方向前方に伸張されている間に実施され
る。
【０２２１】
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　結腸を伸張し、伸張されている間に結腸の内部を目視検査する前述の方法は、好ましく
は、結腸に沿って、盲腸から肛門へ至るまでの道のすべてで繰り返し実施され、したがっ
て、検査されている各部分が伸張されている状態にある間、結腸全体が体系的に目視検査
される。本実施形態において、以下のステップ、すなわち、
　内視鏡ツールバルーン３１４をＣＣＤ３０１の前方に位置付けるステップと、
　内視鏡ツールバルーン３１４を結腸内で膨張させ、それによって固定するステップと、
　その後、内視鏡ツールバルーン３１４を前方に押し、それによって結腸を伸張して、ひ
だが減少することで結腸の内部をよく見えるようにするステップと、
　結腸の伸張されている部分を目視検査するステップとが、好ましくは結腸の全長に沿っ
て体系的に複数回繰り返される。
【０２２２】
　上記の方法は、結腸だけでなく、小腸、食道、その他の身体通路などの他の管状の身体
部分にも適用可能であることが理解される。
【０２２３】
　この検査は全体を図１０に、内視鏡３００の前方端が上行（右）結腸内に位置する段階
Ｃ、その後、内視鏡３００の前方端が横行結腸内に位置する段階Ｄ、ＥおよびＦで示して
ある。段階Ｄでは、バルーン３１４を概して収縮させた状態での、内視鏡３００に対する
内視鏡ツール３１０の後退が示してある。段階Ｅでは、バルーン３１４が膨張させられ、
結腸内に固定されているのが分かり、段階Ｆでは、バルーン３１４は前方に押され、した
がってＣＣＤ３０１の前方で結腸を伸張しているのが分かる。
【０２２４】
　上記のように、本発明の具体的な特徴は、体系的に結腸を軸方向に伸張して、ひだを少
なくとも部分的に開きながら、それをしなければ検出されないままとなる可能性もあるポ
リープならびに他の潜在的な病変および実際の病変の検出が、結腸の目視検査によって可
能になることである。本特許出願の目的で、目視検査は、はっきり見通せることが要求さ
れるかそれが望ましい検査、たとえばＩＲまたは可視帯での検査であり、Ｘ線検査のいく
つかのタイプなど、はっきり見通せることが無関係の検査とは区別される。
【０２２５】
　以下、結腸を伸張させながらの、それをしなければ検出されないままとなる可能性もあ
るポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変の高度化した検出を示す図１１を
具体的に参照しながら、本発明の一実施形態のこの具体的な特徴および従来技術に対する
救命用の改良をより詳細に説明する。
【０２２６】
　図１０の段階Ｅでは、バルーン３１４は固定状態に膨張させられているが、結腸はまだ
伸張されていないことが分かる。モニタ３０４は、ＣＣＤ３０１の前方にある結腸の部分
の画像を示す。図１１のＥは、結腸を伸張する前である図１０の段階Ｅでモニタ３０４上
で見えるもののシミュレーション画像を示す。図１１のＦは、結腸が伸張されているとき
である図１０の段階Ｆでモニタ３０４上で見える結腸の概ね同じ部分のシミュレーション
画像を示す。このとき、段階Ｅでは結腸のひだＦによって視界から隠されるポリープＰが
見え、処置することができる。
【０２２７】
　本発明のバルーン付き内視鏡ツールの好ましい実施形態の具体的な特徴は、図１０およ
び図１１を参照しながら前述したように、いくつかのポリープならびに他の潜在的な病変
および実際の病変が、結腸を伸張することによってより見えやすくなることである。この
伸張によって、そのようなポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変は、結腸
の内側に向かって高く突出する。さらに、結腸の伸張は、そのようなポリープならびに他
の潜在的な病変および実際の病変が操作者にとってより見やすくなる、より滑らかで、よ
り視覚的に均一の背景を作り出し、それによりポリープならびに他の潜在的な病変および
実際の病変と、結腸の内部との視覚的コントラストを高める。
【０２２８】
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　ここで、図１および図１０に示した実施形態のいずれかにおいて使用されるバルーン膨
張／収縮システム１３０の好ましい実施形態であるバルーン膨張／収縮システムの簡易構
成図である図１２を参照し、図１２のバルーン膨張／収縮システムの動作の好ましい様態
をともに示す簡易フローチャートである図１３Ａおよび図１３Ｂをさらに参照する。
【０２２９】
　本発明の一実施形態の具体的な特徴は、バルーン膨張／収縮システムが、従来技術の装
置よりも大幅に短い時間でバルーン膨張／収縮動作を行えること、好ましくは、従来技術
の装置よりも少なくとも２～３倍速くバルーン膨張を実施できることである。バルーン内
視鏡検査処置において、最大約２０回のバルーン膨張が実施されることがあるので、全体
的な治療時間に関してこれは極めて重要となり得る。
【０２３０】
　まず図１２を参照すると、１つもしくは複数のボタン、スイッチまたはペダルと、１つ
もしくは複数の視覚的に知覚できる状態指示用のライト、ダイヤルまたは表示とを通常含
むユーザインターフェース４００を備えたバルーン膨張／収縮システムが提供されること
が分かる。ユーザインターフェース４００は、適切にプログラム制御されているマイクロ
コントローラなどのコンピュータ化コントローラ４０２とやり取りするものであり、その
機能の重要な部分は図１３Ａおよび図１３Ｂにおいて詳細に説明する。
【０２３１】
　コンピュータ化コントローラ４０２は、好ましくは、バルーン１１０（図１）などの、
内視鏡とともに使用するバルーン用に構成され、バルーン３１４（図１０）などの内視鏡
ツールバルーンを備える第１および第２の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０４および４０
６の動作を制御する。ポンプアセンブリ４０４および４０６は、それぞれ異なる内視鏡バ
ルーンまたは内視鏡ツールバルーンとともに使用され得ることが理解される。別法として
、別個のコンピュータ化コントローラ４０２が、第１および第２の膨張／収縮ポンプアセ
ンブリ４０４および４０６のそれぞれに対して設けられてもよく、あるいは第１および第
２の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０４および４０６のいずれかが不要にされてもよいこ
とが理解される。内視鏡バルーンおよび内視鏡ツールバルーンのいずれかまたは両方を選
択可能に使用するために、膨張／収縮ポンプアセンブリが１つだけ設けられてもよいこと
がさらに理解される。複数の膨張／収縮ポンプアセンブリが、複数の内視鏡バルーンを使
用するために設けられてもよいことがさらに理解される。
【０２３２】
　第１の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０４は、好ましくは圧力ポンプ４０８および真空
ポンプ４１０を備え、これらはそれぞれ、枝分かれした膨張／収縮チャネル４１２および
膨張／収縮チューブ１３１（図１）などの膨張／収縮チューブを介してバルーンの内部に
結合されている。枝分かれした膨張／収縮チャネル４１２は、弁４１６によって制御され
る圧力ポンプ接続枝路４１４および弁４２０によって制御される真空ポンプ接続枝路４１
８を含む。排出チャネル４２２は、弁４１６と圧力ポンプ４０８の間の圧力ポンプ接続枝
路４１４に結合されており、弁４２４によって制御される。
【０２３３】
　膨張／収縮チャネル４１２が、第１の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０４からバルーン
１１０（図１）などの内視鏡バルーンの内部に延在しているため、そのチャネル４１２と
圧力連通させて圧力レベルインジケータの配列されている。圧力レベルインジケータは、
ここではＦＰ１～ＦＰ８を付してあり、好ましくはバイナリ圧力インジケータであって、
それぞれ、膨張／収縮チャネル４１２内のその位置での圧力が所定の圧力閾値を超えてい
るかどうかの指示をコンピュータ化コントローラ４０２に送る。図１３Ａおよび図１３Ｂ
を参照しながら以下で詳述する好ましい実施形態においては、圧力レベルインジケータＦ
Ｐ１～ＦＰ８の典型的な圧力閾値は次の通りである：
圧力レベルインジケータ　　　　　　閾値圧力
　　　　ＦＰ１　　　　　　　　６０ミリバール
　　　　ＦＰ２　　　　　　　　７５ミリバール



(43) JP 2017-94175 A 2017.6.1

10

20

30

40

50

　　　　ＦＰ３　　　　　　　　１０ミリバール
　　　　ＦＰ４　　　　　　　　１５ミリバール
　　　　ＦＰ５　　　　　　　　１８ミリバール
　　　　ＦＰ６　　　　　　　　２３ミリバール
　　　　ＦＰ７　　　　　　　　２６ミリバール
　　　　ＦＰ８　　　　　　　　３２ミリバール
　圧力インジケータＦＰ１～ＦＰ８の任意の適切な代わりの閾値が使用されてもよいこと
が理解される。好ましくは、ＦＰ１の閾値は５５～６７ミリバールの範囲内にあってもよ
く、ＦＰ１の閾値よりも高くなければならないＦＰ２の閾値は、６３～８０ミリバールの
範囲内にあってもよい。ＦＰ３の閾値は４～１８ミリバールの範囲内にあってもよく、Ｆ
Ｐ３の閾値よりも高くなければならないＦＰ４の閾値は、１３～２３ミリバールの範囲内
にあってもよい。
【０２３４】
　ＦＰ５の閾値は１３～２５ミリバールの範囲内にあってもよく、ＦＰ５の閾値よりも高
くなければならないＦＰ６の閾値は、１７～３０ミリバールの範囲内にあってもよい。Ｆ
Ｐ７の閾値は２０～３０ミリバールの範囲内にあってもよく、ＦＰ７の閾値よりも高くな
ければならないＦＰ８の閾値は、２４～４０ミリバールの範囲内にあってもよい。別法と
して、ＦＰ３、ＦＰ５およびＦＰ７の閾値は、同一かつ７～２０ミリバールの範囲内にあ
ってもよい。
【０２３５】
　膨張／収縮チャネル４１２が、第１の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０４からバルーン
１１０（図１）などの内視鏡バルーンの内部に延在しているため、そのチャネル４１２と
圧力連通させて真空レベルインジケータＦＶが配置されている。真空レベルインジケータ
ＦＶは、好ましくはバイナリ真空インジケータであり、膨張／収縮チャネル４１２内のそ
の位置での真空が所定の圧力閾値を超えているかどうかの指示をコンピュータ化コントロ
ーラ４０２に送る。
【０２３６】
　圧力レベルインジケータＦＰ１～ＦＰ８および真空レベルインジケータＦＶのうちの１
つまたは複数は、１０１　Ｃｏｌｕｍｂｉａ　Ｒｏａｄ、Ｍｏｒｒｉｓｔｏｗｎ、ＮＪ　
０７９６２、ＵＳＡ所在のＨｏｎｅｙｗｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃ．
から市販されている、部品番号ＮＳＣ－ＤＩＰ－ＤＲ－１５０ＰＤ－ＵＮＶのＢｏａｒｄ
　Ｍｏｕｎｔ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ／Ｖａｃｕｕｍセンサなどの少なくとも１つの連続差圧
／真空センサ（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ／
ｖａｃｕｕｍ　ｓｅｎｓｏｒ）で置換されてもよいことが理解される。
【０２３７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、空気溜め４３０が、膨張／収縮チャネル４１２と
圧力連通させて設けられている。好ましくは、溜め４３０の容積は、ユーザインターフェ
ース４００およびコンピュータ化コントローラ４０２の操作を介して操作者によって選択
可能である。好ましくは、空気溜め４３０の容積は、０～９００ｃｃの範囲で選択的に可
変であってもよい。空気溜め４３０の容積は、操作者によって、たとえば使用中の特定の
内視鏡モデルに従って選択されてもよい。内部容積１１２と空気溜め４３０を合わせた容
積と、膨張バルーン容積１１６との比が許容範囲内に維持されるように、空気溜め４３０
の比較的大きな容積が、比較的小さな内部容積１１２を有する内視鏡の特定モデル用に選
択されてもよいことが理解され、その例は前述している。同様に、内部容積１１２と空気
溜め４３０を合わせた容積と、膨張バルーン容積１１６との比が上記の許容範囲内に維持
されるように、空気溜め４３０の比較的小さな容積が、比較的大きな内部容積１１２を有
する内視鏡の特定モデル用に選択されてもよい。
【０２３８】
　第２の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０６は、好ましくは圧力ポンプ４４８および真空
ポンプ４５０を備え、これらはそれぞれ、枝分かれした膨張／収縮チャネル４５２および
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ツールバルーン膨張チューブ３１２（図１０）などの膨張／収縮チューブを介してバルー
ンの内部に結合されている。枝分かれした膨張／収縮チャネル４５２は、弁４５６によっ
て制御される圧力ポンプ接続枝路４５４および弁４６０によって制御される真空ポンプ接
続枝路４５８を含む。排出チャネル４６２は、弁４５６と圧力ポンプ４４８の間の圧力ポ
ンプ接続枝路４５４に結合されており、弁４６４によって制御される。
【０２３９】
　膨張／収縮チャネル４５２が、第２の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０６からバルーン
３１４（図１０）などの内視鏡ツールバルーンの内部に延在しているため、そのチャネル
４５２と圧力連通させて圧力レベルインジケータの配列されている。圧力レベルインジケ
ータは、ここではＳＰ１～ＳＰ８を付してあり、好ましくはバイナリ圧力インジケータで
あって、それぞれ、膨張／収縮チャネル内のその位置での圧力が所定の圧力閾値を超えて
いるかどうかの指示をコンピュータ化コントローラ４０２に送る。図１３Ａおよび図１３
Ｂを参照しながら以下で詳述する好ましい実施形態においては、圧力レベルインジケータ
ＳＰ１～ＳＰ２の典型的な圧力閾値は次の通りである：
圧力レベルインジケータ　　　　　　閾値圧力
　　　　ＳＰ１　　　　　　　　６０ミリバール
　　　　ＳＰ２　　　　　　　　７５ミリバール
　　　　ＳＰ３　　　　　　　　１０ミリバール
　　　　ＳＰ４　　　　　　　　１５ミリバール
　　　　ＳＰ５　　　　　　　　１８ミリバール
　　　　ＳＰ６　　　　　　　　２３ミリバール
　　　　ＳＰ７　　　　　　　　２６ミリバール
　　　　ＳＰ８　　　　　　　　３２ミリバール
　圧力インジケータＳＰ１～ＳＰ８の任意の適切な代わりの閾値が使用されてもよいこと
が理解される。好ましくは、ＳＰ１の閾値は５５～６７ミリバールの範囲内にあってもよ
く、ＳＰ１の閾値よりも高くなければならないＳＰ２の閾値は、６３～８０ミリバールの
範囲内にあってもよい。ＳＰ３の閾値は４～１８ミリバールの範囲内にあってもよく、Ｓ
Ｐ３の閾値よりも高くなければならないＳＰ４の閾値は、１３～２３ミリバールの範囲内
にあってもよい。
【０２４０】
　ＳＰ５の閾値は１３～２５ミリバールの範囲内にあってもよく、ＳＰ５の閾値よりも高
くなければならないＳＰ６の閾値は、１７～３０ミリバールの範囲内にあってもよい。Ｓ
Ｐ７の閾値は２０～３０ミリバールの範囲内にあってもよく、ＳＰ７の閾値よりも高くな
ければならないＳＰ８の閾値は、２４～４０ミリバールの範囲内にあってもよい。別法と
して、ＳＰ３、ＳＰ５およびＳＰ７の閾値は、同一かつ７～２０ミリバールの範囲内にあ
ってもよい。
【０２４１】
　膨張／収縮チャネル４５２が、第２の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０６からバルーン
３１４（図１０）などの内視鏡ツールバルーンの内部に延在しているため、そのチャネル
４５２と圧力連通させて真空レベルインジケータＳＶが配置されている。真空レベルイン
ジケータＳＶは、好ましくはバイナリ真空インジケータであり、膨張／収縮チャネル４５
２内のその位置での真空が所定の圧力閾値を超えているかどうかの指示をコンピュータ化
コントローラ４０２に送る。
【０２４２】
　圧力レベルインジケータＳＰ１～ＳＰ８および真空レベルインジケータＳＶのうちの１
つまたは複数は、Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃ．から市販
されている、部品番号ＮＳＣ－ＤＩＰ－ＤＲ－１５０ＰＤ－ＵＮＶのＢｏａｒｄ　Ｍｏｕ
ｎｔＰｒｅｓｓｕｒｅ／Ｖａｃｕｕｍセンサなどの少なくとも１つの連続差圧／真空セン
サで置換されてもよいことが理解される。
【０２４３】
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　ここで、図１２のバルーン膨張／収縮システムの動作の好ましい様態をともに示す簡易
フローチャートである図１３Ａおよび図１３Ｂを参照し、本発明の好ましい実施形態に従
って作用する好ましい開ループの加圧処置を示すバルーン加圧の簡易図である図１４をさ
らに参照する。
【０２４４】
　患者の結腸または小腸などの患者の身体通路に内視鏡を挿入して、内視鏡バルーンまた
は内視鏡ツールバルーンなどの、身体通路内の所望の位置において膨張させることになる
第１のバルーンを位置決めした後、以下の処置が実施される。
【０２４５】
　操作者は、第１のバルーンを膨張させるのに適切な所望の膨張圧状態を選択する。選択
可能である典型的な膨張圧状態には、以下が含まれる：
機能　　　　　　　圧力範囲
固定　　　　　ＦＰ１とＦＰ２の間
伸張Ｉ　　　　ＦＰ３とＦＰ４の間
伸張ＩＩ　　　ＦＰ５とＦＰ６の間
伸張ＩＩＩ　　ＦＰ７とＦＰ８の間
　第１のバルーンを管状の身体部分に固定しようとするとき、操作者は通常、ユーザイン
ターフェース４００（図１２）を使用して、固定状態に対応する固定圧力の範囲を選択す
る。
【０２４６】
　本発明の好ましい実施形態に従って管状の身体部分を伸張しようとするとき、操作者は
通常、ユーザインターフェース４００（図１２）を使用して、以下の因子のうちの１つま
たは複数に応じて伸張状態Ｉ、ＩＩまたはＩＩＩに対応する上記の中圧範囲の１つを選択
する：
　第１のバルーンの位置における管状の身体部分の内部断面の直径
　第１のバルーンの位置における管状の身体部分の湾曲の程度
　たとえば、右結腸、横行結腸、左結腸、回腸、空腸、食道および十二指腸などの、バル
ーンが位置する管状の身体部分の具体的な場所
　ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変の許容可能な検出を行うために必
要になると思われる伸張の程度
　バルーン膨張／収縮システム１３０などの本発明のバルーン膨張サブシステムの好まし
い実施形態の具体的な特徴は、そのシステムが、固定圧力と、適切な摺動可能な摩擦係合
の圧力との間での、さらには異なる摺動可能な摩擦係合の圧力状態間での手動または自動
切替えのいずれかを、その動作中いつでも、内視鏡検査処置の中で必要に応じて行うよう
に動作することである。
【０２４７】
　次に、操作者は、ユーザインターフェース４００（図１２）を使用して、Ｆ－膨張ボタ
ンを押すことによって、第１のバルーンの膨張を開始する。
【０２４８】
　この段階では、コンピュータ化コントローラが、以下に記載する動作の正確なシーケン
スを支配する。
【０２４９】
　バルーン膨張安全確認ルーチンが実施される。これは好ましくは、圧力インジケータＦ
Ｐ１～ＦＰ８のうちの関連するものの適切な動作の確認、弁４１６、４２０および４２４
のうちの関連するものの適切な動作の確認ならびに圧力ポンプ４０８の適切な動作の確認
を含む。
【０２５０】
　固定が選択された場合、第１のバルーンが、バルーンの固定に適した圧力まで膨張させ
られる。本発明の具体的な特徴は、第１のバルーンの膨張が開ループの膨張処理において
実施されることである。以下に詳述するものに代表される開ループの膨張処理では、圧力



(46) JP 2017-94175 A 2017.6.1

10

20

30

40

50

インジケータＦＰ１～ＦＰ８が、膨張させられるバルーンにではなく、膨張／収縮システ
ム１３０（図１および図１０）内にあるとき、安全で確実かつ極めて時間効率が良いバル
ーン膨張が可能になる。
【０２５１】
　閉ループの従来技術のバルーン膨張とは対照的に、本発明の膨張／収縮システムの好ま
しい実施形態による開ループのバルーン膨張は、膨張バルーン圧インジケータで計測され
た圧力が、事前に設定された膨張バルーン圧を超過しても、所定継続時間にわたってバル
ーンを膨張させる少なくとも１つのステップを含む自動膨張シーケンスを実行することを
特徴とする。バルーン膨張所定継続時間は、膨張したバルーンの過膨張および結果として
検査時に身体通路に生じる可能性のある損傷を防ぐのに十分な短さである。本発明の自動
膨張シーケンスは、以下に説明するように、膨張時間全体のうち、従来技術の閉ループの
膨張シーケンスに比べてかなり大きな割合でバルーンの膨張を行う。
【０２５２】
　好ましい開ループの膨張処理を、図１４を具体的に参照しながら以下に説明する。
【０２５３】
　弁４１６を開き、圧力インジケータＦＰ１がその閾値、典型的には６０ミリバールの超
過を示し、その後さらに所定時間Ｔ１が経過するまでの間、弁４２０および４２４が閉じ
た状態で圧力ポンプ４０８を動作させることによって、第１のバルーンが膨張させられる
。
【０２５４】
　次いで弁４１６が閉じられ、弁４２４が開かれる。一方、圧力インジケータＦＰ１とバ
ルーンの間を流れるバルーンへの空気流のため、圧力インジケータＦＰ１によって計測さ
れる圧力は低下する。弁４１６が閉じられてから、圧力インジケータＦＰ１がその位置で
の圧力がその閾値を下回ったと指示するまでの経過時間Ｔ２（１）が記録される。
【０２５５】
　Ｔ２（１）が所定継続時間ＴＬ以下の場合、弁４１６を開き、圧力インジケータＦＰ１
がその閾値、典型的には６０ミリバールの超過を示し、その後さらに所定時間Ｔ１が経過
するまでの間、弁４２０および４２４が閉じた状態で圧力ポンプ４０８を動作させること
によって、第１のバルーンが再度膨張させられる。
【０２５６】
　その後、弁４１６が再度閉じられ、弁４２４が再度開かれる。一方、圧力インジケータ
ＦＰ１とバルーンの間を流れるバルーンへの空気流のため、圧力インジケータＦＰ１によ
って計測される圧力は低下する。弁４１６が再度閉じられてから、圧力インジケータＦＰ
１が、その位置での圧力がその閾値を下回ったと再度指示するまでの経過時間Ｔ２（２）
が記録される。
【０２５７】
　Ｔ２（２）が所定継続時間ＴＬ以下の場合、Ｔ２（ｎ）が所定継続時間ＴＬを超えるま
で、上記の処置が最大ｎ回繰り返される。Ｔ２がＴＬを超えると、第１のバルーンは指定
された圧力範囲内まで膨張したとみなされる。
【０２５８】
　Ｔ１は固定されており、かつ、常にＴ２（１）を大幅に、典型的には０．５～１．５オ
ーダーの大きさだけ上回るようなものであることが理解される。Ｔ１はまた、継続時間Ｔ
１にわたってバルーンに供給される空気の体積が、場合により危険なバルーンの過膨張を
招くようなものにはならないように選択される。
【０２５９】
　Ｔ２は、部分的には、バルーンと膨張／収縮システムを接続する空気路の物理的特徴に
よって決定され、また、バルーンの現在の膨張度の関数であり、バルーンの膨張度が大き
くなるほど、Ｔ２は長くなる。
【０２６０】
　所定継続時間ＴＬは固定されていてもよく、またはＴ２の関数であってもよく、より具
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体的にはＴ２（１）の関数であるのが好ましい。本発明の膨張／収縮システムの実施形態
によれば、ＴＬは以下の式で記述される。
ＴＬ＝Ｘ×Ｔ２（１）
式中、Ｘは１を超える係数であり、典型的には１．４から４の間である。
【０２６１】
　好ましくは、Ｔ１は０．３～１．５秒の範囲内にある。より好ましくは、Ｔ１は０．５
～１秒の範囲内にある。より好ましくは、Ｔ１は０．６～０．８秒の範囲内にある。本発
明の特定の好ましい実施形態によれば、Ｔ１は約０．７秒である。同様に、内視鏡バルー
ンが膨張させられるとき、Ｔ２（１）は典型的には１５～８０ミリ秒の範囲内にあり、多
くの場合、３０～５０ミリ秒の範囲内にある。内視鏡ツールバルーンが膨張させられると
き、Ｔ２（１）は典型的には０．１～０．４５秒の範囲内にあり、多くの場合、０．２～
０．３５秒の範囲内にある。
【０２６２】
　本発明のバルーン膨張／収縮システムの具体的な特徴は、膨張デューティサイクル、す
なわち、バルーンが膨張させられている時間の比とバルーンが膨張させられていない時間
の比が、従来技術のバルーン膨張／収縮システムの膨張デューティサイクルを大幅に上回
ることである。
【０２６３】
　上記のように、本発明の好ましい実施形態の膨張デューティサイクルはＴ１とＴ２の比
として表されるが、従来技術である閉ループのシステムでは、膨張デューティサイクルは
ＴＣＬとＴ２の比で表され、ここで、ＴＣＬとは、弁４１６に対応する物を開いてから、
圧力インジケータＦＰ１に対応する物で計測された圧力がその閾値を超過したときにあた
る膨張の終了までの継続時間であり、Ｔ２は、本発明で使用されたのと同じ継続時間、す
なわち、弁４１６に対応する物を閉じてから、圧力インジケータＦＰ１に対応する物で計
測された圧力がその閾値を超えなくなる時間までの継続時間である。
【０２６４】
　実際上は、本発明における上記で定義される膨張デューティサイクルは、２から３５と
なる可能性があり、一方、対応する従来技術の閉ループのシステムにおける膨張デューテ
ィサイクルは０．５～１．５となるはずである。好ましくは、本発明における上記で定義
される膨張デューティサイクルは、少なくとも２である。より好ましくは、本発明におけ
る上記で定義される膨張デューティサイクルは、少なくとも５である。さらにより好まし
くは、本発明における上記で定義される膨張デューティサイクルは、少なくとも１０であ
る。
【０２６５】
　バルーン膨張の時間効率は、膨張デューティサイクルに対して正の相関関係にあること
が理解され、したがって、本発明は、対応する従来技術の閉ループのシステムを大幅に上
回る時間効率を有することが理解される。本発明の好ましい実施形態によってもたらされ
るバルーン膨張時間効率は、少なくとも１．５倍から４倍改善され、これは通常、対応す
る従来技術の閉ループの膨張システムにおける内視鏡ツールバルーンでの典型的なバルー
ン膨張処置が８秒かかるのに対して、内視鏡ツールバルーンでの典型的なバルーン膨張処
置は３秒であることを意味する。
【０２６６】
　この段階では、操作者がユーザインターフェース４００上のＦ－収縮ボタンを押すなど
してバルーン収縮命令を送るまで、バルーン圧維持処置が実施される。図１３Ｂに詳細に
記載したように、バルーン圧維持処置は常に、圧力インジケータＦＰ１には、その閾値が
超過されたことを指示させるように求め、かつ圧力インジケータＦＰ２には、その閾値以
下になったことを指示させるように求める。
【０２６７】
　圧力インジケータＦＰ２の閾値が超過されることがあれば、その閾値以下になったこと
を圧力インジケータＦＰ２が示すまで、弁４１６および４２４がともに開かれる。圧力イ
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ンジケータＦＰ１の閾値が超過されなければ、圧力ポンプ４０８は、弁４１６が開かれ、
弁４２４が閉じられた状態で、圧力インジケータＦＰ２が、弁４１６が閉じられ、弁４２
４が開かれる点であるその閾値が超過されたことを指示するまで動作させられる。
【０２６８】
　弁４１６を閉じた後、圧力インジケータＦＰ２の閾値が超過された状態が継続時間ＴＭ
の間続くことがあれば、圧力インジケータＦＰ２がその閾値以下になったことを示すまで
、弁４１６および４２４がともに開かれる。この段階または適宜これ以前の段階で、圧力
ポンプ４０８はオフにされてもよい。
【０２６９】
　前述の説明は固定機能に関するものである。固定機能ではなく、３つの伸張機能Ｉ、Ｉ
ＩまたはＩＩＩのうちの１つが望ましい場合、所望の伸張機能が、操作者によってユーザ
インターフェース４００を介して選択される。圧力範囲および圧力インジケータの対応す
る対が、選択された伸張機能に関連するものである点が異なるだけで、上記のものと実質
的に同一の処置が実施される。
【０２７０】
　したがって、操作者が伸張機能Ｉを選択する場合、圧力インジケータＦＰ３およびＦＰ
４が、上記の説明におけるそれぞれ圧力インジケータＦＰ１およびＦＰ２に代わる。同様
に、操作者が伸張機能ＩＩを選択する場合、圧力インジケータＦＰ５およびＦＰ６が、上
記の説明におけるそれぞれ圧力インジケータＦＰ１およびＦＰ２に代わり、また同様に、
操作者が伸張機能ＩＩＩを選択する場合、圧力インジケータＦＰ７およびＦＰ８が、上記
の説明におけるそれぞれ圧力インジケータＦＰ１およびＦＰ２に代わる。
【０２７１】
　上記の説明は第２のバルーンの膨張にも等しく適用され、そのような場合には、上記の
説明における符号ＦＰはＳＰで置き換えられることが理解される。
【０２７２】
　本発明の具体的な特徴は、図１２を参照しながら前述した膨張／収縮システムが、図１
３Ａおよび図１３Ｂを参照しながら前述した開ループの膨張処置およびバルーン圧維持処
置を採用することによって、バルーンが身体通路の長さに沿ってさまざまな位置に移動さ
せられるとき、その断面積の変化があっても、膨張したバルーンの膨張を、選択された固
定圧力または選択された摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するように動作するこ
とである。
【０２７３】
　第１および第２のバルーンの収縮は、操作者がユーザインターフェース４００を使用す
ることによって容易に達成することができる。操作者は、Ｆ－収縮ボタンまたはＳ－収縮
ボタンをそれぞれ押して、コンピュータ化コントローラ４０２に以下の収縮シーケンスを
実行させることができる。
【０２７４】
　第１または第２のバルーン用の収縮シーケンスは、好ましくは、対応する真空ポンプ４
１０または４５０を動作させることと、動作中、弁４１６を閉じる一方で弁４２０を開く
こと、または弁４５６を閉じる一方で弁４６０を開くこととを含む。これにより、各真空
インジケータＦＶまたはＳＶが所定の真空閾値が超過されたことを指示するまで、各バル
ーンから空気が引き抜かれ、その超過の指示のとき、対応する弁４２０または４６０は閉
じられ、対応する真空ポンプ４１０または４５０は動作を停止させられる。
【０２７５】
　図１２～図１３Ｂを参照しながら前述した膨張／収縮システムは、バルーン付き内視鏡
またはバルーン付き内視鏡ツールなど、任意の適切なタイプのバルーン付き内視鏡装置全
般の膨張および／または収縮を行うように動作することが理解される。
【０２７６】
　ほとんどの処置では、単一のバルーンのみが膨張させられることも理解される。図１２
～図１３Ｂを参照しながら前述した膨張／収縮システムは、１つの内視鏡バルーンおよび
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１つの内視鏡ツールバルーン、あるいは、２つの内視鏡バルーンまたは２つのツールバル
ーンを含み得る２つのバルーンを膨張させる機能を備える。この機能は、内視鏡ツールバ
ルーンが使用されるか否か、また１つまたは複数の内視鏡バルーンが使用されるか否かに
かかわらず、その普遍的な使用を可能にするために、膨張／収縮システムの中に備えられ
ている。さらに、図１２～図１３Ｂを参照して前述した膨張／収縮システムは、出願人／
譲受人の、２００５年８月１８日に公開されたＰＣＴ出願公開ＷＯ２００５／０７４３７
７、２００７年２月１５日に公開されたＷＯ２００７／０１７８５４、および２０１１年
９月１５日に公開されたＷＯ２０１１／１１１０４０に記載されたものなどのダブルバル
ーン処置を実施するのに有用であり、これらの文献の開示内容は、参照により本明細書に
組み込まれる。
【０２７７】
　図１２～図１３Ｂを参照しながら前述した膨張／収縮システムは、好ましくは、出願人
／譲受人の、２０１１年９月１５日に公開されたＰＣＴ出願公開ＷＯ２０１１／１１１０
４０に記載されたもののような、リアルタイムの漏洩自動監視機能を備えることがさらに
理解される。この文献の開示内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【０２７８】
　本発明は、図示したり本明細書に記載したりしたものには特に限定されないことが当業
者には理解されよう。むしろ、本発明の範囲には、上述したさまざまな特徴の組合せおよ
び部分的な組合せ、ならびに本明細書を読んだ当業者に想起され、かつ従来技術の範疇で
はない変形形態および改変形態が含まれる。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】
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【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月22日(2017.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の参照
　２０１１年３月７日出願の「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌｌｅｄ　ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ　ｏｆ　ａｎ　ｅｎｄｏｓｃｏｐｅ　ｕｓｉｎｇ　ａ
　ｂａｌｌｏｏｎ　ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ　ｔｏｏｌ」と題された米国仮特許出願第６１
／４５７，３５１号を参照する。その開示内容は参照により本明細書に組み込まれており
、その優先権を、米国特許法施行規則１．７８（ａ）（４）および（５）（ｉ）に準拠し
て本明細書において主張する。
【０００２】
　また、出願人のＰＣＴ特許出願公開ＷＯ２００５／０７４３７７、ＷＯ２００７／０１
７８５４、ＷＯ２００７／１３５６６５、ＷＯ２００８／００４２２８、ＷＯ２００８／
１４２６８５、ＷＯ２００９／１２２３９５、ＷＯ２０１０／０４６８９１、ＷＯ２０１
０／１３７０２５、およびＷＯ２０１１／１１１０４０も参照する。これらの文献の開示
内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　本発明は、一般に、内視鏡検査に関し、より詳細には、バルーン内視鏡に関する。
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【背景技術】
【０００４】
　以下の特許公報および市販製品が、現在の最新技術を表すと考えられる：
　米国特許第３，８３７，３４７号、同第４，０４０，４１３号、同第４，１４８，３０
７号、同第４，１７６，６６２号、同第４，１９５，６３７号、同第４，２６１，３３９
号、同第４，４５３，５４５号、同第４，６１６，６５２号、同第４，６７６，２２８号
、同第４，８６２，８７４号、同第４，９１７，０８８号、同第５，１３５，４８７号、
同第５，２５９，３６６号、同第５，５９３，４１９号、同第６，００７，４８２号、同
第６，４６１，２９４号、同第６，５８５，６３９号、同第６，６６３，５８９号、およ
び同第６，７０２，７３５号
　米国特許出願公開第２００３／０２４４３６１号、同第２００４／０１０２６８１号、
同第２００５／０１２４８５６号、同第２００５／０１２５００５号、同第２００５／０
１３３４５３号、同第２００５／０１３７４５７号、同第２００５／０１６５２３３号、
同第２００５／０１６５２７３号、同第２００５／０１７１４００号、同第２００６／０
１１１６１０号、および同第２００６／０１６１０４４号
　特開第２００３－２５０８９６
　ＰＣＴ特許出願公開ＷＯ２００５／０７４３７７、ＷＯ２００５／０１７８５４、ＷＯ
２００７／１３５６６５、ＷＯ２００８／００４２２８、ＷＯ２００８／１４２６８５、
ＷＯ２００９／１２２３９５、ＷＯ２０１０／０４６８９１、ＷＯ２０１０／１３７０２
５、ＷＯ２０１１／１１１０４０、ならびに
　バルーンポンプコントローラＢＰ２０およびＥＰＸ４４００ＨＤビデオシステムと連係
するＥＣ４５０ＢＩ５結腸内視鏡、ＴＳ１３１０１オーバーチューブおよびＢＳ２フロン
トバルーンを含む、ダブルバルーン内視鏡製品（これらの製品はすべて、１０　Ｈｉｇｈ
　Ｐｏｉｎｔ　Ｄｒｉｖｅ、Ｗａｙｎｅ、Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ、ＵＳＡ所在のＦｕｊｉ
ｎｏｎ　Ｉｎｃ．から市販されている。）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、改善されたバルーン内視鏡、内視鏡バルーンおよび内視鏡ツールバルーンを
膨張させるための改善された方法、ならびに内視鏡検査用の改善された方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　したがって、本発明の好ましい実施形態によれば、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張
させられ、身体通路に沿って軸方向に移動させられたときに、身体通路の内壁に摺動可能
に摩擦係合し、内壁を軸方向に伸張するように構成されたバルーンを含むバルーン付き内
視鏡と、摺動可能な摩擦係合の圧力までバルーンを選択的に膨張させるように動作するバ
ルーン膨張サブシステムとを備える内視鏡検査システムが提供される。
【０００７】
　好ましくは、内視鏡検査システムは、軸方向に伸張されるとき、内壁を目視検査するよ
うに動作する目視検査機能をさらに備える。本発明の好ましい実施形態によれば、軸方向
に伸張されるとき、バルーン付き内視鏡が内壁を目視検査するように動作する。
【０００８】
　好ましくは、バルーン膨張サブシステムは、摺動可能な摩擦係合の圧力とは異なる、固
定圧力の所定の範囲内の固定圧力まで、バルーンを選択的に膨張させるように動作する。
本発明の好ましい実施形態によれば、固定圧力は少なくとも６０ミリバールである。追加
または代替として、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力の比は１．３～７の範囲内に
ある。
【０００９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張サブシステムは、その動作中いつで
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も、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力とを手動で切り替えるように動作する。
【００１０】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は３５ミリバール以下である。本発明の好まし
い実施形態によれば、摺動可能な摩擦係合の圧力は、バルーンが、膨張させられ、かつ移
動させられたとき、内壁の自然なひだを少なくとも部分的に広げるように選択される。
【００１１】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は、バルーンが、膨張させられ、かつ移動させ
られたとき、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁との視覚的コ
ントラストを高めるように選択される。
【００１２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡およびバルーン膨張サブシス
テムは、検査されている身体通路の各部分が伸張状態にある間、身体通路の体系的な目視
検査を可能にするように動作する。好ましくは、バルーンは、概して周方向に均一の摺動
可能な摩擦係合を内壁に行うように構成されている。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、摺動可能な摩擦係合の圧力は、複数の選択可能で
摺動可能な摩擦係合の圧力状態から手動で選択可能である。追加または代替として、摺動
可能な摩擦係合の圧力は、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態から自動で選
択可能である。
【００１４】
　好ましくは、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態は、３～１５ミリバール
、１５～２３ミリバールおよび２３～３５ミリバールの対応する圧力範囲にある少なくと
も３つの摺動可能な摩擦係合の圧力状態を含む。
【００１５】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張サブシステムは、その動作中いつで
も、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態間を手動で切り替えるように動作す
る。
【００１６】
　好ましくは、内視鏡検査システムは、バルーンの膨張近傍に、バルーンに膨張圧の緩衝
をもたらすように構成されたガス溜めをさらに備える。さらに、ガス溜めは、バルーン付
き内視鏡の内部容積および空気溜めの少なくとも一方を含む。追加または代替として、ガ
ス溜めは選択可能な容積を含む。さらに、ガス溜めの選択可能な容積は、０～９００ｃｃ
の範囲で可変である。
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、ガス溜めの容積の３分の１未満であ
る膨張バルーン容積を含むように構成されている。
【００１８】
　好ましくは、バルーンはポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている
。
【００１９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンの外表面は、向上した摺動可能な摩擦係
合を身体通路に行うように構成されている。
【００２０】
　好ましくは、バルーン膨張サブシステムは、開ループの膨張シーケンスにおいて、バル
ーンを膨張させるように動作する。
【００２１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、身体通路は、患者の大腸、小腸および食道のうち
の少なくとも１つを含む。
【００２２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張サブシステムは、バルーンの膨張を
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、身体通路の、その長さに沿ったさまざまなバルーン位置で、そのような位置における身
体通路の断面積の変化があっても、摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するように
動作する。好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は、内壁の少なくとも３５％の軸方向
の伸張をもたらすように構成された所定の圧力範囲内に設定される。より好ましくは、摺
動可能な摩擦係合の圧力は、内壁の少なくとも６０％の軸方向の伸張をもたらすように構
成された所定の圧力範囲内に設定される。
【００２３】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させた
バルーン付き内視鏡を移動させ、それによって内壁の軸方向への伸張を生じさせるステッ
プと、内壁が軸方向に伸張されている間に内壁を目視検査するステップとを含む内視鏡検
査方法も提供される。
【００２４】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、移動させるステップの前に、バルーン付き内視鏡のバ
ルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるステップをさらに含む。追加または
代替として、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡のバルーンを収縮させるステップを
さらに含む。
【００２５】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡を移動させるステップは、バ
ルーン付き内視鏡を、身体通路の少なくとも一部の中で引くステップを含む。
【００２６】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーンを収縮状態にしたまま、身体通路内のバルー
ン付き内視鏡を軸方向に移動させるステップをさらに含む。本発明の好ましい実施形態に
よれば、内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップは、内壁の自然なひだを少なくとも部
分的に広げるステップを含む。好ましくは、内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップは
、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁との視覚的コントラスト
を高めるステップを含む。
【００２７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバル
ーン付き内視鏡を移動させるステップは、身体通路内の物質および流体を、内壁の目視検
査の前に、そこから少なくとも部分的に除去するステップを含む。
【００２８】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力よりも高い、
固定圧力の所定の範囲内の固定圧力まで膨張させるステップをさらに含む。さらに、内視
鏡検査方法は、身体通路の検査中いつでも、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力とを
手動で切り替えるステップも含む。
【００２９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内壁が軸方向に伸張されている間に内壁を目視検
査するステップは、検査されている身体通路の各部分が伸張状態にある間に、身体通路を
体系的に目視検査するステップを含む。
【００３０】
　好ましくは、バルーンは、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を身体通路の内壁
に行い、それによって、概して周方向に均一の内壁の軸方向の伸張を生じさせるように構
成されている。
【００３１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡検査方法は、摺動可能な摩擦係合の圧力を
、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態から選択するステップをさらに含む。
さらに、内視鏡検査方法は、身体通路の検査中いつでも、複数の選択可能で摺動可能な摩
擦係合の圧力状態間で切り替えるステップも含む。
【００３２】
　好ましくは、膨張させるステップは、バルーンの膨張近傍にガス溜めを採用し、それに
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よって、バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすステップを含む。さらに、ガス溜めを採用す
るステップは、バルーン付き内視鏡の内部容積および空気溜めの少なくとも一方を採用す
るステップを含む。追加または代替として、内視鏡検査方法は、ガス溜めの容積を選択す
るステップをさらに含む。
【００３３】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩擦係
合の圧力まで膨張させるように動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
開ループの膨張シーケンスにおいて、バルーン膨張サブシステムにより、摺動可能な摩擦
係合の圧力にバルーンを膨張させるステップとをさらに含む。
【００３４】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡のバルー
ンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるように動作するバルーン膨張サブシステ
ムを設けるステップと、バルーン膨張サブシステムにより、摺動可能な摩擦係合の圧力に
バルーンを膨張させるステップと、バルーン膨張サブシステムを動作させて、身体通路の
、その長さに沿った断面積の変化があっても、バルーンの膨張を摺動可能な摩擦係合の圧
力に自動的に維持するステップとをさらに含む。
【００３５】
　好ましくは、身体通路は、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む
。
【００３６】
　好ましくは、内壁を軸方向に伸張させるステップは、内壁の少なくとも３５％を軸方向
に伸張させるステップを含む。より好ましくは、内壁を軸方向に伸張させるステップは、
内壁の少なくとも６０％を軸方向に伸張させるステップを含む。
【００３７】
　さらに別の本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡と、内視鏡に恒久的に取り付け
られたバルーンであって、バルーンの交換なしで、複数回の使用およびかかる複数回の使
用のうちの何回かの間の再処理（ｒｅｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）用に、内視鏡に構成され、
かつ取り付けられているバルーンと、バルーンを選択的に膨張させるように動作するバル
ーン膨張サブシステムとを備える複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムがさらに提
供される。
【００３８】
　好ましくは、バルーンは前方端部および後方端部を有し、前方端部および後方端部は、
内視鏡の各剛性取付け要素の上に取り付けられている。さらに、剛性取付け要素のうちの
少なくとも１つは、内視鏡の剛性カラー要素である。追加または代替として、剛性取付け
要素のうちの少なくとも１つは、内視鏡の剛性先端部分である。
【００３９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、その前方部分に管状の密
閉用湾曲ゴムシースを備え、バルーンの長さは、管状の密閉用湾曲ゴムシースの長さとほ
ぼ等しく、並んで位置している。
【００４０】
　好ましくは、バルーンはポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている
。追加または代替として、バルーンは、２０～３５ミクロンの範囲の厚さを有する。
【００４１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バルーンを交換する必要
なく、従来の再処理１００サイクルにわたって耐えるように構成されている。より好まし
くは、バルーン付き内視鏡は、バルーンを交換する必要なく、従来の再処理１，２００サ
イクルにわたって耐えるように構成されている。本発明の好ましい実施形態によれば、バ
ルーン付き内視鏡は、バルーンを交換する必要なく、少なくとも５年間繰り返し使用され
るように構成されている。
【００４２】
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　さらに別の本発明の好ましい実施形態によれば、得られるバルーン付き内視鏡が複数回
の内視鏡検査処置に適するようにバルーンが取り付けられた内視鏡を設けるステップと、
バルーンが取り付けられた内視鏡を採用する複数回の内視鏡検査処置を実施するステップ
と、かかる複数回の内視鏡検査処置のうちの何回かの間に、バルーンの交換なしで、バル
ーンが取り付けられた内視鏡を再処理するステップとを含む複数回使用バルーン内視鏡検
査方法がさらに提供される。
【００４３】
　好ましくは、複数回の内視鏡検査処置を実施するステップは、少なくとも１００回の内
視鏡検査処置を実施するステップを含む。より好ましくは、複数回の内視鏡検査処置を実
施するステップは、少なくとも５００回の内視鏡検査処置を実施するステップを含む。さ
らにより好ましくは、複数回の内視鏡検査処置を実施するステップは、少なくとも１，２
００回の内視鏡検査処置を実施するステップを含む。最も好ましくは、複数回の内視鏡検
査処置を実施するステップは、少なくとも３，６００回の内視鏡検査処置を実施するステ
ップを含む。
【００４４】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させられ
、身体通路に沿って軸方向に移動させられたときに、身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係
合し、実質的に内壁の全長に沿って、内壁を体系的に軸方向に伸張するように構成されて
いるバルーンを備える、バルーン付き内視鏡と、バルーンの膨張を、身体通路の、その長
さに沿った断面積の変化があっても、摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するよう
に動作するバルーン膨張サブシステムとを備える体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム
がさらに提供される。
【００４５】
　好ましくは、体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムは、内壁が軸方向に伸張されると
き、内壁を目視検査するように動作する目視検査機能をさらに備える。
【００４６】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内壁が軸方向に伸張されるとき、バルーン付き内
視鏡は、内壁を体系的に目視検査するように動作する。
【００４７】
　好ましくは、バルーン膨張サブシステムは、摺動可能な摩擦係合の圧力とは異なる、固
定圧力の所定の範囲内の固定圧力まで、バルーンを選択的に膨張させるように動作する。
さらに、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力の比は１．３～７の範囲内にある。
【００４８】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は３５ミリバール以下である。追加または代替
として、摺動可能な摩擦係合の圧力は、バルーンの膨張および移動によって内壁の自然な
ひだが少なくとも部分的に広がるように構成されている。代替または追加として、バルー
ンの膨張および移動が、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁と
の視覚的コントラストを高めるように作用するように、摺動可能な摩擦係合の圧力は構成
されている。
【００４９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、概して周方向に均一の摺動可能な摩
擦係合を内壁に行うように構成されている。追加または代替として、摺動可能な摩擦係合
の圧力は、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態から選択可能である。
【００５０】
　好ましくは、バルーン膨張サブシステムは、その動作中いつでも、複数の摺動可能な摩
擦係合の圧力状態間での手動切替えを行うように動作する。
【００５１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムは、バル
ーンの膨張近傍に、バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすように構成されたガス溜めをさら
に含む。さらに、ガス溜めは、バルーン付き内視鏡の内部容積および空気溜めの少なくと
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も一方を含む。追加または代替として、バルーンは、ガス溜めの容積の３分の１未満であ
る膨張バルーン容積を含むように構成されている。
【００５２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張サブシステムは、開ループの膨張シ
ーケンスにおいてバルーンを膨張させるように動作する。
【００５３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、患者の大腸、小腸および食道のうち
の少なくとも１つの中でその所望の伸張を行うために、膨脹可能かつ移動可能である。
【００５４】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は、内壁の少なくとも３５％の軸方向の伸張を
もたらすように選択された所定の圧力範囲内に設定される。より好ましくは、摺動可能な
摩擦係合の圧力は、内壁の少なくとも６０％の軸方向の伸張をもたらすように選択された
所定の圧力範囲内に設定される。
【００５５】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合
させたバルーン付き内視鏡を体系的に移動させ、それによって、身体通路の全長に実質的
に沿った、内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップと、内壁が軸方向に伸張されている
間に内壁のほぼ全体を目視検査するステップとを含む内視鏡検査方法も提供される。
【００５６】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、移動させるステップの前に、バルーン付き内視鏡のバ
ルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるステップをさらに含む。追加または
代替として、膨張させるステップは、バルーンの膨張近傍にガス溜めを採用し、それによ
って、バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすステップを含む。
【００５７】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、身体通路の、その長さに沿った断面積の変化があって
も、バルーンの膨張を摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するステップをさらに含
む。追加または代替として、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡のバルーンを収縮さ
せるステップをさらに含む。
【００５８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡を体系的に移動させるステッ
プは、バルーン付き内視鏡を体系的に引くステップを含む。追加または代替として、内視
鏡検査方法は、バルーンを収縮状態にしたまま、身体通路内のバルーン付き内視鏡を軸方
向に移動させるステップをさらに含む。
【００５９】
　好ましくは、内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップは、内壁の自然なひだを少なく
とも部分的に広げるステップを含む。追加または代替として、内壁の軸方向の伸張を生じ
させるステップは、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁との視
覚的コントラストを高めるステップを含む。
【００６０】
　本発明の好ましい実施形態によれば、身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバル
ーン付き内視鏡を移動させるステップは、身体通路内の物質および流体を、目視検査され
る内壁から、少なくとも部分的に除去するステップを含む。
【００６１】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力よりも高い、
固定圧力の所定の範囲内の固定圧力まで膨張させるステップをさらに含む。
【００６２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、概して周方向に均一の摺動可能な摩
擦係合を内壁に行い、それによって、概して周方向に均一の内壁の軸方向の伸張を生じさ
せるように構成されている。
【００６３】
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　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩擦係
合の圧力まで膨張させるように動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
開ループの膨張シーケンスにおいて、バルーン膨張サブシステムにより、摺動可能な摩擦
係合の圧力にバルーンを膨張させるステップとをさらに含む。あるいは、内視鏡検査方法
は、バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるように
動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、バルーン膨張サブシステムによ
り、摺動可能な摩擦係合の圧力にバルーンを膨張させるステップと、バルーン膨張サブシ
ステムを動作させて、身体通路の、その長さに沿った断面積の変化があっても、バルーン
の膨張を摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するステップとをさらに含む。
【００６４】
　好ましくは、身体通路は、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む
。
【００６５】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡ツールを身体通路
の内壁に係合するように固定するステップと、身体通路の内壁に固定係合したバルーン付
き内視鏡ツールを前方に移動させ、それによって身体通路の内壁の軸方向の伸張を生じさ
せるステップと、内壁が軸方向に伸張されている間に内壁を目視検査するステップとを含
む内視鏡検査方法がさらに提供される。
【００６６】
　好ましくは、バルーン付き内視鏡ツールを身体通路の内壁に係合するように固定するス
テップは、バルーン付き内視鏡ツールのバルーンを、身体通路内で固定圧力まで膨張させ
るステップを含む。さらに、内壁が軸方向に伸張されている間に内壁を目視検査するステ
ップは、内視鏡を採用する。
【００６７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡検査（ｅｎｄｓｏｓｃｏｐｙ）方法は、バ
ルーン付き内視鏡ツールを内視鏡の器具チャネル内に挿入し、バルーン付き内視鏡ツール
を内視鏡の前方に位置付けるステップをさらに含む。追加または代替として、内視鏡検査
（ｅｎｄｓｏｓｃｏｐｙ）方法は、身体通路の内壁に固定係合したバルーン付き内視鏡ツ
ールを前方に移動させながら、身体通路内の内視鏡を後退させるステップをさらに含む。
【００６８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡検査（ｅｎｄｓｏｓｃｏｐｙ）方法は、バ
ルーン付き内視鏡ツールのバルーンを内視鏡の前方端の前方に位置付けるステップと、バ
ルーンを身体通路で膨張させ、それによって固定するステップと、その後、バルーン付き
内視鏡ツールを前方に押し、それによって身体通路を伸張して、ひだが減少することで身
体通路の内部をよく見えるようにするステップと、身体通路の伸張されている部分を目視
検査するステップとを複数回繰り返し実行するステップをさらに含む。
【００６９】
　好ましくは、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡ツールのバルーンを収縮させるス
テップをさらに含む。追加または代替として、内視鏡検査方法は、バルーン付き内視鏡ツ
ールを身体通路内で後方に引くステップをさらに含む。
【００７０】
　好ましくは、内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップは、内壁の自然なひだを少なく
とも部分的に広げるステップを含む。追加または代替として、内壁の軸方向の伸張を生じ
させるステップは、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁との視
覚的コントラストを高めるステップを含む。
【００７１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡ツールは、検査されている身
体通路の各部分が伸張状態にある間、身体通路を体系的に目視検査するように構成されて
いる。
【００７２】
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　好ましくは、バルーンは、開ループの膨張シーケンスにおいて膨張させられる。本発明
の好ましい実施形態によれば、身体通路は、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なく
とも１つを含む。
【００７３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、内壁を軸方向に伸張させるステップは、内壁の少
なくとも３５％を軸方向に伸張させるステップを含む。より好ましくは、内壁を軸方向に
伸張させるステップは、内壁の少なくとも６０％を軸方向に伸張させるステップを含む。
【００７４】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の
圧力まで膨張させられ、身体通路に沿って軸方向に移動させられたときに、概して周方向
に均一の摺動可能な摩擦係合を身体通路の内壁に行い、実質的にその全長に沿った内壁の
軸方向の伸張を行うように構成されたバルーンを含むバルーン付き内視鏡と、概して周方
向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力まで、バルーンを選択的に膨張させるように動作す
るバルーン膨張サブシステムとを備える軸方向伸張型内視鏡検査システムがさらに提供さ
れる。
【００７５】
　好ましくは、バルーン付き内視鏡は、軸方向に伸張されるとき、内壁を目視検査するよ
うに動作する。追加または代替として、バルーン膨張サブシステムは、摺動可能な摩擦係
合の圧力とは異なる、固定圧力の所定の範囲内の固定圧力まで、バルーンを選択的に膨張
させるように動作する。
【００７６】
　本発明の好ましい実施形態によれば、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力
は３５ミリバール以下である。
【００７７】
　好ましくは、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力は、内壁の自然なひだを
、伸張されたときに少なくとも部分的に広げるように構成される。追加または代替として
、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力は、伸張されたときにポリープならび
に他の潜在的な病変および実際の病変と、内壁との視覚的コントラストを高めるように構
成される。
【００７８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力
は、身体通路内の物質および流体を、内壁の目視検査の前に、そこから少なくとも部分的
に除去するように構成される。
【００７９】
　好ましくは、軸方向伸張型内視鏡検査システムは、バルーンの膨張近傍に、バルーンに
膨張圧の緩衝をもたらすように構成されたガス溜めをさらに含む。好ましくは、バルーン
はポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている。追加または代替として
、バルーンは２０～３５ミクロンの範囲内にある厚さを有する。
【００８０】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張サブシステムは、患者の大腸、小腸
および食道のうちの少なくとも１つの中で、バルーンを選択的に膨張させるように動作す
る。追加または代替として、バルーン膨張サブシステムは、身体通路の、その長さに沿っ
た断面積の変化があっても、バルーンの膨張を、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係
合の圧力に自動的に維持するように動作する。
【００８１】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、所定の開ループの膨張シーケンスを行
うバルーン膨張機能と、バルーン収縮機能とを備える、内視鏡とともに使用するバルーン
膨張／収縮システムがさらに提供される。
【００８２】
　好ましくは、バルーン膨張機能は、検査時に、バルーン付き内視鏡装置のバルーンを、
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身体通路の内壁に係合するように、固定圧力および摺動可能な摩擦係合の圧力の少なくと
も一方まで膨張させるように動作する。
【００８３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張／収縮システムは、膨張バルーン圧
インジケータをさらに備え、膨張バルーン圧インジケータにおいて計測された圧力が、事
前に設定された膨張バルーン圧を超過しても、所定継続時間にわたってバルーンを膨張さ
せる少なくとも１つのステップを含む自動膨張シーケンスが、開ループの膨張シーケンス
に含まれる。
【００８４】
　好ましくは、バルーン膨張所定継続時間は、膨張したバルーンの過膨張および結果とし
て検査時に身体通路に生じる可能性のある損傷を防ぐのに十分な短さである。追加または
代替として、バルーン膨張機能は、バルーン膨張所定継続時間の終了から、圧力インジケ
ータがその位置での圧力が所定の閾値を下回ったと指示するまでの圧力低下継続時間を記
録するように構成されている。
【００８５】
　好ましくは、所定の開ループの膨張シーケンスは、バルーン膨張所定継続時間と圧力低
下継続時間の比として定義される膨張デューティサイクル（ｉｎｆｌａｔｉｏｎ　ｄｕｔ
ｙ　ｃｙｃｌｅ）を、少なくとも２として行うように構成されている。より好ましくは、
所定の開ループの膨張シーケンスは、バルーン膨張所定継続時間と圧力低下継続時間の比
として定義される膨張デューティサイクルを、少なくとも５として行うように構成されて
いる。
【００８６】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、開ループの膨張シーケンスによって、
バルーン付き内視鏡装置のバルーンを、身体通路の内壁に係合するように膨張させるステ
ップと、バルーン付き内視鏡装置を収縮させるステップとを含む内視鏡検査方法がさらに
提供される。
【００８７】
　好ましくは、開ループの膨張シーケンスによってバルーンを膨張させるステップは、膨
張バルーン圧インジケータにおいて計測された圧力が、事前に設定された膨張バルーン圧
を超過しても、所定継続時間にわたってバルーンを膨張させる少なくとも１つのステップ
を含む自動膨張シーケンスを実行するステップを含む。
【００８８】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、固定圧力の所定の範囲内の固定圧力ま
でのバルーンの膨張を行うバルーン固定機能と、固定圧力の所定の範囲とは異なる、摺動
可能な摩擦係合の圧力の所定の範囲内の少なくとも１つの摺動可能な摩擦係合の圧力まで
のバルーンの膨張を行う、バルーン摺動可能な摩擦係合機能とを備える、内視鏡とともに
使用するバルーン膨張／収縮システムがさらに提供される。
【００８９】
　好ましくは、固定圧力は少なくとも６０ミリバールである。追加または代替として、固
定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力の比は１．３～７の範囲内にある。
【００９０】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン膨張／収縮システムは、その動作中いつ
でも、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の圧力との手動切替えを行うようにさらに動作す
る。
【００９１】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は３５ミリバール以下である。追加または代替
として、摺動可能な摩擦係合の圧力は、摺動可能な摩擦係合の圧力の所定の範囲内で手動
で選択可能である。
【００９２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン固定機能およびバルーン摺動可能な摩擦
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係合機能の少なくとも一方は、開ループの膨張シーケンスにおいてバルーンを膨張させる
ように動作する。追加または代替として、バルーン固定機能およびバルーン摺動可能な摩
擦係合機能の少なくとも一方は、バルーンの膨張を、バルーンが膨張係合する身体通路の
、その長さに沿った断面積の変化があっても、それぞれ固定圧力または摺動可能な摩擦係
合の圧力に自動的に維持するように動作する。
【００９３】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡で使用するための
バルーンも提供される。このバルーンは、中心部分ならびに第１および第２の端部を有し
、中心部分が、摩擦係合を高める外向きの表面構成を有すること、バルーンの伸縮性が、
バルーンの内部にかかる内部圧力の非線形関数であること、ならびに第１および第２の端
部が、それらの内側半径の少なくとも約２倍の長さを有することのうちの少なくとも１つ
を特徴とする。
【００９４】
　好ましくは、バルーンの、摩擦係合を高める外向きの表面構成は、摩擦係合を高めるひ
だを含む。追加または代替として、バルーンの、摩擦係合を高める外向きの表面構成は、
高摩擦コーティングを含む。
【００９５】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、比較的低い動作内部圧力下では比較
的伸縮性がなく、比較的高い動作内部圧力下では比較的伸縮性がある。
【００９６】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、内視鏡に取り付けられたバルーンがさ
らに提供される。このバルーンは、中心部分ならびに第１および第２の端部を有し、中心
部分が、摩擦係合を高める外向きの表面構成を有すること、バルーンの伸縮性が、バルー
ンの内部にかかる内部圧力の非線形関数であること、第１および第２の端部が、それらの
内側半径の少なくとも約２倍の長さを有すること、バルーンの全体的な端部間の長さが、
十分に湾曲されたときに、内視鏡の外側を向いた下層の表面の全長に少なくとも等しいこ
と、バルーンの内側半径がそれぞれ、内視鏡の外側半径よりも０．４ｍ未満大きいこと、
ならびにバルーンの内側半径がそれぞれ、内視鏡の外側半径よりも０．２から０．７５大
きいことのうちの少なくとも１つを特徴とする。
【００９７】
　好ましくは、バルーンの全体的な端部間の長さは、十分に湾曲されたときに、内視鏡の
外側を向いた下層の表面の全長に少なくとも等しく、バルーンの内側半径はそれぞれ、内
視鏡の外側半径よりも０．２ｍｍから０．７５ｍｍ大きい。
【００９８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーンは、比較的低い動作内部圧力下では比較
的伸縮性がなく、比較的高い動作内部圧力下では比較的伸縮性がある。
【００９９】
　好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力は、内壁の目視検査の前に、バルーンが、膨張
させられ、かつ移動させられたときに、身体通路内の物質および流体を、そこから少なく
とも部分的に除去するように選択される。
【０１００】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によれば、内視鏡および剛性取付け要素を備える
複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムがさらに提供される。剛性取付け要素のうち
の少なくとも１つは、内視鏡に取り付けられた剛性カラー要素である。好ましくは、剛性
カラー要素は、内視鏡に圧着させて取り付けられている。
【０１０１】
　本発明は、図面と併せて以下の詳細な説明を参照することで、さらによく理解され、認
識されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
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【図１】本発明の好ましい実施形態に従って構成され、かつ動作する内視鏡システムおよ
び方法を示す簡易図である。
【図２Ａ】図１のシステムおよび方法において有用なバルーンの好ましい実施形態の具体
的な特徴を示す簡易図である。
【図２Ｂ】図１のシステムおよび方法において有用なバルーンの好ましい実施形態の具体
的な特徴を示す簡易図である。
【図３】複数の段階Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶを重ねて示した、従来技術の内視鏡検査
技術の簡易図である。
【図４】図４Ａは、図３に示す従来技術の内視鏡検査技術の段階Ｉがモニタ上に映し出さ
れた画像を示す簡易図である。　　　　　　図４Ｂは、図３に示す従来技術の内視鏡検査
技術の段階ＩＩがモニタ上に映し出された画像を示す簡易図である。　　　　　　図４Ｃ
は、図３に示す従来技術の内視鏡検査技術の段階ＩＩＩがモニタ上に映し出された画像を
示す簡易図である。　　　　　　図４Ｄは、図３に示す従来技術の内視鏡検査技術の段階
ＩＶがモニタ上に映し出された画像を示す簡易図である。
【図５】図５Ａは、本発明の好ましい実施形態による、図３の段階Ｉに対応する内視鏡検
査方法のある段階を示す簡易図である。　　　　　　図５Ｂは、本発明の好ましい実施形
態による、図３の段階ＩＩに対応する内視鏡検査方法の別の段階を示す簡易図である。　
　　　　　図５Ｃは、本発明の好ましい実施形態による、図３の段階ＩＩＩに対応する内
視鏡検査方法のさらに別の段階を示す簡易図である。　　　　　　図５Ｄは、本発明の好
ましい実施形態による、図３の段階ＩＶに対応する内視鏡検査方法のさらに別の段階を示
す簡易図である。
【図６】図６Ａは、対応する図５Ａの段階Ｉにおける、図１のシステムの一部をなすモニ
タ上に映し出される画像を示す簡易図である。　　　　　　図６Ｂは、対応する図５Ｂの
段階ＩＩにおける、図１のシステムの一部をなすモニタ上に映し出される画像を示す簡易
図である。　　　　　　図６Ｃは、対応する図５Ｃの段階ＩＩＩにおける、図１のシステ
ムの一部をなすモニタ上に映し出される画像を示す簡易図である。　　　　　　図６Ｄは
、対応する図５Ｄの段階ＩＶにおける、図１のシステムの一部をなすモニタ上に映し出さ
れる画像を示す簡易図である。
【図７】伸張されていない状態および伸張されている状態にある横行結腸の簡易図である
。
【図８】図７に示す伸張されていない状態および伸張されている状態の横行結腸を見てい
るときの、図１のシステムの一部をなすモニタ上に映し出される画像を示す簡易図である
。
【図９】図９Ａは、本発明の好ましい実施形態に従ってバルーンの固定が行われる、内視
鏡検査方法のさらなる段階を示す簡易図である。　　　　　　図９Ｂは、本発明の好まし
い実施形態に従ってバルーンの固定が行われる、内視鏡検査方法の別のさらなる段階を示
す簡易図である。　　　　　　図９Ｃは、本発明の好ましい実施形態に従ってバルーンの
固定が行われる、内視鏡検査方法のまた別のさらなる段階を示す簡易図である。
【図１０】本発明の別の好ましい実施形態に従って構成され、かつ動作する内視鏡システ
ムおよび方法を示す簡易図である。
【図１１】図１０に示す段階ＥおよびＦのそれぞれにおける、図１０のシステムの一部を
なすモニタ上に映し出される画像を示す簡易図である。
【図１２】図１および図１０に示した実施形態のいずれかにおいて使用されるバルーン膨
張／収縮システムを示す簡易構成図である。
【図１３Ａ】図１２のバルーン膨張／収縮システムの動作の好ましい様態を図１３Ｂとと
もに示す簡易フローチャートである。
【図１３Ｂ】図１２のバルーン膨張／収縮システムの動作の好ましい様態を図１３Ａとと
もに示す簡易フローチャートである。
【図１４】本発明の好ましい実施形態に従って動作する好ましい開ループの加圧処置を示
すバルーン加圧の簡易グラフである。
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【発明を実施するための形態】
【０１０３】
　ここで、図１を参照し、図１は、本発明の好ましい実施形態に従って構成され、かつ動
作する内視鏡システムおよび方法を示す簡易図である。
【０１０４】
　「内視鏡」および「内視鏡検査」という用語は、全体を通して、それらの通常の意味よ
りも幾分広い意味で使われており、たとえば小腸や大腸といった体腔、通路などの内部で
動作する装置および方法を指す。これらの用語は通常は目視検査を指すが、本明細書にお
いては、それらは目視検査を用いる用途には限定されず、必ずしも目視検査の実施を必要
としない装置、システムおよび方法も指す。
【０１０５】
　「前方」という用語は、操作者から最も遠い、内視鏡、付属品もしくはツールの遠端、
またはそのような遠端に面する方向を指す。
【０１０６】
　「後方」という用語は、操作者に最も近く、通常は関心対象の器官もしくは身体部分の
外側にある、内視鏡、付属品もしくはツールの端部、またはそのような端部に面する方向
を指す。
【０１０７】
　圧力は、周囲圧力（大気圧）を上回る分をミリバールで示す。
【０１０８】
　図１は、本発明に従って構成され、かつ動作するバルーン内視鏡の実施形態の全体的な
構造および動作を示す。図１から分かるように、内視鏡１００は、その前方端にＣＣＤ１
０１を備えており、モニタ１０４を有する内視鏡システム１０２に接続されている。ある
いは、ＣＣＤ１０１は任意の他の適切な検出器で置き換えられてもよい。
【０１０９】
　具体的に後述するものの他に、内視鏡１００は、ＥＣ－３４７０ＬＫビデオ結腸鏡また
はＶＳＢ－３４３０Ｋビデオ直腸鏡などの従来の内視鏡であってもよく、内視鏡システム
１０２は、ＥＰＫ－１０００ビデオプロセッサを含むコンソールなどの従来の内視鏡シス
テムであってもよく、モニタ１０４は、ＳＯＮＹ　ＬＭＤ－２１４０ＭＤ医療用フラット
パネルＬＣＤモニタなどの従来のモニタであってもよい。これらはすべて、１０４　Ｊｕ
ｌｉｕｓ－Ｖｏｓｓｅｌｅｒ　Ｓｔ．、２２５２７　Ｈａｍｂｕｒｇ、Ｇｅｒｍａｎｙ所
在のＰｅｎｔａｘ　Ｅｕｒｏｐｅ　ＧｍｂＨから市販されている。
【０１１０】
　従来の内視鏡とは異なり、また、開示内容が参照により本明細書に組み込まれる２０１
１年９月１５日公開のＰＣＴ出願公開ＷＯ２０１１／１１１０４０に記載されているよう
に、内視鏡１００は、少なくとも１つのバルーン膨張／収縮アパーチャ１０８が好ましく
は設けられた外部シース１０６を有し、このアパーチャ１０８には、フィルタ１０９など
の流体流弁別器、好ましくは、気体を通過させ、液体は通過させないフィルタが付けられ
ている。アパーチャ１０８は、好ましくは、外部シース１０６に密閉可能に取り付けられ
ている膨張／収縮バルーン１１０の内部と連通し、かつ従来の内視鏡では内視鏡の後方部
分の漏れ試験ポート１１４以外を介して外部から密閉される、内視鏡１００の内部容積１
１２と連通している。本発明の好ましい実施形態によれば、内部容積１１２は、概して、
内視鏡１００内部の、導管およびその導管を通る他の要素に占有されていない部分を占め
る。
【０１１１】
　気体連通経路が、漏れ試験ポート１１４から、内視鏡の内部容積１１２、フィルタ１０
９およびアパーチャ１０８を介して、膨張／収縮バルーン１１０の内部のバルーン容積１
１６まで延びていることが理解される。本発明のこの実施形態の具体的な特徴は、内部容
積１１２がガス溜めとなることで、バルーン１１０の迅速な加圧および減圧が可能になり
、かつ、バルーン容積１１６の対応する変化から生じるバルーン１１０内の圧力変化の幅
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を縮小させるように動作する、直接結合された圧力緩衝部が実現されることである。内部
容積１１２などのガス溜めを、上述したようなバルーン１１０の膨張近傍に設けることに
よって、バルーン１１０に膨張圧の緩衝ももたらされ、かつ膨張バルーン容積１１６の加
圧において実現されるべき安定性および精度を高められることが理解される。
【０１１２】
　好ましくは、ある適用例では、バルーン１１０が１０ミリバールの圧力まで膨張させら
れ、内視鏡の内部容積１１２が約４５０～５５０ｃｃの範囲の容積になるとき、膨張バル
ーン容積１１６が約６０～８０ｃｃの範囲になるようにバルーン１１０は設計される。
【０１１３】
　好ましくは、他の適用例では、バルーン１１０が１０ミリバールの圧力まで膨張させら
れ、内視鏡の内部容積１１２が約７００～９００ｃｃの範囲の容積になるとき、膨張バル
ーン容積１１６が約１３０～１８０ｃｃの範囲になるようにバルーン１１０は設計される
。
【０１１４】
　好ましくは、さらに他の適用例では、バルーン１１０が１０ミリバールの圧力まで膨張
させられ、内視鏡の内部容積１１２が約５００～９００ｃｃの範囲の容積になるとき、膨
張バルーン容積１１６が約１００～１５０ｃｃの範囲になるようにバルーン１１０は設計
される。
【０１１５】
　バルーン１１０は、内視鏡の内部容積１１２の２分の１未満である膨張バルーン容積１
１６を有するように構成されているのが好ましい。より好ましくは、バルーン１１０は、
内視鏡の内部容積１１２の３分の１未満である膨張バルーン容積１１６を有するように構
成されているのが好ましい。最も好ましくは、バルーン１１０は、内視鏡の内部容積１１
２の５分の１未満である膨張バルーン容積１１６を有するように構成されているのが好ま
しい。
【０１１６】
　本発明の一実施形態の具体的な特徴は、膨脹可能なバルーン１１０が、膨張バルーン容
積１１６の通常３～７倍の容積をもつ内部容積１１２などのガス溜めに直接的に結合され
ていることである。
【０１１７】
　あるいは、内視鏡の構成次第では、漏れ試験ポート１１４は図１に示したような配置に
する必要はなく、異なる位置にあってもよい。また別の代替としては、漏れ試験ポート１
１４がこの目的で採用される必要はなく、内部容積１１２と連通する追加のポートが使用
されてもよい。
【０１１８】
　あるいは、図示していないが、バルーン１１０の内部は、内部容積１１２以外の、たと
えば流体導管などの流体流路、または従来の専用バルーン膨張／収縮チャネルなどの他の
導管と連通していてもよく、アパーチャ１０８およびフィルタ１０９を不要にしてもよい
。
【０１１９】
　器具チャネルポート１１８は、好ましくは器具チャネル１２０と連通し、内視鏡１００
の長さ全体にわたって延びている。
【０１２０】
　膨張／収縮バルーン１１０は、好ましくは、バルーン内視鏡１００の内部容積１１２を
介して、図１の内視鏡検査システムのバルーン膨張および／または収縮サブシステムを構
成するバルーン膨張／収縮システム１３０によって膨張させられ、かつ／または収縮させ
られる。バルーン膨張／収縮システム１３０は、好ましくは、膨張／収縮チューブ１３１
によって漏れ試験ポート１１４に接続されている。
【０１２１】
　ここで、図１のシステムおよび方法において有用なバルーンの好ましい実施形態の具体
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的な特徴を示す簡易図である図２Ａおよび図２Ｂをさらに参照する。
【０１２２】
　図２Ａから分かるように、バルーン１１０は、内視鏡１００の前方部分の上に密閉可能
に取り付けられており、外部シース１０６の上を覆っている。好ましくは、外部シース１
０６は管状の密閉シース１３２を含み、内視鏡１００の内部容積１１２が湾曲中につぶれ
ないように保つ働きをする補強メッシュ１３４の上を覆っている。器具チャネル１２０お
よび光学バンドル１３６が、内視鏡１００の内部容積１１２を通って補強メッシュ１３４
の内側に延在している。光学バンドル１３６は、好ましくはＣＣＤ１０１に結合されてい
る。他の導管および他の要素が、この内部容積の中に延在してもよい。
【０１２３】
　さまざまな導管が内部容積１０６の中に延在していてもよいものの、それらが存在して
いることにより、内部容積１１２と、その中を通って延びる任意の導管の内部との間に流
体連通は生じないことがさらに理解される。
【０１２４】
　管状の密閉シース１３２の前方で、外部シース１０６は、内部容積１１２を内視鏡１０
０の外部から密閉もする管状の密閉用湾曲ゴムシース１４４を含む。湾曲ゴムシース１４
４は、シリコーン湾曲ゴムシース部品番号ＳＰＲＢＳＳ１１、ＰＶＣ湾曲ゴムシース部品
番号ＳＰＲＢＳＰ１１、またはＶｉｔｏｎ湾曲ゴムシース部品番号ＳＰＲＢＳＶ１１など
の既製製品であってもよく、これらはすべて、５２０１　Ｂｌｕｅ　Ｌａｇｏｏｎ　Ｄｒ
ｉｖｅ、Ｎｏ．８１５　Ｍｉａｍｉ、ＦＬ　３３１２６、ＵＳＡ所在のＥｎｄｏｓｃｏｐ
ｅ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｉｎｃ．から市販されている。好ましくは、アパーチャ１０８はシー
ス１４４内に形成されており、フィルタ１０９を覆っている。複数のアパーチャ１０８は
、それらに取り付けられている複数のフィルタ１０９を有し、膨張／収縮バルーン１１０
の内部と、内視鏡１００の内部容積１１２との間に気体を連通させるために設けられてい
てもよいことが理解される。フィルタ１０９は不要にされてもよいことも理解される。
【０１２５】
　湾曲ゴムシース１４４は、選択的に湾曲可能な補強メッシュ１４５の上を覆っており、
補強メッシュ１４５は、内視鏡１００の後方部分にある操作用つまみ（図示せず）を操作
者が操作することに応答して選択的に湾曲可能であり、かつ内視鏡１００の前方の選択的
に湾曲可能な部分がその湾曲中につぶれないように保護する。器具チャネル１２０および
光学バンドル１３６、また場合によっては他の要素が、選択的に湾曲可能な補強メッシュ
１４５の内部に延在し、内視鏡の内部容積１１２を通る。
【０１２６】
　本発明の好ましい実施形態によれば、補強メッシュ１３４の前方端と、選択的に湾曲可
能な補強メッシュ１４５の後方端とが、剛性カラー要素１５０によって接合され、この剛
性カラー要素１５０は、好ましくは金属または剛性プラスチックで形成されており、シー
ス１４４の後方端１５２に当接（ｂｕｔｔｅｄ）させられた管状の密閉シース１３２の前
方端１５１の下にある。膨脹可能なバルーン１１０の後方端１５３は、シース１４４の後
方端１５２の上で、好ましくはその周りに巻かれたワイヤ１５６によって保持されている
。バルーン１１０の後方端１５３は、好ましくは、Ｏｎｅ　Ｈｅｎｋｅｌ　Ｗａｙ、Ｒｏ
ｃｋｙ　Ｈｉｌｌ、ＣＴ　０６０６７、ＵＳＡ所在のＨｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎから市販されている医療用エポキシＭ３１－ＣＬなどの接着剤１５８によって、シー
ス１３２の端１５１およびシース１４４の端１５２にさらに封止接着されている。
【０１２７】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、内視鏡１００は、その前方端に、選択的
に湾曲可能な補強メッシュ１４５の前方端に接続された剛性先端部分１７０を含む。好ま
しくは、剛性先端部分１７０は金属または剛性プラスチックで形成されており、その後方
部分１７２は、シース１４４の前方端１７４の下にある。膨脹可能なバルーン１１０の前
方端１７６は、シース１４４の前方端１７４の上で、好ましくはその周りに巻かれたワイ
ヤ１７８によって保持されている。バルーン１１０の前方端１７６は、好ましくは、Ｈｅ
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ｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されている医療用エポキシＭ３１－ＣＬなど
の接着剤１８０によって、剛性先端部分１７０にさらに封止接着されている。
【０１２８】
　フィルタ１０９は、好ましくは、アパーチャ１０８の下にあるシース１４４の内周面上
に、接着剤、たとえば１　Ｅａｓｔｏｎ　Ｏｖａｌ、Ｃｏｌｕｍｂｕｓ、ＯＨ　４３２１
９、ＵＳＡ所在のＥｌｍｅｒ’ｓ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｉｎｃ．から市販されているポリ
クロロプレン系コンタクトセメントの使用など、任意の適切な技術によって取り付けられ
ている。気体連通経路は、漏れ試験ポート１１４から、内部容積１１２、フィルタ１０９
およびアパーチャ１０８を介して、膨張／収縮バルーン１１０の内部のバルーン容積１１
６まで延びていることが理解される。
【０１２９】
　本発明の一実施形態の具体的な特徴は、図２Ａに示されるように、バルーン１１０の長
さが湾曲ゴムシース１４４の長さとほぼ同じであり、それらが並んでいることである。こ
の配置構成によって、バルーン１１０の後方端１５３は、巻いたワイヤ１５６および接着
剤１５８によって剛性カラー要素１５０の上に取り付けられるようになり、バルーン１１
０の前方端１７６は、巻いたワイヤ１７８および接着剤１８０によって剛性先端部分１７
０の後方部分１７２の上に取り付けられるようになる。
【０１３０】
　バルーン１１０の後方端１５３がシース１４４の後方端１５２の上に取り付けられるこ
とも、本発明の一実施形態の具体的な特徴である。本発明の実施形態のまた別の具体的な
特徴は、バルーン１１０の前方端１７６がシース１４４の前方端１７４の上に取り付けら
れることである。
【０１３１】
　本発明の好ましい実施形態のさらなる具体的な特徴は、バルーン１１０の後方端１５３
が、剛性カラー要素１５０の上かつシース１４４の後方端１５２の上に、巻いたワイヤ１
５６および接着剤１５８によって取り付けられることと、バルーン１１０の前方端１７６
が剛性先端部分１７０の後方部分１７２の上かつシース１４４の前方端１７４の上に、巻
いたワイヤ１７８および接着剤１８０によって取り付けられることである。
【０１３２】
　前述の配置構成には、内視鏡の既存の剛性取付け要素に、内視鏡の曲げやすさを制限す
る可能性がある追加の剛性取付け要素を必要とせず、バルーン１１０の確実かつ安定な取
付けを実現するという利点がある。結果として得られる上記の構造は、従来の再処理に適
しており、通常はバルーンの交換を必要としない、バルーン付き内視鏡を実現する。
【０１３３】
　図２Ａおよび図２Ｂに示した実施形態の具体的な特徴は、バルーン内視鏡１００の内部
容積１１２を介して、膨張／収縮バルーン１１０が膨張させられ、かつ／または収縮させ
られることである。バルーン１１０を膨張／収縮させるための内部容積１１２の利用可能
な断面は、通常１５～５０平方ミリメートルであり、これは従来技術で使用されるバルー
ン膨張チャネル断面の約６～３０倍である。したがって、内視鏡の内部容積１１２は、バ
ルーン容積１１６に直接的に結合されたガス溜めとして機能し、従来技術のバルーン内視
鏡よりも著しく効率的に、バルーン１１０の膨張および収縮を可能にしている。
【０１３４】
　図２Ａおよび図２Ｂの実施形態によって、バルーンを備えていない既存の内視鏡をバル
ーン内視鏡に改造することが可能になり、かつ従来の外部バルーン装置に伴う障害および
治療ごとのコストがなくなることが理解される。これらの障害には、曲げ性、トルク伝達
性および操作性の制限があり、ならびに断面の拡大や、内視鏡頭部の前進に対する抵抗の
増加もある。
【０１３５】
　従来技術のバルーン内視鏡には、バルーンの取付けや、膨張／収縮チャネルに必要な洗
浄や消毒などの再処理が要求されることで生じる、比較的高い複雑性および治療ごとのコ
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ストがある。そのような内視鏡で採用される従来技術の使い捨て部品も、治療ごとの比較
的高いコストを特徴とする。本発明のこれらの実施形態によって、前述の複雑性および治
療ごとの高いコストの多くが回避できるようになる。
【０１３６】
　本発明の好ましい実施形態によれば、また図２Ａおよび図２Ｂから分かるように、膨張
／収縮バルーン１１０の構成は、概して、以下を特徴とする。
【０１３７】
　バルーン１１０は、好ましくは、１０～７５ミクロンの範囲内、より好ましくは、２０
～３５ミクロンの範囲内の厚さのポリウレタンで形成されている。本発明の具体的な特徴
は、バルーン１１０の伸縮性がバルーン内部圧力の非線形関数であることである。
【０１３８】
　本発明のバルーンの好ましい実施形態によれば、バルーン１１０は、低い動作内部圧力
下では比較的伸縮性がなく、高い動作内部圧力下では比較的伸縮性がある。好ましくは、
バルーンは、約１０ミリバールまでの比較的低い内部圧力下では、３％超の低い伸縮性で
あり、約６０～８０ミリバールの比較的高い内部圧力下では、それぞれ３０％～４０％超
の高い伸縮性である。上記の非線形的な伸縮性をバルーンの内部圧力に応じて実現するバ
ルーンの例は、吹き込み成形によって形成されるバルーンであって、１０ミリバールの圧
力まで膨張させられたとき、長さは１１０ミリメートル、直径は４８ミリメートルになる
バルーンであり、壁の厚さは２６～２８ミクロンで、２９４００　Ｌａｋｅｌａｎｄ　Ｂ
ｏｕｌｅｖａｒｄ　Ｗｉｃｋｌｉｆｆｅ、Ｏｈｉｏ、ＵＳＡ所在のＬｕｂｒｉｚｏｌ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されているポリウレタン系Ｔｅｃｏｔｈａｎｅ　Ｄ－１０
５５Ｄに１．２％～２．５％のＥｒｕｃａｍｉｄｅ添加剤を加えて作られている。
【０１３９】
　バルーン１１０の好ましい代替材料には、他のポリウレタン配合物、ナイロンまたはシ
リコンが含まれる。
【０１４０】
　好ましくは、バルーン１１０の材料、厚さおよび寸法は、内視鏡検査処置および従来の
再処理サイクルを繰り返している間、バルーン１１０を交換する必要なく、バルーン付き
内視鏡を長期間使用できるようにする一方で、バルーン１１０が収縮させられたとき、曲
げ性や前進しやすさなどの内視鏡性能パラメータに対する干渉を最小限にするように構成
されている。
【０１４１】
　本発明のバルーンの好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バルーンを交
換する必要なく、従来の再処理２０サイクルにわたって使用に耐えることが可能である。
【０１４２】
　本発明のバルーンのより好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バルーン
を交換する必要なく、従来の再処理１００サイクルにわたって使用に耐えることが可能で
ある。
【０１４３】
　本発明のバルーンのさらにより好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バ
ルーンを交換する必要なく、従来の再処理５００サイクルにわたって使用に耐えることが
可能である。
【０１４４】
　本発明のバルーンのさらに好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バルー
ンを交換する必要なく、従来の再処理１，２００サイクルにわたって使用に耐えることが
可能である。
【０１４５】
　本発明のバルーンの最も好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡は、バルーン
を交換する必要なく、従来の再処理３，６００サイクルにわたって使用に耐えることが可
能である。
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【０１４６】
　１か月当たり平均６０回の内視鏡検査処置および対応する６０回の従来の再処理サイク
ルの間、この最も好ましい実施形態のバルーン付き内視鏡は、バルーンを交換する必要な
く、少なくとも５年間繰り返し使用できることが理解される。
【０１４７】
　バルーンを交換する必要なく、従来の再処理１，２００サイクルにわたって、好ましく
は従来の再処理３，６００サイクルとそれに対応する５年間の動作にわたって使用に耐え
ることが可能なバルーンの例は、１０ミリバールの圧力まで膨張させられたときに、壁の
厚さが２６ミクロン、長さが１１０ミリメートル、直径が４８ミリメートルとなるバルー
ンであり、このバルーンは、吹き込み成形によって形成され、Ｃａｒｌ－Ｂｏｓｃｈｅ　
Ｓｔｒａｓｓｅ　３８、６７０５６　Ｌｕｄｗｉｇｓｈａｆｅｎ、Ｇｅｒｍａｎｙ所在の
ＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されているポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌ
ａｎ１１８５Ａでできている。このバルーンは試験を受け、寸法および機械的パラメータ
の変化が全体で２％未満かつ壁の厚さに顕著な減少なく、従来の再処理１，２００サイク
ルに耐えることに成功した。バルーンの耐用期間にわたって、寸法および機械的パラメー
タの変化が６％許容される場合、このバルーンは、バルーン付き内視鏡内のバルーンを通
常は交換する必要なく、従来の再処理３，６００サイクルとそれに対応する５年の期間に
わたって使用に耐えることが予想される。
【０１４８】
　好ましくは、バルーン１１０の外表面は、概して平行な複数のひだ１８１の並びを画定
するように構成されており、このひだは、好ましくは、図２Ａおよび図２Ｂにおいて参照
符号１８２で示される、バルーンの長手方向の対称軸に対して概して垂直になるように配
列される。摩擦係合を向上させる任意の他の適切なバルーンの表面構成であって、バルー
ン１１０と、伸張させたい管状身体部分の内側表面との間の摺動可能な摩擦係合を向上さ
せるのに有用な表面構成が代わりに使用されてもよい。バルーン１１０は、高摩擦シリコ
ンなどの比較的摩擦が大きい材料で形成されてもよく、あるいは、バルーン１１０の外表
面は、高摩擦コーティングで覆われていてもよいことが理解される。
【０１４９】
　バルーン１１０は、好ましくは５０～１３０ｍｍ、より好ましくは８０～１００ｍｍの
全長を有する。バルーン内視鏡１００の部分を形成するとき、バルーン１１０の後方端１
５３および前方端１７６は概して円筒形であり、一定の断面内側半径Ｒ１を有する。Ｒ１
は、内視鏡の隣接部分を堅く係合させるために、好ましくは４ｍｍから７ｍｍの間である
。
【０１５０】
　本発明の具体的な特徴は、本発明の好ましい実施形態によれば、所与のバルーンについ
てのＲ１が、取付け先である内視鏡１００の外部シース１０６の外側半径よりも０．２ｍ
ｍから０．７５ｍｍ大きいことである。より好ましくは、所与のバルーンについてのＲ１
が、取付け先である内視鏡１００の外部シース１０６の外側半径よりも０．４ｍｍ未満大
きい。
【０１５１】
　好ましくは、バルーン１１０の後方端１５３の長さＬＲおよび前方端１７６の長さＬＦ
（図２Ａ）は、少なくとも５．５ｍｍである。より好ましくは、バルーン１１０の後方端
１５３の長さＬＲおよび前方端１７６の長さＬＦ（図２Ａ）は、１０～２５ｍｍの範囲内
にある。
【０１５２】
　本発明の一実施形態の具体的な特徴は、バルーンの端とシースの端の間の間隔が前述の
ように比較的狭いこと、すなわち、所与のバルーンについてのＲ１が、取付け先である内
視鏡１００の外部シース１０６の外側半径よりも０．２ｍｍから０．７５ｍｍ大きいこと
に加えて、直前のパラグラフに記載したように、バルーンの端の長さが比較的長いことで
ある。上記の配置構成は、内視鏡１００にバルーン１１０を取り付ける位置、すなわち、
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ワイヤ１５６および接着剤１５８のところ、ならびにワイヤ１７８および接着剤１８０の
ところにかかる力を低減する一方で、バルーンを取り付けた内視鏡の曲げ性を維持するこ
とが理解される。内視鏡１００にバルーン１１０を取り付ける位置にかかる力が低減する
ことによって、バルーン１１０を交換する必要なく、バルーン付き内視鏡の再使用可能性
が高まることがさらに理解される。
【０１５３】
　バルーン１１０の中心円筒形部分１８４は通常、５～１０ミリバールなどの公称圧力ま
で膨張させられたときに、２０～７０ｍｍ、より好ましくは２５～５５ｍｍの長さＬＣＣ
Ｐ（図２Ａ）を有し、かつ一定の内側断面半径Ｒ２を有する。Ｒ２は、適用例に応じて、
好ましくは２０から３５ｍｍの間である。
【０１５４】
　中心円筒形部分１８４と、後方端１５３および前方端１７６のそれぞれとの間に延在し
ているのは、好ましくは以下の関数に従って内側半径がＲ２からＲ１に変化する円対称の
先細り部分である：
ｃｏｓ（α）≧ｒ／Ｒ２
式中、ｒは、中心円筒形部分１８４と端１５３および１７６の一方との間の所与の位置に
おけるバルーンの内側半径であり、
　αは、バルーンに対する所与の位置における接線と、バルーンの長手方向の対称軸１８
２（図２Ａ）との間の角度である。
【０１５５】
　より好ましくは、ｃｏｓ（α）はｒ／Ｒ２とほぼ等しい。
【０１５６】
　上記のバルーン構成は、Ｒ１およびＲ２に適切な調整を行えば、バルーン内視鏡だけで
なく、バルーンカテーテルおよびバルーン付き内視鏡ツールにも適用可能であることが理
解される。
【０１５７】
　本発明の具体的な特徴は、バルーン１１０が、概して、５～１０ミリバールの膨張圧に
おいては伸縮しないことである。本発明のさらなる具体的な特徴は、図２ＡにおいてＢＯ
ＥＥＬを付したバルーン１１０の端から端までの全長が、その下にあり十分に湾曲された
ときに外側を向く、図２ＡにおいてＥＯＥＥＬＦＢを付した内視鏡１００の外部シース１
０６表面の全長以上の長さであることである。
【０１５８】
　あるいは他のバルーン構成が採用されてもよい。
【０１５９】
　ここで、図１のシステムおよび方法に有用なバルーンの好ましい実施形態の具体的な特
徴の簡易図であり、かつ上記の図２Ａの構造の代替である図２Ｂをさらに参照する。図２
Ａおよび図２Ｂの実施形態において実質的に同一の要素には同じ参照符号を付してある。
好ましくは、バルーン１１０の図２Ａに示した上記の特徴は、図２Ｂのバルーン１１０に
も示される。
【０１６０】
　図２Ｂから分かるように、バルーン１１０は、内視鏡１００の前方部分の上に密閉可能
に取り付けられており、外部シース１０６の上を覆っている。好ましくは、外部シース１
０６は管状の密閉シース１３２を含み、内視鏡１００の内部容積が湾曲中につぶれないよ
うに保つ働きをする補強メッシュ１３４の上を覆っている。器具チャネル１２０および光
学バンドル１３６が、内視鏡１００の内部容積１１２を通って補強メッシュ１３４の内側
に延在している。光学バンドル１３６は、好ましくはＣＣＤ１０１に結合されている。他
の導管および他の要素が、この内部容積の中に延在してもよい。
【０１６１】
　さまざまな導管が内部容積１０６の中に延在していてもよいものの、それらが存在して
いることにより、内部容積１１２と、その中を通って延びる任意の導管の内部との間に流
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体連通は生じないことがさらに理解される。
【０１６２】
　管状の密閉シース１３２の前方で、外部シース１０６は、内部容積１１２を内視鏡１０
０の外部から密閉もする管状の密閉用湾曲ゴムシース１４４を含む。湾曲ゴムシース１４
４は、シリコーン湾曲ゴムシース部品番号ＳＰＲＢＳＳ１１、ＰＶＣ湾曲ゴムシース部品
番号ＳＰＲＢＳＰ１１、またはＶｉｔｏｎ湾曲ゴムシース部品番号ＳＰＲＢＳＶ１１など
の既製製品であってもよく、これらはすべて、Ｅｎｄｏｓｃｏｐｅ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｉｎ
ｃ．から市販されている。好ましくは、アパーチャ１０８はシース１４４内に形成されて
おり、フィルタ１０９を覆っている。複数のアパーチャ１０８は、それらに取り付けられ
ている複数のフィルタ１０９を有し、膨張／収縮バルーン１１０の内部と、内視鏡１００
の内部容積１１２との間に気体を連通させるために設けられていてもよいことが理解され
る。フィルタ１０９は不要にされてもよいことも理解される。
【０１６３】
　湾曲ゴムシース１４４は、選択的に湾曲可能な補強メッシュ１４５の上を覆っており、
補強メッシュ１４５は、内視鏡１００の後方部分にある操作用つまみ（図示せず）を操作
者が操作することに応答して選択的に湾曲可能であり、かつ内視鏡１００の前方の選択的
に湾曲可能な部分がその湾曲中につぶれないように保護する。器具チャネル１２０および
光学バンドル１３６、また場合によっては他の要素が、選択的に湾曲可能な補強メッシュ
１４５の内部に延在し、内視鏡の内部容積１１２を通る。
【０１６４】
　本発明の好ましい実施形態によれば、補強メッシュ１３４の前方端と、選択的に湾曲可
能な補強メッシュ１４５の後方端とが、剛性カラー要素１５０によって接合され、この剛
性カラー要素１５０は、好ましくは金属または剛性プラスチックで形成されており、シー
ス１４４の後方端１５２に当接（ｂｕｔｔｅｄ）させられた管状の密閉シース１３２の前
方端１５１の下にある。シース１４４の後方端１５２は、好ましくは、剛性カラー要素１
５０の上で、その周りに巻かれたワイヤによって保持されており、好ましくは、Ｈｅｎｋ
ｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されている医療用エポキシＭ３１－ＣＬなどの接
着剤１８６によって、管状の密閉シース１３２の前方端１５１にさらに封止接着されてい
る。
【０１６５】
　図２Ｂの実施形態ではさらに、内視鏡１００がその前方端に、選択的に湾曲可能な補強
メッシュ１４５の前方端に接続された剛性先端部分１７０を含む。好ましくは、剛性先端
部分１７０は金属または剛性プラスチックで形成されており、その後方部分１７２は、シ
ース１４４の前方端１７４の下にある。シース１４４の前方端１７４は、好ましくは、剛
性先端部分１７０の後方部分１７２の上で、その周りに巻かれたワイヤによって保持され
ており、好ましくは、Ｈｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されている医療用
エポキシＭ３１－ＣＬなどの接着剤１８８によって、剛性先端部分１７０にさらに封止接
着されている。
【０１６６】
　図２Ａに示した構造とは対照的に、図２Ｂの実施形態では、膨脹可能なバルーン１１０
の後方端１５３が、シース１４４の後方端１５２の上では保持されていない。したがって
、バルーン１１０の後方端１５３は、シース１３２の端１５１およびシース１４４の端１
５２それぞれに封止接着されていない。
【０１６７】
　図２Ｂの実施形態の具体的な特徴は、圧着取付けまたは適切な接着剤の使用によって、
追加の前方剛性カラー要素１９０が、選択的に湾曲可能な補強メッシュ１４５を覆う湾曲
ゴムシース１４４上に取り付けられ、また後方剛性カラー要素１９２が、選択的に湾曲可
能な補強メッシュ１３４を覆う管状の密閉シース１３２上に取り付けられることである。
カラー要素１９０および１９２は、好ましくは金属または適切なプラスチックで形成され
ている。
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【０１６８】
　膨脹可能なバルーン１１０の後方端１５３は、後方剛性カラー要素１９２の上で、好ま
しくはその周りに巻かれたワイヤ１５６によって保持されている。後方端１５３およびワ
イヤ１５６は、Ｈｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されている医療用エポキ
シＭ３１－ＣＬなどの接着剤１５８によって、後方剛性カラー要素１９２および管状の密
閉シース１３２に封止接着されている。
【０１６９】
　膨脹可能なバルーン１１０の前方端１７６は、前方剛性カラー要素１９０の上で、好ま
しくはその周りに巻かれたワイヤ１７８によって保持されている。前方端１７６およびワ
イヤ１７８は、Ｈｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されている医療用エポキ
シＭ３１－ＣＬなどの接着剤１８０によって、前方剛性カラー要素１９０および湾曲ゴム
シース１４４に封止接着されている。
【０１７０】
　したがって、図２Ａの実施形態とは対照的に、膨脹可能なバルーン１１０の前方端１７
６が、シース１４４の前方端１７４の上では保持されておらず、剛性先端部分１７０に封
止接着されていないことが理解される。
【０１７１】
　フィルタ１０９は、好ましくは、アパーチャ１０８の下にあるシース１４４の内周面上
に、接着剤、たとえばＥｌｍｅｒ’ｓ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｉｎｃ．から市販されている
ポリクロロプレン系コンタクトセメントの使用など、任意の適切な技術によって取り付け
られている。気体連通経路は、漏れ試験ポート１１４から、内部容積１１２、フィルタ１
０９およびアパーチャ１０８を介して、膨張／収縮バルーン１１０の内部のバルーン容積
１１６まで延びていることが理解される。
【０１７２】
　図２Ｂの実施形態の具体的な特徴は、バルーン１１０の長さが、内視鏡１００に沿った
剛性要素１９０と１９２を分離したものとほぼ同じであることである。
【０１７３】
　本発明の好ましい実施形態のさらなる具体的な特徴は、バルーンの取付けが、その複数
回の使用にわたって安定かつ有用なままであるように、バルーン１１０の後方端１５３お
よび前方端１７６が、剛性要素１９０および１９２の上に取り付けられていることである
。この構造は、従来の再処理に適しており、通常はバルーンの交換を必要としない、バル
ーン付き内視鏡を実現する。
【０１７４】
　ここで図１に戻ると、バルーン１１０を収縮状態として、内視鏡１００を患者の大腸な
どの身体通路に挿入できることが分かる。段階Ａは、バルーン１１０が収縮状態で、内視
鏡１００が患者の横行結腸内に位置する様子を示し、段階Ｂは、バルーン１１０が収縮状
態で、内視鏡が患者の結腸内を、盲腸のちょうど背後の位置まで進んだところを示す。結
腸内部の内視鏡検査は、内視鏡の挿入中に実施することができる。
【０１７５】
　本発明の具体的な特徴は、段階Ｃにおいて、内視鏡は段階Ｂでの位置のまま動かないが
、バルーン１１０が中圧状態まで、好ましくは、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させ
られることであり、後者は、バルーン１１０の外表面と、係合される結腸の内周面との間
の摩擦係合をもたらすのに十分な圧力であるが、バルーン１１０をそこに固定する圧力よ
りは低い圧力である。固定圧力および複数の選択可能な中圧を含むさまざまな圧力までバ
ルーン１１０を選択可能に膨張することについては、以下で詳細に説明する。
【０１７６】
　その後、バルーン１１０を前述の摺動可能な摩擦係合の圧力にしたまま、操作者は内視
鏡１００を後方に引き、それによって、結腸はその長さに沿って軸方向に伸張し、結腸の
自然なひだは少なくとも部分的に伸ばされる。本発明の好ましい実施形態によれば、結腸
の目視検査は前述の内視鏡の後退中に実施され、その間、内視鏡の前方端に隣接する結腸
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は、その前方で軸方向に伸張される。内視鏡を後退させ、それにより結腸を伸張し、伸張
されている間に結腸の内部を目視検査する前述の方法は、好ましくは、結腸に沿って、盲
腸から肛門へ至るまでの道のすべてで繰り返し実施され、したがって、検査されている各
部分が伸張されている状態にある間、結腸全体が体系的に目視検査される。
【０１７７】
　この検査は全体を図１に、内視鏡１００の前方端が上行（右）結腸内に位置する段階Ｃ
、その後、内視鏡１００の前方端が横行結腸内に位置する段階Ｄ、その後、内視鏡１００
の前方端が下行（左）結腸内に位置する段階Ｅで示してある。本発明の具体的な特徴は、
体系的に結腸を軸方向に伸張して、ひだを少なくとも部分的に開きながら、それをしなけ
れば検出されないままとなる可能性があるポリープならびに他の潜在的な病変および実際
の病変の検出が、結腸の目視検査によって可能になることである。本特許出願の目的で、
目視検査は、はっきり見通せることが要求されるかそれが望ましい検査、たとえばＩＲま
たは可視帯での検査であり、Ｘ線検査のいくつかのタイプなど、はっきり見通せることが
無関係の検査とは区別される。
【０１７８】
　以下、図３～図６Ｄを具体的に参照しながら、本発明の一実施形態のこの具体的な特徴
および従来技術に対する救命用の改良をより詳細に説明する。図３～図６Ｄは、たとえば
図１の段階Ｄに対応する横行結腸において、内視鏡を後退させながらの、それをしなけれ
ば検出されないままとなる可能性があるポリープならびに他の潜在的な病変および実際の
病変の高度化した検出を示す。
【０１７９】
　本発明のさらなる具体的な特徴は、バルーン１１０が、概して周方向に均一の摺動可能
な摩擦係合の圧力まで膨張させられ、前記身体通路に沿って軸方向に移動させられたとき
、身体通路の内壁、典型的には結腸などの管状の身体部分に、概して周方向に均一の摺動
可能な摩擦係合を行うように好ましくは構成されていることである。この周方向に均一の
摺動可能な摩擦係合は、たとえば図１の断面Ｃ－Ｃで示される。
【０１８０】
　バルーンが身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合しているとき、好ましくは、身体通路
の内壁に、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を行っているときに、検査中の身体
通路内のバルーン１１０の軸方向後方への移動によって、身体通路内の物質および流体が
、その目視検査の直前に少なくとも部分的に内壁から除去されることも本発明の具体的な
特徴である。そのような物質および流体は、たとえば、食物、糞便、体液、血液および内
視鏡１００によって注入された潅注液を含んでいてもよく、取り除かれなければ、目視検
査に干渉する可能性がある。
【０１８１】
　好ましくは、バルーン１１０の材料および厚さが、バルーン係合位置における身体通路
の内周の輪郭に対し、バルーン１１０が半径方向にコンプライアンス性を有し、形状適合
するように選択、構成され、それによって、検査中の身体通路に対し、バルーン１１０の
概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合が可能になる。半径方向にコンプライアンス性
を有し、形状適合するそのようなバルーンの例は、壁の厚さが２０～３０ミクロンであり
、２９４００　Ｌａｋｅｌａｎｄ　Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ　Ｗｉｃｋｌｉｆｆｅ、Ｏｈｉｏ
、ＵＳＡ所在のＬｕｂｒｉｚｏｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販されているポリウレ
タン系Ｔｅｃｏｔｈａｎｅ　Ｄ－１０５５Ｄでできているバルーンである。
【０１８２】
　概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力は、好ましくは３～４０ミリバールの
範囲内にあり、より好ましくは１０～３２ミリバールの範囲内にあり、さらにより好まし
くは１５～３０ミリバールの範囲内にある。
【０１８３】
　軸方向への結腸の所望の伸張を行うためには、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係
合を結腸の内部に行っている内視鏡バルーンの軸方向の移動は、典型的には１０～１００
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ミリメートルの範囲内であり、より可能性があるのは１５～７０ミリメートルの範囲内で
あり、時として３０～６０ミリメートルの範囲内である。
【０１８４】
　本発明の好ましい実施形態による内視鏡１００のＣＣＤ１０１の前方で、結腸に生じる
軸方向の伸張は、好ましくは少なくとも２５％、より好ましくは少なくとも３５％、さら
により好ましくは少なくとも６０％、さらにより好ましくは少なくとも１００％である。
【０１８５】
　ここで、複数の段階Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶを重ねて示した、横行結腸内で行う従
来技術の内視鏡検査技術の簡易図である図３と、図３に示す従来技術の内視鏡検査技術の
段階Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶがモニタ上に映し出された画像を示す簡易図である図４
Ａ～図４Ｄとを参照する。図３および図４Ａ～図４Ｄは、ここではＰ１およびＰ２を付し
て示すポリープが、結腸のひだの前方に隣接して存在し、従来技術の内視鏡技術では検出
されない可能性があることを示す。
【０１８６】
　図３は、前方端にＣＣＤ２０２を備える従来の内視鏡２００を示す。ＣＣＤ２０２の視
野は、線２０４によって示される。ＣＣＤ２０２は、横行結腸に沿った４つの異なる位置
Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶにおいて示され、これらの位置は、矢印２０６によって示さ
れるように、内視鏡２００が結腸に沿って軸方向に前方移動または後方移動することによ
って到達される。
【０１８７】
　内視鏡による結腸に沿った軸方向の移動の向きにかかわらず、結腸内でＦ１を付したひ
だの前方にあるポリープＰ１は、ＣＣＤ２０２の視野に入ることはなく、したがって、検
出されないことが理解される。これは、図３に示した従来技術の内視鏡検査技術による、
ＣＣＤ２０２が位置ＩおよびＩＩにそれぞれあるときにモニタ上に映し出されるシミュレ
ーション画像を示す簡易図である図４Ａおよび図４Ｂにおいて確認することができる。
【０１８８】
　内視鏡による結腸に沿った軸方向の移動の向きにかかわらず、結腸内でＦ２を付したひ
だの前方にあるポリープＰ２は、ＣＣＤ２０２が位置ＩＶにあるとき、ＣＣＤ２０２の視
野には入らず、ＣＣＤ２０２が位置ＩＩＩにあるとき、ＣＣＤ２０２の視野に入ることも
理解される。これは、図３に示した従来技術の内視鏡検査技術による、ＣＣＤ２０２が位
置ＩＶにあるときにモニタ上に映し出されるシミュレーション画像を示す簡易図である図
４Ｄ、および位置ＩＩＩにあるときにモニタ上に映し出されるシミュレーション画像を示
す簡易図である図４Ｃにおいて確認することができる。ポリープＰ２の視認性が制限され
ていることで、通常の結腸鏡検査中にそのポリープが見落とされる可能性が高くなる。
【０１８９】
　本発明とは区別される、図３および図４Ａ～図４Ｄに例示された従来技術において、Ｃ
ＣＤに隣接し、その前方にある結腸の体系的な軸方向の伸張は行われない。
【０１９０】
　ここで、従来技術の図３におけるＣＣＤ位置Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶに対応するＣ
ＣＤ位置Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶでの、本発明の一実施形態による内視鏡検査方法の
簡易図である図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃおよび図５Ｄを参照する。本発明の一実施形態によ
る対応する図５Ａ～図５ＤのＣＣＤ位置Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶにおける、図１のシ
ステムの一部をなすモニタ１０４上に映し出されるシミュレーション画像を示す簡易図で
ある、図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃおよび図６Ｄも参照する。
【０１９１】
　本発明の一実施形態の図５Ａ～図５Ｄおよび図６Ａ～図６Ｄと、従来技術の図３および
図４Ａ～図４Ｄとの比較から、本発明の一実施形態において、ＣＣＤ１０１に隣接し、そ
の前方にある結腸が軸方向に伸張されることにより、ひだＦ１やＦ２などのひだの突出が
縮小するかまたはなくなり、それによって、図３に示すように結腸が概して軸方向に伸張
されていない状態のときはそれぞれひだＦ１およびＦ２によって完全または部分的に隠さ
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れていた、ポリープＰ１やＰ２などのポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病
変が、ＣＣＤ１０１の視野に入ることが可能になり、それにより検出が可能になることが
分かる。
【０１９２】
　具体的には、図５Ａおよび図５Ｂならびに図６Ａおよび図６Ｂは、ＣＣＤ１０１が位置
ＩおよびＩＩにあるときのポリープＰ１の検出を示すが、対照的に、図３ならびに図４Ａ
および図４Ｂから分かるように、ポリープＰ１は、結腸内のひだＦ１によって隠れていた
。図５Ｃおよび図５Ｄは、ＣＣＤ１０２が位置ＩＩＩおよびＩＶにあるときのポリープＰ
２の検出を示すが、対照的に、図３および図４Ｄから分かるように、ポリープＰ２は、Ｃ
ＣＤ２０２が位置ＩＶにあったとき、結腸内のひだＦ２によって隠れていた。図３および
図４Ｃは、ＣＣＤ２０２が位置ＩＩＩにあったときのポリープＰ２の検出を示す。ポリー
プＰ２については、本発明は、それが視野に入るＣＣＤ位置の範囲を十分に伸張し、それ
によりそのポリープが検出される可能性を有意に高めることが理解される。
【０１９３】
　ここで、伸張されていない状態および伸張されている状態にある横行結腸の簡易図であ
る図７と、図７に示す伸張されていない状態および伸張されている状態の横行結腸を見て
いるときの、図１のシステムの一部をなすモニタ上に映し出される画像を示す簡易図であ
る図８とを参照しながら、本発明の別の重要な特徴を説明する。
【０１９４】
　図７と図８を併せて検討することによって、結腸の伸張は、既に記載したように、伸張
させなければ結腸のひだによって遮られる可能性もあるポリープならびに他の潜在的な病
変および実際の病変を見通せるようにするために重要なだけではないことが分かる。図７
および図８は、いくつかのポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変が、結腸
を伸張することによってより見えやすくなることを示す。この伸張によって、そのような
ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変は、結腸の内側に向かって高く突出
する。さらに、結腸の伸張は、そのようなポリープならびに他の潜在的な病変および実際
の病変が操作者にとってより見やすくなる、より滑らかで、より視覚的に均一の背景を作
り出し、それによりポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、結腸の内部
との視覚的コントラストを高める。
【０１９５】
　図７および図８はともに、結腸が伸張されていない状態にあるときはほとんど見えず、
結腸が伸張されている状態にあるときははるかに見えやすい、ＳＰを付した浅いポリープ
を示す。
【０１９６】
　ここで、本発明の好ましい実施形態に従ってバルーンの固定が行われる、内視鏡検査方
法のさらなる複数の段階を示す簡易図である図９Ａ、図９Ｂおよび図９Ｃを参照する。図
９Ａは図５Ｂに対応しており、ポリープＰ１の検出を示す。図９Ｂは、ポリープＰ１が検
出されると、バルーン１１０（図１、図２Ａ、図２Ｂおよび図５Ａ～図５Ｄ）を、５０～
８０ミリバールの圧力などといった、図５Ａ～図５Ｄの方法で使用された中程度の膨張圧
を大きく超える固定圧力まで膨張させ、それによりバルーン１１０を結腸に固定できるこ
とを示す。図９Ｃは、従来の内視鏡ツール２２２を使用したポリープＰ１の除去を示す。
【０１９７】
　本発明の一実施形態の具体的な特徴は、バルーン１１０が固定圧力だけでなく、摺動可
能な摩擦係合の圧力にも膨張させられることである。
【０１９８】
　固定圧力か、摺動可能な摩擦係合の圧力かの選択は、好ましくは、膨張／収縮システム
１３０のユーザインターフェースを介して操作者が行う。好ましくは、バルーン１１０の
固定状態と摺動可能な摩擦係合の圧力状態との切替えは、内視鏡検査処置の中で必要に応
じて操作者が実施することができる。
【０１９９】
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　本発明の一実施形態の別の具体的な特徴は、固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の中圧の
比が、１．３～７の範囲内、好ましくは２～４．５の範囲内にあることである。本発明の
一実施形態によれば、固定圧力は少なくとも６０ミリバールであり、摺動可能な摩擦係合
の中圧は３５ミリバール以下である。
【０２００】
　本発明の具体的な特徴は、少なくとも１つの固定圧力状態か、代替の摺動可能な摩擦係
合の複数の中圧状態、典型的には２から４の異なる中圧状態かを操作者が選択できること
である。本発明の好ましい実施形態において、３～１５ミリバール、１５～２３ミリバー
ルおよび２３～３５ミリバールの範囲などの３つの異なる選択可能な中圧状態が、システ
ム１３０（図１）によってもたらされる。あるいは、１０～１８、１８～２５および２５
～３５ミリバールの範囲の３つの異なる中圧状態がもたらされ得る。さらなる代替として
、範囲は、１３～１８、２２～２５および２８～３２ミリバールであってもよい。好まし
くは、固定圧力は、５０～８５ミリバールの範囲内にあってもよい。より好ましくは、固
定圧力は、６０～８０ミリバールの範囲内にあってもよい。さらにより好ましくは、固定
圧力は、６５～８０ミリバールの範囲内にあってもよい。最も好ましくは、固定圧力は、
６５～７５ミリバールの範囲内にあってもよい。
【０２０１】
　２０１１年１２月２１日に、Ｔｅｌ－Ａｖｉｖ、Ｉｓｒａｅｌ所在のＴｅｌ－Ａｖｉｖ
医療センターのスタッフの医師によって消化器科で実施された結腸鏡検査処置では、図１
～図９Ｃおよび図１２～図１４を参照しながら全体を記載したシステムおよび方法が使用
された。
【０２０２】
　この結腸鏡検査処置では、上記の方法を使用すると、内視鏡の前方で３０％～６０％程
度の結腸の伸張が生じた。１０～１８ミリバールの範囲内にある摺動可能な摩擦係合の中
圧が使用された。結腸の内部容積側への結腸のひだの突出は、典型的には６～２０ミリメ
ートルから３～１０ミリメートルに縮小した。
【０２０３】
　２５～３２ミリバールの範囲内にある摺動可能な摩擦係合の中圧が使用されたとき、内
視鏡の前方で５０％～１００％程度の結腸の伸張が生じた。結腸の内側へのひだの突出を
、それに対応して０～７ミリメートに縮小することができた。この結腸鏡検査処置では、
バルーンを収縮させた状態で挿入して結腸を検査している間に、内視鏡によって２つのポ
リープが検出された。挿入中には検出されなかった３つのさらなるポリープ（このうちの
１つは浅いポリープだった）が、バルーンを摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させ、そ
れにより結腸を内視鏡の前方で伸張させ、それによって、図１～図９Ｃおよび図１２～図
１４を参照しながら前述したように、内側へのひだの突出を減少させ、視覚的コントラス
トを高めながら内視鏡を後退させているときに、その内視鏡によって検出された。従来の
内視鏡ツールによるポリープ除去の前に、除去すべきポリープの後方でバルーンを結腸に
固定するために、６５～７５ミリバールの範囲内にある固定圧力がこの処置で使用され、
それによってポリープ除去中に内視鏡が安定化された。
【０２０４】
　下行（左）結腸において、１８～２６ミリバールの範囲内にある摺動可能な摩擦係合の
中圧が、内視鏡の前方で結腸の伸張を生じさせるのに十分であったことがこの処置で観察
された。同じ程度の結腸の伸張が、２５～３２ミリバールの範囲内にあるより高い中圧に
よって上行（右）結腸に生じた。
【０２０５】
　したがって、検査中の管状の身体部分における異なる位置では異なる中圧が必要になる
可能性があることが理解され、また、いくつかの異なる中圧または中圧範囲の間で、操作
者によって、または自動で膨張／収縮システムによって共通して選択できることは有益で
あり、これによって、操作者またはシステムは、ひだのたわみ具合および要求される伸張
量に中圧を合わせられるようになることが理解される。
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【０２０６】
　本発明の具体的な特徴は、従来の検査方法では検出されなかったポリープが検出された
点において、従来技術に対する救命用の改良が実現されていることである。
【０２０７】
　また、上記の処置は、異なる中圧が結腸の異なる部分に適することを示し、具体的には
、上行（右）結腸には上行（左）結腸よりも高い中圧が通常は必要であることを示した。
【０２０８】
　摺動可能な摩擦係合によってバルーンを結腸に係合させた状態で、内視鏡を後退させる
ことにより、内視鏡の前方で結腸が掃除され、結腸の内壁の目視検査の前に、そこから結
腸内の物質および流体が除去されることがこの処置で観察された。
【０２０９】
　２０１１年１２月２１日に実施された、全体として図１～図９Ｃおよび図１２～図１４
のシステムおよび方法を使用した第２の結腸鏡検査による検査では、バルーンを収縮させ
た状態で進行中または抜去中のいずれでも、ポリープは検出されなかった。
【０２１０】
　２０１１年１２月２９日に上記の第１および第２の結腸鏡検査処置と同じ消化器科で実
施された、全体として図１～図９Ｃおよび図１２～図１４のシステムおよび方法を使用し
た第３の結腸鏡検査処置では、挿入しながら結腸を検査している間はポリープは検出され
ず、バルーンを摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させ、それによって内視鏡の前方で結
腸を伸張させ、ひだを減少させ、視覚的コントラストを高めて内視鏡を後退させている間
に、２つのポリープが検出された。
【０２１１】
　２０１１年１２月２９日に実施された、全体として図１～図９Ｃおよび図１２～図１４
のシステムおよび方法を使用した第４の結腸鏡検査処置では、ポリープは検出されなかっ
た。
【０２１２】
　２０１１年１２月２９日に実施された、全体として図１～図９Ｃおよび図１２～図１４
のシステムおよび方法を使用した第５の結腸鏡検査処置では、挿入中はポリープは検出さ
れず、バルーンを摺動可能な摩擦係合の中圧に膨張させ、それによって内視鏡の前方で結
腸を伸張させ、ひだを減少させ、視覚的コントラストを高めて内視鏡を後退させている間
に、２つのポリープが検出された。
【０２１３】
　本発明の図１～図９Ｃおよび図１２～図１４に示す実施形態のシステムおよび方法によ
る前述の初期の臨床経験は、図１～図９Ｃおよび図１２～図１４を参照しながら前述した
ような本発明のシステムおよび方法によってもたらされる高度化した検出の、従来技術に
対する救命用の改良を示した。従来の検査方法では検出されなかったポリープが、上記の
本発明によって検出された。
【０２１４】
　ここで、本発明の別の好ましい実施形態に従って構成され、かつ作用する内視鏡システ
ムおよび方法を示す簡易図である図１０と、図１０に示す段階ＥおよびＦのそれぞれにお
ける図１０のシステムの一部をなすモニタ上に映し出される画像を示す簡易図である図１
１を参照する。
【０２１５】
　図１０は、本発明に従って構成され、かつ作用する内視鏡システムおよび方法の別の実
施形態の全体的な構造および作用を示す。図１０から分かるように、内視鏡３００は、そ
の前方端にＣＣＤ３０１を備えており、モニタ３０４を有する内視鏡システム３０２に接
続されている。あるいは、ＣＣＤ３０１は任意の他の適切な検出器で置き換えられてもよ
い。
【０２１６】
　内視鏡３００は、ＥＣ－３４７０ＬＫビデオ結腸内視鏡またはＶＳＢ－３４３０Ｋビデ
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オ直腸鏡などの従来の内視鏡であってもよく、内視鏡システム３０２は、ＥＰＫ－１００
０ビデオプロセッサを含むコンソールなどの従来の内視鏡システムであってもよく、モニ
タ３０４は、ＳＯＮＹ　ＬＭＤ－２１４０ＭＤ医療用フラットパネルＬＣＤモニタなどの
従来のモニタであってもよい。これらはすべて、１０４　Ｊｕｌｉｕｓ－Ｖｏｓｓｅｌｅ
ｒ　Ｓｔ．、２２５２７　Ｈａｍｂｕｒｇ、Ｇｅｒｍａｎｙ所在のＰｅｎｔａｘ　Ｅｕｒ
ｏｐｅ　ＧｍｂＨから市販されている。
【０２１７】
　内視鏡は、開示内容が参照により本明細書に組み込まれる、２０１１年９月１５日に公
開されたＰＣＴ出願公開ＷＯ２０１１／１１１０４０に記載されたような内視鏡、または
図１～図９Ｃを参照しながら前述したような内視鏡であってもよい。
【０２１８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バルーン付き内視鏡ツール３１０が提供される。
バルーン付き内視鏡ツール３１０は、２００８年１１月２７日に公開されたＰＣＴ出願公
開ＷＯ２００８／１４２６８５、および２０１０年１２月２日に公開されたＷＯ２０１０
／１３７０２５に記載されたものと同一であってもよく、これらの文献の開示内容は参照
により本明細書に組み込まれる。内視鏡ツール３１０は、好ましくは、内視鏡ツールバル
ーン３１４を選択可能に膨張／収縮するために、そのバルーン３１４に結合された内視鏡
ツール膨張チューブ３１２を備える。
【０２１９】
　内視鏡３００は、患者の大腸などの身体通路内に挿入できることが分かる。段階Ａは、
患者の上行（右）結腸内、盲腸の後方に位置する内視鏡３００を示す。段階Ｂは、内視鏡
３００の器具チャネル３２２のポート３２０を介して挿入され、ＣＣＤ３０１の前方に位
置する内視鏡ツール３１０を示す。患者の結腸内の、盲腸に隣接し、盲腸から後方に間隔
があいた位置において、固定状態まで膨張させられたバルーン３１４が示してある。
【０２２０】
　段階Ｃでは、段階Ｂでの位置に対して、好ましくはＣＣＤ３０１に対しても、前方に押
された内視鏡ツール３１０が示してある。これは、ポート３２０のすぐ後方で膨張チュー
ブ３１２を把持し、膨張チューブ３１２を前方に押す操作者、好ましくは丁寧かつ僅かに
内視鏡３００を後退させる操作者が、好ましくは器具チャネル３２２を介して膨張チュー
ブ３１２を前方に押すことによって実現される。固定されたバルーン３１４を単独で、ま
たは内視鏡３００の後退と組み合わせて前方に押すことによって、図示の段階Ｂと図示の
段階Ｃとの比較から分かるように、所望される軸方向への結腸の伸張が生じる。結腸の内
部の内視鏡検査は、好ましくは、結腸が伸張されているときに実施される。図１～図９Ｃ
を参照しながら前述したように、結腸をその長さに沿って軸方向に伸張することで、結腸
の自然なひだが少なくとも部分的に広がる。本発明の好ましい実施形態によれば、結腸の
目視検査は、内視鏡の前方端に隣接する結腸が軸方向前方に伸張されている間に実施され
る。
【０２２１】
　結腸を伸張し、伸張されている間に結腸の内部を目視検査する前述の方法は、好ましく
は、結腸に沿って、盲腸から肛門へ至るまでの道のすべてで繰り返し実施され、したがっ
て、検査されている各部分が伸張されている状態にある間、結腸全体が体系的に目視検査
される。本実施形態において、以下のステップ、すなわち、
　内視鏡ツールバルーン３１４をＣＣＤ３０１の前方に位置付けるステップと、
　内視鏡ツールバルーン３１４を結腸内で膨張させ、それによって固定するステップと、
　その後、内視鏡ツールバルーン３１４を前方に押し、それによって結腸を伸張して、ひ
だが減少することで結腸の内部をよく見えるようにするステップと、
　結腸の伸張されている部分を目視検査するステップとが、好ましくは結腸の全長に沿っ
て体系的に複数回繰り返される。
【０２２２】
　上記の方法は、結腸だけでなく、小腸、食道、その他の身体通路などの他の管状の身体
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部分にも適用可能であることが理解される。
【０２２３】
　この検査は全体を図１０に、内視鏡３００の前方端が上行（右）結腸内に位置する段階
Ｃ、その後、内視鏡３００の前方端が横行結腸内に位置する段階Ｄ、ＥおよびＦで示して
ある。段階Ｄでは、バルーン３１４を概して収縮させた状態での、内視鏡３００に対する
内視鏡ツール３１０の後退が示してある。段階Ｅでは、バルーン３１４が膨張させられ、
結腸内に固定されているのが分かり、段階Ｆでは、バルーン３１４は前方に押され、した
がってＣＣＤ３０１の前方で結腸を伸張しているのが分かる。
【０２２４】
　上記のように、本発明の具体的な特徴は、体系的に結腸を軸方向に伸張して、ひだを少
なくとも部分的に開きながら、それをしなければ検出されないままとなる可能性もあるポ
リープならびに他の潜在的な病変および実際の病変の検出が、結腸の目視検査によって可
能になることである。本特許出願の目的で、目視検査は、はっきり見通せることが要求さ
れるかそれが望ましい検査、たとえばＩＲまたは可視帯での検査であり、Ｘ線検査のいく
つかのタイプなど、はっきり見通せることが無関係の検査とは区別される。
【０２２５】
　以下、結腸を伸張させながらの、それをしなければ検出されないままとなる可能性もあ
るポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変の高度化した検出を示す図１１を
具体的に参照しながら、本発明の一実施形態のこの具体的な特徴および従来技術に対する
救命用の改良をより詳細に説明する。
【０２２６】
　図１０の段階Ｅでは、バルーン３１４は固定状態に膨張させられているが、結腸はまだ
伸張されていないことが分かる。モニタ３０４は、ＣＣＤ３０１の前方にある結腸の部分
の画像を示す。図１１のＥは、結腸を伸張する前である図１０の段階Ｅでモニタ３０４上
で見えるもののシミュレーション画像を示す。図１１のＦは、結腸が伸張されているとき
である図１０の段階Ｆでモニタ３０４上で見える結腸の概ね同じ部分のシミュレーション
画像を示す。このとき、段階Ｅでは結腸のひだＦによって視界から隠されるポリープＰが
見え、処置することができる。
【０２２７】
　本発明のバルーン付き内視鏡ツールの好ましい実施形態の具体的な特徴は、図１０およ
び図１１を参照しながら前述したように、いくつかのポリープならびに他の潜在的な病変
および実際の病変が、結腸を伸張することによってより見えやすくなることである。この
伸張によって、そのようなポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変は、結腸
の内側に向かって高く突出する。さらに、結腸の伸張は、そのようなポリープならびに他
の潜在的な病変および実際の病変が操作者にとってより見やすくなる、より滑らかで、よ
り視覚的に均一の背景を作り出し、それによりポリープならびに他の潜在的な病変および
実際の病変と、結腸の内部との視覚的コントラストを高める。
【０２２８】
　ここで、図１および図１０に示した実施形態のいずれかにおいて使用されるバルーン膨
張／収縮システム１３０の好ましい実施形態であるバルーン膨張／収縮システムの簡易構
成図である図１２を参照し、図１２のバルーン膨張／収縮システムの動作の好ましい様態
をともに示す簡易フローチャートである図１３Ａおよび図１３Ｂをさらに参照する。
【０２２９】
　本発明の一実施形態の具体的な特徴は、バルーン膨張／収縮システムが、従来技術の装
置よりも大幅に短い時間でバルーン膨張／収縮動作を行えること、好ましくは、従来技術
の装置よりも少なくとも２～３倍速くバルーン膨張を実施できることである。バルーン内
視鏡検査処置において、最大約２０回のバルーン膨張が実施されることがあるので、全体
的な治療時間に関してこれは極めて重要となり得る。
【０２３０】
　まず図１２を参照すると、１つもしくは複数のボタン、スイッチまたはペダルと、１つ
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もしくは複数の視覚的に知覚できる状態指示用のライト、ダイヤルまたは表示とを通常含
むユーザインターフェース４００を備えたバルーン膨張／収縮システムが提供されること
が分かる。ユーザインターフェース４００は、適切にプログラム制御されているマイクロ
コントローラなどのコンピュータ化コントローラ４０２とやり取りするものであり、その
機能の重要な部分は図１３Ａおよび図１３Ｂにおいて詳細に説明する。
【０２３１】
　コンピュータ化コントローラ４０２は、好ましくは、バルーン１１０（図１）などの、
内視鏡とともに使用するバルーン用に構成され、バルーン３１４（図１０）などの内視鏡
ツールバルーンを備える第１および第２の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０４および４０
６の動作を制御する。ポンプアセンブリ４０４および４０６は、それぞれ異なる内視鏡バ
ルーンまたは内視鏡ツールバルーンとともに使用され得ることが理解される。別法として
、別個のコンピュータ化コントローラ４０２が、第１および第２の膨張／収縮ポンプアセ
ンブリ４０４および４０６のそれぞれに対して設けられてもよく、あるいは第１および第
２の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０４および４０６のいずれかが不要にされてもよいこ
とが理解される。内視鏡バルーンおよび内視鏡ツールバルーンのいずれかまたは両方を選
択可能に使用するために、膨張／収縮ポンプアセンブリが１つだけ設けられてもよいこと
がさらに理解される。複数の膨張／収縮ポンプアセンブリが、複数の内視鏡バルーンを使
用するために設けられてもよいことがさらに理解される。
【０２３２】
　第１の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０４は、好ましくは圧力ポンプ４０８および真空
ポンプ４１０を備え、これらはそれぞれ、枝分かれした膨張／収縮チャネル４１２および
膨張／収縮チューブ１３１（図１）などの膨張／収縮チューブを介してバルーンの内部に
結合されている。枝分かれした膨張／収縮チャネル４１２は、弁４１６によって制御され
る圧力ポンプ接続枝路４１４および弁４２０によって制御される真空ポンプ接続枝路４１
８を含む。排出チャネル４２２は、弁４１６と圧力ポンプ４０８の間の圧力ポンプ接続枝
路４１４に結合されており、弁４２４によって制御される。
【０２３３】
　膨張／収縮チャネル４１２が、第１の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０４からバルーン
１１０（図１）などの内視鏡バルーンの内部に延在しているため、そのチャネル４１２と
圧力連通させて圧力レベルインジケータの配列されている。圧力レベルインジケータは、
ここではＦＰ１～ＦＰ８を付してあり、好ましくはバイナリ圧力インジケータであって、
それぞれ、膨張／収縮チャネル４１２内のその位置での圧力が所定の圧力閾値を超えてい
るかどうかの指示をコンピュータ化コントローラ４０２に送る。図１３Ａおよび図１３Ｂ
を参照しながら以下で詳述する好ましい実施形態においては、圧力レベルインジケータＦ
Ｐ１～ＦＰ８の典型的な圧力閾値は次の通りである：
圧力レベルインジケータ　　　　　　閾値圧力
　　　　ＦＰ１　　　　　　　　６０ミリバール
　　　　ＦＰ２　　　　　　　　７５ミリバール
　　　　ＦＰ３　　　　　　　　１０ミリバール
　　　　ＦＰ４　　　　　　　　１５ミリバール
　　　　ＦＰ５　　　　　　　　１８ミリバール
　　　　ＦＰ６　　　　　　　　２３ミリバール
　　　　ＦＰ７　　　　　　　　２６ミリバール
　　　　ＦＰ８　　　　　　　　３２ミリバール
　圧力インジケータＦＰ１～ＦＰ８の任意の適切な代わりの閾値が使用されてもよいこと
が理解される。好ましくは、ＦＰ１の閾値は５５～６７ミリバールの範囲内にあってもよ
く、ＦＰ１の閾値よりも高くなければならないＦＰ２の閾値は、６３～８０ミリバールの
範囲内にあってもよい。ＦＰ３の閾値は４～１８ミリバールの範囲内にあってもよく、Ｆ
Ｐ３の閾値よりも高くなければならないＦＰ４の閾値は、１３～２３ミリバールの範囲内
にあってもよい。
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【０２３４】
　ＦＰ５の閾値は１３～２５ミリバールの範囲内にあってもよく、ＦＰ５の閾値よりも高
くなければならないＦＰ６の閾値は、１７～３０ミリバールの範囲内にあってもよい。Ｆ
Ｐ７の閾値は２０～３０ミリバールの範囲内にあってもよく、ＦＰ７の閾値よりも高くな
ければならないＦＰ８の閾値は、２４～４０ミリバールの範囲内にあってもよい。別法と
して、ＦＰ３、ＦＰ５およびＦＰ７の閾値は、同一かつ７～２０ミリバールの範囲内にあ
ってもよい。
【０２３５】
　膨張／収縮チャネル４１２が、第１の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０４からバルーン
１１０（図１）などの内視鏡バルーンの内部に延在しているため、そのチャネル４１２と
圧力連通させて真空レベルインジケータＦＶが配置されている。真空レベルインジケータ
ＦＶは、好ましくはバイナリ真空インジケータであり、膨張／収縮チャネル４１２内のそ
の位置での真空が所定の圧力閾値を超えているかどうかの指示をコンピュータ化コントロ
ーラ４０２に送る。
【０２３６】
　圧力レベルインジケータＦＰ１～ＦＰ８および真空レベルインジケータＦＶのうちの１
つまたは複数は、１０１　Ｃｏｌｕｍｂｉａ　Ｒｏａｄ、Ｍｏｒｒｉｓｔｏｗｎ、ＮＪ　
０７９６２、ＵＳＡ所在のＨｏｎｅｙｗｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃ．
から市販されている、部品番号ＮＳＣ－ＤＩＰ－ＤＲ－１５０ＰＤ－ＵＮＶのＢｏａｒｄ
　Ｍｏｕｎｔ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ／Ｖａｃｕｕｍセンサなどの少なくとも１つの連続差圧
／真空センサ（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ／
ｖａｃｕｕｍ　ｓｅｎｓｏｒ）で置換されてもよいことが理解される。
【０２３７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、空気溜め４３０が、膨張／収縮チャネル４１２と
圧力連通させて設けられている。好ましくは、溜め４３０の容積は、ユーザインターフェ
ース４００およびコンピュータ化コントローラ４０２の操作を介して操作者によって選択
可能である。好ましくは、空気溜め４３０の容積は、０～９００ｃｃの範囲で選択的に可
変であってもよい。空気溜め４３０の容積は、操作者によって、たとえば使用中の特定の
内視鏡モデルに従って選択されてもよい。内部容積１１２と空気溜め４３０を合わせた容
積と、膨張バルーン容積１１６との比が許容範囲内に維持されるように、空気溜め４３０
の比較的大きな容積が、比較的小さな内部容積１１２を有する内視鏡の特定モデル用に選
択されてもよいことが理解され、その例は前述している。同様に、内部容積１１２と空気
溜め４３０を合わせた容積と、膨張バルーン容積１１６との比が上記の許容範囲内に維持
されるように、空気溜め４３０の比較的小さな容積が、比較的大きな内部容積１１２を有
する内視鏡の特定モデル用に選択されてもよい。
【０２３８】
　第２の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０６は、好ましくは圧力ポンプ４４８および真空
ポンプ４５０を備え、これらはそれぞれ、枝分かれした膨張／収縮チャネル４５２および
ツールバルーン膨張チューブ３１２（図１０）などの膨張／収縮チューブを介してバルー
ンの内部に結合されている。枝分かれした膨張／収縮チャネル４５２は、弁４５６によっ
て制御される圧力ポンプ接続枝路４５４および弁４６０によって制御される真空ポンプ接
続枝路４５８を含む。排出チャネル４６２は、弁４５６と圧力ポンプ４４８の間の圧力ポ
ンプ接続枝路４５４に結合されており、弁４６４によって制御される。
【０２３９】
　膨張／収縮チャネル４５２が、第２の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０６からバルーン
３１４（図１０）などの内視鏡ツールバルーンの内部に延在しているため、そのチャネル
４５２と圧力連通させて圧力レベルインジケータの配列されている。圧力レベルインジケ
ータは、ここではＳＰ１～ＳＰ８を付してあり、好ましくはバイナリ圧力インジケータで
あって、それぞれ、膨張／収縮チャネル内のその位置での圧力が所定の圧力閾値を超えて
いるかどうかの指示をコンピュータ化コントローラ４０２に送る。図１３Ａおよび図１３
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Ｂを参照しながら以下で詳述する好ましい実施形態においては、圧力レベルインジケータ
ＳＰ１～ＳＰ２の典型的な圧力閾値は次の通りである：
圧力レベルインジケータ　　　　　　閾値圧力
　　　　ＳＰ１　　　　　　　　６０ミリバール
　　　　ＳＰ２　　　　　　　　７５ミリバール
　　　　ＳＰ３　　　　　　　　１０ミリバール
　　　　ＳＰ４　　　　　　　　１５ミリバール
　　　　ＳＰ５　　　　　　　　１８ミリバール
　　　　ＳＰ６　　　　　　　　２３ミリバール
　　　　ＳＰ７　　　　　　　　２６ミリバール
　　　　ＳＰ８　　　　　　　　３２ミリバール
　圧力インジケータＳＰ１～ＳＰ８の任意の適切な代わりの閾値が使用されてもよいこと
が理解される。好ましくは、ＳＰ１の閾値は５５～６７ミリバールの範囲内にあってもよ
く、ＳＰ１の閾値よりも高くなければならないＳＰ２の閾値は、６３～８０ミリバールの
範囲内にあってもよい。ＳＰ３の閾値は４～１８ミリバールの範囲内にあってもよく、Ｓ
Ｐ３の閾値よりも高くなければならないＳＰ４の閾値は、１３～２３ミリバールの範囲内
にあってもよい。
【０２４０】
　ＳＰ５の閾値は１３～２５ミリバールの範囲内にあってもよく、ＳＰ５の閾値よりも高
くなければならないＳＰ６の閾値は、１７～３０ミリバールの範囲内にあってもよい。Ｓ
Ｐ７の閾値は２０～３０ミリバールの範囲内にあってもよく、ＳＰ７の閾値よりも高くな
ければならないＳＰ８の閾値は、２４～４０ミリバールの範囲内にあってもよい。別法と
して、ＳＰ３、ＳＰ５およびＳＰ７の閾値は、同一かつ７～２０ミリバールの範囲内にあ
ってもよい。
【０２４１】
　膨張／収縮チャネル４５２が、第２の膨張／収縮ポンプアセンブリ４０６からバルーン
３１４（図１０）などの内視鏡ツールバルーンの内部に延在しているため、そのチャネル
４５２と圧力連通させて真空レベルインジケータＳＶが配置されている。真空レベルイン
ジケータＳＶは、好ましくはバイナリ真空インジケータであり、膨張／収縮チャネル４５
２内のその位置での真空が所定の圧力閾値を超えているかどうかの指示をコンピュータ化
コントローラ４０２に送る。
【０２４２】
　圧力レベルインジケータＳＰ１～ＳＰ８および真空レベルインジケータＳＶのうちの１
つまたは複数は、Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃ．から市販
されている、部品番号ＮＳＣ－ＤＩＰ－ＤＲ－１５０ＰＤ－ＵＮＶのＢｏａｒｄ　Ｍｏｕ
ｎｔＰｒｅｓｓｕｒｅ／Ｖａｃｕｕｍセンサなどの少なくとも１つの連続差圧／真空セン
サで置換されてもよいことが理解される。
【０２４３】
　ここで、図１２のバルーン膨張／収縮システムの動作の好ましい様態をともに示す簡易
フローチャートである図１３Ａおよび図１３Ｂを参照し、本発明の好ましい実施形態に従
って作用する好ましい開ループの加圧処置を示すバルーン加圧の簡易図である図１４をさ
らに参照する。
【０２４４】
　患者の結腸または小腸などの患者の身体通路に内視鏡を挿入して、内視鏡バルーンまた
は内視鏡ツールバルーンなどの、身体通路内の所望の位置において膨張させることになる
第１のバルーンを位置決めした後、以下の処置が実施される。
【０２４５】
　操作者は、第１のバルーンを膨張させるのに適切な所望の膨張圧状態を選択する。選択
可能である典型的な膨張圧状態には、以下が含まれる：
機能　　　　　　　圧力範囲
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固定　　　　　ＦＰ１とＦＰ２の間
伸張Ｉ　　　　ＦＰ３とＦＰ４の間
伸張ＩＩ　　　ＦＰ５とＦＰ６の間
伸張ＩＩＩ　　ＦＰ７とＦＰ８の間
　第１のバルーンを管状の身体部分に固定しようとするとき、操作者は通常、ユーザイン
ターフェース４００（図１２）を使用して、固定状態に対応する固定圧力の範囲を選択す
る。
【０２４６】
　本発明の好ましい実施形態に従って管状の身体部分を伸張しようとするとき、操作者は
通常、ユーザインターフェース４００（図１２）を使用して、以下の因子のうちの１つま
たは複数に応じて伸張状態Ｉ、ＩＩまたはＩＩＩに対応する上記の中圧範囲の１つを選択
する：
　第１のバルーンの位置における管状の身体部分の内部断面の直径
　第１のバルーンの位置における管状の身体部分の湾曲の程度
　たとえば、右結腸、横行結腸、左結腸、回腸、空腸、食道および十二指腸などの、バル
ーンが位置する管状の身体部分の具体的な場所
　ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変の許容可能な検出を行うために必
要になると思われる伸張の程度
　バルーン膨張／収縮システム１３０などの本発明のバルーン膨張サブシステムの好まし
い実施形態の具体的な特徴は、そのシステムが、固定圧力と、適切な摺動可能な摩擦係合
の圧力との間での、さらには異なる摺動可能な摩擦係合の圧力状態間での手動または自動
切替えのいずれかを、その動作中いつでも、内視鏡検査処置の中で必要に応じて行うよう
に動作することである。
【０２４７】
　次に、操作者は、ユーザインターフェース４００（図１２）を使用して、Ｆ－膨張ボタ
ンを押すことによって、第１のバルーンの膨張を開始する。
【０２４８】
　この段階では、コンピュータ化コントローラが、以下に記載する動作の正確なシーケン
スを支配する。
【０２４９】
　バルーン膨張安全確認ルーチンが実施される。これは好ましくは、圧力インジケータＦ
Ｐ１～ＦＰ８のうちの関連するものの適切な動作の確認、弁４１６、４２０および４２４
のうちの関連するものの適切な動作の確認ならびに圧力ポンプ４０８の適切な動作の確認
を含む。
【０２５０】
　固定が選択された場合、第１のバルーンが、バルーンの固定に適した圧力まで膨張させ
られる。本発明の具体的な特徴は、第１のバルーンの膨張が開ループの膨張処理において
実施されることである。以下に詳述するものに代表される開ループの膨張処理では、圧力
インジケータＦＰ１～ＦＰ８が、膨張させられるバルーンにではなく、膨張／収縮システ
ム１３０（図１および図１０）内にあるとき、安全で確実かつ極めて時間効率が良いバル
ーン膨張が可能になる。
【０２５１】
　閉ループの従来技術のバルーン膨張とは対照的に、本発明の膨張／収縮システムの好ま
しい実施形態による開ループのバルーン膨張は、膨張バルーン圧インジケータで計測され
た圧力が、事前に設定された膨張バルーン圧を超過しても、所定継続時間にわたってバル
ーンを膨張させる少なくとも１つのステップを含む自動膨張シーケンスを実行することを
特徴とする。バルーン膨張所定継続時間は、膨張したバルーンの過膨張および結果として
検査時に身体通路に生じる可能性のある損傷を防ぐのに十分な短さである。本発明の自動
膨張シーケンスは、以下に説明するように、膨張時間全体のうち、従来技術の閉ループの
膨張シーケンスに比べてかなり大きな割合でバルーンの膨張を行う。
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【０２５２】
　好ましい開ループの膨張処理を、図１４を具体的に参照しながら以下に説明する。
【０２５３】
　弁４１６を開き、圧力インジケータＦＰ１がその閾値、典型的には６０ミリバールの超
過を示し、その後さらに所定時間Ｔ１が経過するまでの間、弁４２０および４２４が閉じ
た状態で圧力ポンプ４０８を動作させることによって、第１のバルーンが膨張させられる
。
【０２５４】
　次いで弁４１６が閉じられ、弁４２４が開かれる。一方、圧力インジケータＦＰ１とバ
ルーンの間を流れるバルーンへの空気流のため、圧力インジケータＦＰ１によって計測さ
れる圧力は低下する。弁４１６が閉じられてから、圧力インジケータＦＰ１がその位置で
の圧力がその閾値を下回ったと指示するまでの経過時間Ｔ２（１）が記録される。
【０２５５】
　Ｔ２（１）が所定継続時間ＴＬ以下の場合、弁４１６を開き、圧力インジケータＦＰ１
がその閾値、典型的には６０ミリバールの超過を示し、その後さらに所定時間Ｔ１が経過
するまでの間、弁４２０および４２４が閉じた状態で圧力ポンプ４０８を動作させること
によって、第１のバルーンが再度膨張させられる。
【０２５６】
　その後、弁４１６が再度閉じられ、弁４２４が再度開かれる。一方、圧力インジケータ
ＦＰ１とバルーンの間を流れるバルーンへの空気流のため、圧力インジケータＦＰ１によ
って計測される圧力は低下する。弁４１６が再度閉じられてから、圧力インジケータＦＰ
１が、その位置での圧力がその閾値を下回ったと再度指示するまでの経過時間Ｔ２（２）
が記録される。
【０２５７】
　Ｔ２（２）が所定継続時間ＴＬ以下の場合、Ｔ２（ｎ）が所定継続時間ＴＬを超えるま
で、上記の処置が最大ｎ回繰り返される。Ｔ２がＴＬを超えると、第１のバルーンは指定
された圧力範囲内まで膨張したとみなされる。
【０２５８】
　Ｔ１は固定されており、かつ、常にＴ２（１）を大幅に、典型的には０．５～１．５オ
ーダーの大きさだけ上回るようなものであることが理解される。Ｔ１はまた、継続時間Ｔ
１にわたってバルーンに供給される空気の体積が、場合により危険なバルーンの過膨張を
招くようなものにはならないように選択される。
【０２５９】
　Ｔ２は、部分的には、バルーンと膨張／収縮システムを接続する空気路の物理的特徴に
よって決定され、また、バルーンの現在の膨張度の関数であり、バルーンの膨張度が大き
くなるほど、Ｔ２は長くなる。
【０２６０】
　所定継続時間ＴＬは固定されていてもよく、またはＴ２の関数であってもよく、より具
体的にはＴ２（１）の関数であるのが好ましい。本発明の膨張／収縮システムの実施形態
によれば、ＴＬは以下の式で記述される。
ＴＬ＝Ｘ×Ｔ２（１）
式中、Ｘは１を超える係数であり、典型的には１．４から４の間である。
【０２６１】
　好ましくは、Ｔ１は０．３～１．５秒の範囲内にある。より好ましくは、Ｔ１は０．５
～１秒の範囲内にある。より好ましくは、Ｔ１は０．６～０．８秒の範囲内にある。本発
明の特定の好ましい実施形態によれば、Ｔ１は約０．７秒である。同様に、内視鏡バルー
ンが膨張させられるとき、Ｔ２（１）は典型的には１５～８０ミリ秒の範囲内にあり、多
くの場合、３０～５０ミリ秒の範囲内にある。内視鏡ツールバルーンが膨張させられると
き、Ｔ２（１）は典型的には０．１～０．４５秒の範囲内にあり、多くの場合、０．２～
０．３５秒の範囲内にある。
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【０２６２】
　本発明のバルーン膨張／収縮システムの具体的な特徴は、膨張デューティサイクル、す
なわち、バルーンが膨張させられている時間の比とバルーンが膨張させられていない時間
の比が、従来技術のバルーン膨張／収縮システムの膨張デューティサイクルを大幅に上回
ることである。
【０２６３】
　上記のように、本発明の好ましい実施形態の膨張デューティサイクルはＴ１とＴ２の比
として表されるが、従来技術である閉ループのシステムでは、膨張デューティサイクルは
ＴＣＬとＴ２の比で表され、ここで、ＴＣＬとは、弁４１６に対応する物を開いてから、
圧力インジケータＦＰ１に対応する物で計測された圧力がその閾値を超過したときにあた
る膨張の終了までの継続時間であり、Ｔ２は、本発明で使用されたのと同じ継続時間、す
なわち、弁４１６に対応する物を閉じてから、圧力インジケータＦＰ１に対応する物で計
測された圧力がその閾値を超えなくなる時間までの継続時間である。
【０２６４】
　実際上は、本発明における上記で定義される膨張デューティサイクルは、２から３５と
なる可能性があり、一方、対応する従来技術の閉ループのシステムにおける膨張デューテ
ィサイクルは０．５～１．５となるはずである。好ましくは、本発明における上記で定義
される膨張デューティサイクルは、少なくとも２である。より好ましくは、本発明におけ
る上記で定義される膨張デューティサイクルは、少なくとも５である。さらにより好まし
くは、本発明における上記で定義される膨張デューティサイクルは、少なくとも１０であ
る。
【０２６５】
　バルーン膨張の時間効率は、膨張デューティサイクルに対して正の相関関係にあること
が理解され、したがって、本発明は、対応する従来技術の閉ループのシステムを大幅に上
回る時間効率を有することが理解される。本発明の好ましい実施形態によってもたらされ
るバルーン膨張時間効率は、少なくとも１．５倍から４倍改善され、これは通常、対応す
る従来技術の閉ループの膨張システムにおける内視鏡ツールバルーンでの典型的なバルー
ン膨張処置が８秒かかるのに対して、内視鏡ツールバルーンでの典型的なバルーン膨張処
置は３秒であることを意味する。
【０２６６】
　この段階では、操作者がユーザインターフェース４００上のＦ－収縮ボタンを押すなど
してバルーン収縮命令を送るまで、バルーン圧維持処置が実施される。図１３Ｂに詳細に
記載したように、バルーン圧維持処置は常に、圧力インジケータＦＰ１には、その閾値が
超過されたことを指示させるように求め、かつ圧力インジケータＦＰ２には、その閾値以
下になったことを指示させるように求める。
【０２６７】
　圧力インジケータＦＰ２の閾値が超過されることがあれば、その閾値以下になったこと
を圧力インジケータＦＰ２が示すまで、弁４１６および４２４がともに開かれる。圧力イ
ンジケータＦＰ１の閾値が超過されなければ、圧力ポンプ４０８は、弁４１６が開かれ、
弁４２４が閉じられた状態で、圧力インジケータＦＰ２が、弁４１６が閉じられ、弁４２
４が開かれる点であるその閾値が超過されたことを指示するまで動作させられる。
【０２６８】
　弁４１６を閉じた後、圧力インジケータＦＰ２の閾値が超過された状態が継続時間ＴＭ
の間続くことがあれば、圧力インジケータＦＰ２がその閾値以下になったことを示すまで
、弁４１６および４２４がともに開かれる。この段階または適宜これ以前の段階で、圧力
ポンプ４０８はオフにされてもよい。
【０２６９】
　前述の説明は固定機能に関するものである。固定機能ではなく、３つの伸張機能Ｉ、Ｉ
ＩまたはＩＩＩのうちの１つが望ましい場合、所望の伸張機能が、操作者によってユーザ
インターフェース４００を介して選択される。圧力範囲および圧力インジケータの対応す
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る対が、選択された伸張機能に関連するものである点が異なるだけで、上記のものと実質
的に同一の処置が実施される。
【０２７０】
　したがって、操作者が伸張機能Ｉを選択する場合、圧力インジケータＦＰ３およびＦＰ
４が、上記の説明におけるそれぞれ圧力インジケータＦＰ１およびＦＰ２に代わる。同様
に、操作者が伸張機能ＩＩを選択する場合、圧力インジケータＦＰ５およびＦＰ６が、上
記の説明におけるそれぞれ圧力インジケータＦＰ１およびＦＰ２に代わり、また同様に、
操作者が伸張機能ＩＩＩを選択する場合、圧力インジケータＦＰ７およびＦＰ８が、上記
の説明におけるそれぞれ圧力インジケータＦＰ１およびＦＰ２に代わる。
【０２７１】
　上記の説明は第２のバルーンの膨張にも等しく適用され、そのような場合には、上記の
説明における符号ＦＰはＳＰで置き換えられることが理解される。
【０２７２】
　本発明の具体的な特徴は、図１２を参照しながら前述した膨張／収縮システムが、図１
３Ａおよび図１３Ｂを参照しながら前述した開ループの膨張処置およびバルーン圧維持処
置を採用することによって、バルーンが身体通路の長さに沿ってさまざまな位置に移動さ
せられるとき、その断面積の変化があっても、膨張したバルーンの膨張を、選択された固
定圧力または選択された摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するように動作するこ
とである。
【０２７３】
　第１および第２のバルーンの収縮は、操作者がユーザインターフェース４００を使用す
ることによって容易に達成することができる。操作者は、Ｆ－収縮ボタンまたはＳ－収縮
ボタンをそれぞれ押して、コンピュータ化コントローラ４０２に以下の収縮シーケンスを
実行させることができる。
【０２７４】
　第１または第２のバルーン用の収縮シーケンスは、好ましくは、対応する真空ポンプ４
１０または４５０を動作させることと、動作中、弁４１６を閉じる一方で弁４２０を開く
こと、または弁４５６を閉じる一方で弁４６０を開くこととを含む。これにより、各真空
インジケータＦＶまたはＳＶが所定の真空閾値が超過されたことを指示するまで、各バル
ーンから空気が引き抜かれ、その超過の指示のとき、対応する弁４２０または４６０は閉
じられ、対応する真空ポンプ４１０または４５０は動作を停止させられる。
【０２７５】
　図１２～図１３Ｂを参照しながら前述した膨張／収縮システムは、バルーン付き内視鏡
またはバルーン付き内視鏡ツールなど、任意の適切なタイプのバルーン付き内視鏡装置全
般の膨張および／または収縮を行うように動作することが理解される。
【０２７６】
　ほとんどの処置では、単一のバルーンのみが膨張させられることも理解される。図１２
～図１３Ｂを参照しながら前述した膨張／収縮システムは、１つの内視鏡バルーンおよび
１つの内視鏡ツールバルーン、あるいは、２つの内視鏡バルーンまたは２つのツールバル
ーンを含み得る２つのバルーンを膨張させる機能を備える。この機能は、内視鏡ツールバ
ルーンが使用されるか否か、また１つまたは複数の内視鏡バルーンが使用されるか否かに
かかわらず、その普遍的な使用を可能にするために、膨張／収縮システムの中に備えられ
ている。さらに、図１２～図１３Ｂを参照して前述した膨張／収縮システムは、出願人／
譲受人の、２００５年８月１８日に公開されたＰＣＴ出願公開ＷＯ２００５／０７４３７
７、２００７年２月１５日に公開されたＷＯ２００７／０１７８５４、および２０１１年
９月１５日に公開されたＷＯ２０１１／１１１０４０に記載されたものなどのダブルバル
ーン処置を実施するのに有用であり、これらの文献の開示内容は、参照により本明細書に
組み込まれる。
【０２７７】
　図１２～図１３Ｂを参照しながら前述した膨張／収縮システムは、好ましくは、出願人
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／譲受人の、２０１１年９月１５日に公開されたＰＣＴ出願公開ＷＯ２０１１／１１１０
４０に記載されたもののような、リアルタイムの漏洩自動監視機能を備えることがさらに
理解される。この文献の開示内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【０２７８】
　本発明は、図示したり本明細書に記載したりしたものには特に限定されないことが当業
者には理解されよう。むしろ、本発明の範囲には、上述したさまざまな特徴の組合せおよ
び部分的な組合せ、ならびに本明細書を読んだ当業者に想起され、かつ従来技術の範疇で
はない変形形態および改変形態が含まれる。
【０２７９】
　将来の分割出願のため、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明の態様を以下に記
載する。
＜態様１＞
　摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させられ、身体通路に沿って軸方向に移動させられ
たときに、上記身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合し、上記内壁を軸方向に伸張するよ
うに構成されたバルーンを含むバルーン付き内視鏡と、
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力まで上記バルーンを選択的に膨張させるように動作する
バルーン膨張サブシステムと
を備える、内視鏡検査システムである。
＜態様２＞
　軸方向に伸張されるとき、上記内壁を目視検査するように動作する目視検査機能をさら
に備える、態様１に記載の内視鏡検査システムである。
＜態様３＞
　軸方向に伸張されるとき、上記バルーン付き内視鏡が上記内壁を目視検査するように動
作する、態様１に記載の内視鏡検査システムである。
＜態様４＞
　上記バルーン膨張サブシステムが、上記摺動可能な摩擦係合の圧力とは異なる、固定圧
力の所定の範囲内の固定圧力まで、上記バルーンを選択的に膨張させるように動作する、
態様１から３のいずれかに記載の内視鏡検査システムである。
＜態様５＞
　上記固定圧力が少なくとも６０ミリバールである、態様４に記載の内視鏡検査システム
である。
＜態様６＞
　上記固定圧力と、上記摺動可能な摩擦係合の圧力の比が１．３～７の範囲内にある、態
様４または５に記載の内視鏡検査システムである。
＜態様７＞
　上記バルーン膨張サブシステムが、その動作中いつでも、上記固定圧力と、上記摺動可
能な摩擦係合の圧力とを手動で切り替えるように動作する、態様４から６のいずれかに記
載の内視鏡検査システムである。
＜態様８＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が３５ミリバール以下である、態様１から７のいずれか
に記載の内視鏡検査システムである。
＜態様９＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、上記バルーンが、膨張させられ、かつ移動させられ
たとき、上記内壁の自然なひだを少なくとも部分的に広げるように選択される、態様１か
ら８のいずれかに記載の内視鏡検査システムである。
＜態様１０＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、上記バルーンが、膨張させられ、かつ移動させられ
たとき、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病変と、上記内壁との視覚的コ
ントラストを高めるように選択される、態様１から９のいずれかに記載の内視鏡検査シス
テムである。
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【０２８０】
＜態様１１＞
　上記バルーン付き内視鏡および上記バルーン膨張サブシステムが、検査されている上記
身体通路の各部分が伸張状態にある間、上記身体通路の体系的な目視検査を可能にするよ
うに動作する、態様１から１０のいずれかに記載の内視鏡検査システムである。
＜態様１２＞
　上記バルーンが、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を上記内壁に行うように構
成されている、態様１から１１のいずれかに記載の内視鏡検査システムである。
＜態様１３＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態か
ら手動で選択可能である、態様１から１２のいずれかに記載の内視鏡検査システムである
。
＜態様１４＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態か
ら自動で選択可能である、態様１から１３のいずれかに記載の内視鏡検査システムである
。
＜態様１５＞
　上記複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態が、３～１５ミリバール、１５～
２３ミリバールおよび２３～３５ミリバールの対応する圧力範囲にある少なくとも３つの
摺動可能な摩擦係合の圧力状態を含む、態様１３または１４に記載の内視鏡検査システム
である。
＜態様１６＞
　上記バルーン膨張サブシステムが、その動作中いつでも、上記複数の選択可能で摺動可
能な摩擦係合の圧力状態間を手動で切り替えるように動作する、態様１３から１５のいず
れかに記載の内視鏡検査システムである。
＜態様１７＞
　上記バルーンの膨張近傍に、上記バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすように構成された
ガス溜めをさらに備える、態様１から１６のいずれかに記載の内視鏡検査システムである
。
＜態様１８＞
　上記ガス溜めが、上記バルーン付き内視鏡の内部容積および空気溜めの少なくとも一方
を含む、態様１７に記載の内視鏡検査システムである。
＜態様１９＞
　上記ガス溜めが、選択可能な容積を含む、態様１７または１８に記載の内視鏡検査シス
テムである。
＜態様２０＞
　上記ガス溜めの上記選択可能容積が０～９００ｃｃの範囲で可変である、態様１９に記
載の内視鏡検査システムである。
【０２８１】
＜態様２１＞
　上記バルーンが、上記ガス溜めの上記容積の３分の１未満である膨張バルーン容積を含
むように構成されている、態様１７から２０のいずれかに記載の内視鏡検査システムであ
る。
＜態様２２＞
　上記バルーンがポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている、態様１
から２１のいずれかに記載の内視鏡検査システムである。
＜態様２３＞
　上記バルーンの外表面が、向上した摺動可能な摩擦係合を上記身体通路に行うように構
成されている、態様１から２２のいずれかに記載の内視鏡検査システムである。
＜態様２４＞
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　上記バルーン膨張サブシステムが、開ループの膨張シーケンスにおいて、上記バルーン
を膨張させるように動作する、態様１から２３のいずれかに記載の内視鏡検査システムで
ある。
＜態様２５＞
　上記身体通路が、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む、態様１
から２４のいずれかに記載の内視鏡検査システムである。
＜態様２６＞
　上記バルーン膨張サブシステムが、上記バルーンの膨張を、上記身体通路の、その長さ
に沿ったさまざまなバルーン位置で、上記位置における上記身体通路の断面積の変化があ
っても、上記摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するように動作する、態様１から
２５のいずれかに記載の内視鏡検査システムである。
＜態様２７＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、上記内壁の少なくとも３５％の軸方向の伸張をもた
らすように構成された所定の圧力範囲内に設定される、態様１から２６のいずれかに記載
の内視鏡検査システムである。
＜態様２８＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、上記内壁の少なくとも６０％の軸方向の伸張をもた
らすように構成された所定の圧力範囲内に設定される、態様１から２６のいずれかに記載
の内視鏡検査システムである。
＜態様２９＞
　身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバルーン付き内視鏡を移動させ、それによ
って上記内壁の軸方向への伸張を生じさせるステップと、
　上記内壁が軸方向に伸張されている間に上記内壁を目視検査するステップと
を含む、内視鏡検査方法である。
＜態様３０＞
　上記移動させるステップの前に、上記バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩
擦係合の圧力まで膨張させるステップをさらに含む、態様２９に記載の内視鏡検査方法で
ある。
【０２８２】
＜態様３１＞
　上記バルーン付き内視鏡のバルーンを収縮させるステップをさらに含む、態様２９また
は３０に記載の内視鏡検査方法である。
＜態様３２＞
　バルーン付き内視鏡を上記移動させるステップが、上記バルーン付き内視鏡を、上記身
体通路の少なくとも一部の中で引くステップを含む、態様２９から３１のいずれかに記載
の内視鏡検査方法である。
＜態様３３＞
　上記バルーンを収縮状態にしたまま、上記身体通路内の上記バルーン付き内視鏡を軸方
向に移動させるステップをさらに含む、態様２９から３２のいずれかに記載の内視鏡検査
方法である。
＜態様３４＞
　上記内壁の軸方向の伸張を上記生じさせるステップが、上記内壁の自然なひだを少なく
とも部分的に広げるステップを含む、態様２９から３３のいずれかに記載の内視鏡検査方
法である。
＜態様３５＞
　上記内壁の軸方向の伸張を上記生じさせるステップが、ポリープならびに他の潜在的な
病変および実際の病変と、上記内壁との視覚的コントラストを高めるステップを含む、態
様２９から３４のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様３６＞
　身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバルーン付き内視鏡を上記移動させるステ
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ップが、上記身体通路内の物質および流体を、上記内壁の目視検査の前に、そこから少な
くとも部分的に除去するステップを含む、態様２９から３５のいずれかに記載の内視鏡検
査方法である。
＜態様３７＞
　上記バルーンを、上記摺動可能な摩擦係合の圧力よりも高い、固定圧力の所定の範囲内
の固定圧力まで膨張させるステップをさらに含む、態様３０から３６のいずれかに記載の
内視鏡検査方法である。
＜態様３８＞
　上記身体通路の検査中いつでも、上記固定圧力と、上記摺動可能な摩擦係合の圧力とを
手動で切り替えるステップをさらに含む、態様３７に記載の内視鏡検査方法である。
＜態様３９＞
　上記内壁が軸方向に伸張されている間に上記内壁を上記目視検査するステップが、検査
されている上記身体通路の各部分が伸張状態にある間に、上記身体通路を体系的に目視検
査するステップを含む、態様２９から３８のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
【０２８３】
＜態様４０＞
　上記バルーンが、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を身体通路の内壁に行い、
それによって、概して周方向に均一の上記内壁の軸方向の伸張を生じさせるように構成さ
れている、態様２９から３９のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様４１＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力を、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態か
ら選択するステップをさらに含む、態様３０から４０のいずれかに記載の内視鏡検査方法
である。
＜態様４２＞
　上記身体通路の検査中いつでも、上記複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態
間で切り替えるステップをさらに含む、態様４１に記載の内視鏡検査方法である。
＜態様４３＞
　上記膨張させるステップが、上記バルーンの膨張近傍にガス溜めを採用し、それによっ
て、上記バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすステップを含む、態様３０から４２のいずれ
かに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様４４＞
　上記ガス溜めを上記採用するステップが、上記バルーン付き内視鏡の内部容積および空
気溜めの少なくとも一方を採用するステップを含む、態様４３に記載の内視鏡検査方法で
ある。
＜態様４５＞
　上記ガス溜めの容積を選択するステップをさらに含む、態様４３または４４に記載の内
視鏡検査方法である。
＜態様４６＞
　上記バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるよう
に動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
　開ループの膨張シーケンスにおいて、上記バルーン膨張サブシステムにより、上記摺動
可能な摩擦係合の圧力に上記バルーンを膨張させるステップと
をさらに含む、態様２９から４５のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様４７＞
　上記バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させるよう
に動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
　上記バルーン膨張サブシステムにより、摺動可能な摩擦係合の圧力に上記バルーンを膨
張させるステップと、
　上記バルーン膨張サブシステムを動作させて、上記身体通路の、その長さに沿った断面
積の変化があっても、上記バルーンの膨張を上記摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維
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持するステップと
をさらに含む、態様２９から４５のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様４８＞
　上記身体通路が、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む、態様２
９から４７のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様４９＞
　上記内壁を上記軸方向に伸張させるステップが、上記内壁の少なくとも３５％を軸方向
に伸張させるステップを含む、態様２９から４８のいずれかに記載の内視鏡検査方法であ
る。
＜態様５０＞
　上記内壁を上記軸方向に伸張させるステップが、上記内壁の少なくとも６０％を軸方向
に伸張させるステップを含む、態様２９から４９のいずれかに記載の内視鏡検査方法であ
る。
【０２８４】
＜態様５１＞
　内視鏡と、
　上記内視鏡に恒久的に取り付けられたバルーンであって、バルーンの交換なしで、複数
回の使用およびかかる複数回の使用のうちの何回かの間の再処理用に、上記内視鏡に構成
され、かつ取り付けられているバルーンと、
　上記バルーンを選択的に膨張させるように動作するバルーン膨張サブシステムと
を備える、複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムである。
＜態様５２＞
　上記バルーンが前方端部および後方端部を有し、
　上記前方端部および上記後方端部が、上記内視鏡の各剛性取付け要素の上に取り付けら
れている、態様５１に記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムである。
＜態様５３＞
　上記剛性取付け要素のうちの少なくとも１つが、上記内視鏡の剛性カラー要素である、
態様５２に記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムである。
＜態様５４＞
　上記剛性取付け要素のうちの少なくとも１つが、上記内視鏡の剛性先端部分である、態
様５２または５３に記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムである。
＜態様５５＞
　上記バルーン付き内視鏡が、その前方部分に管状の密閉用湾曲ゴムシースを備え、
　上記バルーンの長さが、上記管状の密閉用湾曲ゴムシースの長さとほぼ等しく、並んで
位置している、態様５１から５４のいずれかに記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査
システムである。
＜態様５６＞
　上記バルーンがポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている、態様５
１から５５のいずれかに記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムである。
＜態様５７＞
　上記バルーンが、２０～３５ミクロンの範囲の厚さを有する、態様５１から５６のいず
れかに記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムである。
＜態様５８＞
　上記バルーン付き内視鏡が、上記バルーンを交換する必要なく、従来の再処理１００サ
イクルにわたって耐えるように構成されている、態様５１から５７のいずれかに記載の複
数回使用バルーン付き内視鏡検査システムである。
＜態様５９＞
　上記バルーン付き内視鏡が、上記バルーンを交換する必要なく、従来の再処理１，２０
０サイクルにわたって耐えるように構成されている、態様５１から５８のいずれかに記載
の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムである。



(93) JP 2017-94175 A 2017.6.1

＜態様６０＞
　上記バルーン付き内視鏡が、上記バルーンを交換する必要なく、少なくとも５年間繰り
返し使用されるように構成されている、態様５１から５９のいずれかに記載の複数回使用
バルーン付き内視鏡検査システムである。
【０２８５】
＜態様６１＞
　得られるバルーン付き内視鏡が複数回の内視鏡検査処置に適するようにバルーンが取り
付けられた内視鏡を設けるステップと、
　上記バルーンが取り付けられた上記内視鏡を採用する複数回の内視鏡検査処置を実施す
るステップと、
　かかる複数回の内視鏡検査処置のうちの何回かの間に、バルーンの交換なしで、上記バ
ルーンが取り付けられた上記内視鏡を再処理するステップと
を含む、複数回使用バルーン内視鏡検査方法である。
＜態様６２＞
　上記複数回の内視鏡検査処置を実施するステップが、少なくとも１００回の内視鏡検査
処置を実施するステップを含む、態様６１に記載の複数回使用バルーン内視鏡検査方法で
ある。
＜態様６３＞
　上記複数回の内視鏡検査処置を実施するステップが、少なくとも５００回の内視鏡検査
処置を実施するステップを含む、態様６１に記載の複数回使用バルーン内視鏡検査方法で
ある。
＜態様６４＞
　上記複数回の内視鏡検査処置を実施するステップが、少なくとも１，２００回の内視鏡
検査処置を実施するステップを含む、態様６１に記載の複数回使用バルーン内視鏡検査方
法である。
＜態様６５＞
　上記複数回の内視鏡検査処置を実施するステップが、少なくとも３，６００回の内視鏡
検査処置を実施するステップを含む、態様６１に記載の複数回使用バルーン内視鏡検査方
法である。
＜態様６６＞
　摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させられ、身体通路に沿って軸方向に移動させられ
たときに、上記身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合し、実質的に上記内壁の全長に沿っ
て、上記内壁を体系的に軸方向に伸張するように構成されているバルーンを備える、バル
ーン付き内視鏡と、
　上記バルーンの膨張を、上記身体通路の、その長さに沿った断面積の変化があっても、
上記摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するように動作するバルーン膨張サブシス
テムと
を備える、体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様６７＞
　上記内壁が軸方向に伸張されるとき、上記内壁を目視検査するように動作する目視検査
機能をさらに備える、態様６６に記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様６８＞
　上記内壁が軸方向に伸張されるとき、上記バルーン付き内視鏡が、上記内壁を体系的に
目視検査するように動作する、態様６６に記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システム
である。
＜態様６９＞
　上記バルーン膨張サブシステムが、上記摺動可能な摩擦係合の圧力とは異なる、固定圧
力の所定の範囲内の固定圧力まで、上記バルーンを選択的に膨張させるように動作する、
態様６６から６８のいずれかに記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
【０２８６】
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＜態様７０＞
　上記固定圧力と、上記摺動可能な摩擦係合の圧力の比が１．３～７の範囲内にある、態
様６９に記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様７１＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が３５ミリバール以下である、態様６６から７０のいず
れかに記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様７２＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、上記バルーンの膨張および移動によって上記内壁の
自然なひだが少なくとも部分的に広がるように構成されている、態様６６から７１のいず
れかに記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様７３＞
　上記バルーンの膨張および移動が、ポリープならびに他の潜在的な病変および実際の病
変と、上記内壁との視覚的コントラストを高めるように作用するように、上記摺動可能な
摩擦係合の圧力が構成されている、態様６６から７２のいずれかに記載の体系的軸方向伸
張型内視鏡検査システムである。
＜態様７４＞
　上記バルーンが、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を上記内壁に行うように構
成されている、態様６６から７３のいずれかに記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査シス
テムである。
＜態様７５＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態か
ら選択可能である、態様６６から７４のいずれかに記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査
システムである。
＜態様７６＞
　上記バルーン膨張サブシステムが、その動作中いつでも、上記複数の摺動可能な摩擦係
合の圧力状態間での手動切替えを行うように動作する、態様６６から７５のいずれかに記
載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様７７＞
　上記バルーンの膨張近傍に、上記バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすように構成された
ガス溜めをさらに含む、態様６６から７６のいずれかに記載の体系的軸方向伸張型内視鏡
検査システムである。
＜態様７８＞
　上記ガス溜めが、上記バルーン付き内視鏡の内部容積および空気溜めの少なくとも一方
を含む、態様７７に記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様７９＞
　上記バルーンが、上記ガス溜めの上記容積の３分の１未満である膨張バルーン容積を含
むように構成されている、態様７７または７８に記載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査シ
ステムである。
【０２８７】
＜態様８０＞
　上記バルーン膨張サブシステムが、開ループの膨張シーケンスにおいて上記バルーンを
膨張させるように動作する、態様６６から７９のいずれかに記載の体系的軸方向伸張型内
視鏡検査システムである。
＜態様８１＞
　上記バルーンが、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つの中でその所望
の伸張を行うために、膨脹可能かつ移動可能である、態様６６から８０のいずれかに記載
の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様８２＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、上記内壁の少なくとも３５％の軸方向の伸張をもた
らすように選択された所定の圧力範囲内に設定される、態様６６から８１のいずれかに記
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載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様８３＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、上記内壁の少なくとも６０％の軸方向の伸張をもた
らすように選択された所定の圧力範囲内に設定される、態様６６から８２のいずれかに記
載の体系的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様８４＞
　身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバルーン付き内視鏡を体系的に移動させ、
それによって、上記身体通路の全長に実質的に沿った、上記内壁の軸方向の伸張を生じさ
せるステップと、
　上記内壁が軸方向に伸張されている間に上記内壁のほぼ全体を目視検査するステップと
を含む、内視鏡検査方法である。
＜態様８５＞
　上記移動させるステップの前に、上記バルーン付き内視鏡のバルーンを、摺動可能な摩
擦係合の圧力まで膨張させるステップをさらに含む、態様８４に記載の内視鏡検査方法で
ある。
＜態様８６＞
　上記膨張させるステップが、上記バルーンの膨張近傍にガス溜めを採用し、それによっ
て、上記バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすステップを含む、態様８５に記載の内視鏡検
査方法である。
＜態様８７＞
　上記身体通路の、その長さに沿った断面積の変化があっても、上記バルーンの膨張を上
記摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持するステップをさらに含む、態様８５または
８６に記載の内視鏡検査方法である。
＜態様８８＞
　上記バルーン付き内視鏡の上記バルーンを収縮させるステップをさらに含む、態様８５
から８７のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様８９＞
　バルーン付き内視鏡を上記体系的に移動させるステップが、上記バルーン付き内視鏡を
体系的に引くステップを含む、態様８５から８８のいずれかに記載の内視鏡検査方法であ
る。
【０２８８】
＜態様９０＞
　上記バルーンを収縮状態にしたまま、上記身体通路内の上記バルーン付き内視鏡を軸方
向に移動させるステップをさらに含む、態様８５から８９のいずれかに記載の内視鏡検査
方法である。
＜態様９１＞
　上記内壁の軸方向の伸張を上記生じさせるステップが、上記内壁の自然なひだを少なく
とも部分的に広げるステップを含む、態様８５から９０のいずれかに記載の内視鏡検査方
法である。
＜態様９２＞
　上記内壁の軸方向の伸張を上記生じさせるステップが、ポリープならびに他の潜在的な
病変および実際の病変と、上記内壁との視覚的コントラストを高めるステップを含む、態
様８５から９１のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様９３＞
　身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合させたバルーン付き内視鏡を上記移動させるステ
ップが、上記身体通路内の物質および流体を、目視検査される上記内壁から、少なくとも
部分的に除去するステップを含む、態様８５から９２のいずれかに記載の内視鏡検査方法
である。
＜態様９４＞
　上記バルーンを、上記摺動可能な摩擦係合の圧力よりも高い、固定圧力の所定の範囲内
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の固定圧力まで膨張させるステップをさらに含む、態様８５から９３のいずれかに記載の
内視鏡検査方法である。
＜態様９５＞
　上記バルーンが、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を上記内壁に行い、それに
よって、概して周方向に均一の上記内壁の軸方向の伸張を生じさせるように構成されてい
る、態様８５から９４のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様９６＞
　上記バルーン付き内視鏡の上記バルーンを、上記摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張さ
せるように動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
　開ループの膨張シーケンスにおいて、上記バルーン膨張サブシステムにより、上記摺動
可能な摩擦係合の圧力まで上記バルーンを膨張させるステップと
をさらに含む、態様８５から９５のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様９７＞
　上記バルーン付き内視鏡の上記バルーンを、上記摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張さ
せるように動作するバルーン膨張サブシステムを設けるステップと、
　上記バルーン膨張サブシステムにより、上記摺動可能な摩擦係合の圧力まで上記バルー
ンを膨張させるステップと、
　上記バルーン膨張サブシステムを動作させて、上記身体通路の、その長さに沿った断面
積の変化があっても、上記バルーンの膨張を上記摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維
持するステップと
をさらに含む、態様８５から９５のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様９８＞
　上記身体通路が、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む、態様８
５から９７のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様９９＞
　バルーン付き内視鏡ツールを身体通路の内壁に係合するように固定するステップと、
　上記身体通路の上記内壁に固定係合した上記バルーン付き内視鏡ツールを前方に移動さ
せ、それによって上記身体通路の上記内壁の軸方向の伸張を生じさせるステップと、
　上記内壁が軸方向に伸張されている間に上記内壁を目視検査するステップと
を含む、内視鏡検査方法である。
【０２８９】
＜態様１００＞
　バルーン付き内視鏡ツールを身体通路の内壁に係合するように上記固定するステップが
、上記バルーン付き内視鏡ツールのバルーンを、上記身体通路内で固定圧力まで膨張させ
るステップを含む、態様９９に記載の内視鏡検査方法である。
＜態様１０１＞
　上記内壁が軸方向に伸張されている間に上記内壁を上記目視検査するステップが、内視
鏡を採用する、態様１００に記載の内視鏡検査方法である。
＜態様１０２＞
　上記バルーン付き内視鏡ツールを上記内視鏡の器具チャネル内に挿入し、上記バルーン
付き内視鏡ツールを上記内視鏡の前方に位置付けるステップをさらに含む、態様１０１に
記載の内視鏡検査方法である。
＜態様１０３＞
　上記身体通路の上記内壁に固定係合した上記バルーン付き内視鏡ツールを前方に移動さ
せながら、上記身体通路内の上記内視鏡を後退させるステップをさらに含む、態様１０１
または１０２に記載の内視鏡検査方法である。
＜態様１０４＞
　上記バルーン付き内視鏡ツールのバルーンを上記内視鏡の前方端の前方に位置付けるス
テップと、
　上記バルーンを上記身体通路で膨張させ、それによって固定するステップと、
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　その後、上記バルーン付き内視鏡ツールを前方に押し、それによって上記身体通路を伸
張して、ひだが減少することで上記身体通路の内部をよく見えるようにするステップと、
　上記身体通路の伸張されている部分を目視検査するステップと
を複数回繰り返し実行するステップをさらに含む、態様９９から１０３のいずれかに記載
の内視鏡検査方法である。
＜態様１０５＞
　上記バルーン付き内視鏡ツールのバルーンを収縮させるステップをさらに含む、態様９
９から１０４のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様１０６＞
　上記バルーン付き内視鏡ツールを上記身体通路内で後方に引くステップをさらに含む態
様９９から１０５のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様１０７＞
　上記内壁の軸方向の伸張を上記生じさせるステップが、上記内壁の自然なひだを少なく
とも部分的に広げるステップを含む、態様９９から１０６のいずれかに記載の内視鏡検査
方法である。
＜態様１０８＞
　上記内壁の軸方向の伸張を上記生じさせるステップが、ポリープならびに他の潜在的な
病変および実際の病変と、上記内壁との視覚的コントラストを高めるステップを含む、態
様９９から１０７のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様１０９＞
　上記バルーン付き内視鏡ツールが、検査されている上記身体通路の各部分が伸張状態に
ある間、上記身体通路を体系的に目視検査するように構成されている、態様９９から１０
８のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
【０２９０】
＜態様１１０＞
　上記バルーンが、開ループの膨張シーケンスにおいて膨張させられる、態様１００から
１０９のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様１１１＞
　上記身体通路が、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む、態様９
９から１１０のいずれかに記載の内視鏡検査方法である。
＜態様１１２＞
　上記内壁を上記軸方向に伸張させるステップが、上記内壁の少なくとも３５％を軸方向
に伸張させるステップを含む、態様９９から１１１のいずれかに記載の内視鏡検査方法で
ある。
＜態様１１３＞
　上記内壁を上記軸方向に伸張させるステップが、上記内壁の少なくとも６０％を軸方向
に伸張させるステップを含む、態様９９から１１２のいずれかに記載の内視鏡検査方法で
ある。
＜態様１１４＞
　概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させられ、上記身体通路に沿
って軸方向に移動させられたときに、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を身体通
路の内壁に行い、実質的にその全長に沿った上記内壁の軸方向の伸張を行うように構成さ
れたバルーンを含むバルーン付き内視鏡と、
　上記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力まで、上記バルーンを選択的に膨
張させるように動作するバルーン膨張サブシステムと
を備える、軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様１１５＞
　上記バルーン付き内視鏡が、軸方向に伸張されるとき、上記内壁を目視検査するように
動作する、態様１１４に記載の軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様１１６＞
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　上記バルーン膨張サブシステムが、上記摺動可能な摩擦係合の圧力とは異なる、固定圧
力の所定の範囲内の固定圧力まで、上記バルーンを選択的に膨張させるように動作する、
態様１１４または１１５に記載の軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様１１７＞
　上記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力が３５ミリバール以下である、態
様１１４から１１６のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様１１８＞
　上記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力が、上記内壁の自然なひだを、伸
張されたときに少なくとも部分的に広げるように構成される、態様１１４から１１７のい
ずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様１１９＞
　上記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力が、伸張されたときにポリープな
らびに他の潜在的な病変および実際の病変と、上記内壁との視覚的コントラストを高める
ように構成される、態様１１４から１１８のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査シ
ステムである。
【０２９１】
＜態様１２０＞
　上記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力が、上記身体通路内の物質および
流体を、上記内壁の目視検査の前に、そこから少なくとも部分的に除去するように構成さ
れる、態様１１４から１１９のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システムである
。
＜態様１２１＞
　上記バルーンの膨張近傍に、上記バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすように構成された
ガス溜めをさらに含む、態様１１４から１２０のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検
査システムである。
＜態様１２２＞
　上記バルーンが、ポリウレタン系Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ１１８５Ａでできている、態様
１１４から１２１のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様１２３＞
　上記バルーンが２０～３５ミクロンの範囲の厚さを有する、態様１１４から１２２のい
ずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様１２４＞
　上記バルーン膨張サブシステムが、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１
つの中で、上記バルーンを選択的に膨張させるように動作する、態様１１４から１２３の
いずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様１２５＞
　上記バルーン膨張サブシステムが、上記身体通路の、その長さに沿った断面積の変化が
あっても、上記バルーンの膨張を、上記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力
に自動的に維持するように動作する、態様１１４から１２４のいずれかに記載の軸方向伸
張型内視鏡検査システムである。
＜態様１２６＞
　所定の開ループの膨張シーケンスを行うバルーン膨張機能と、
　バルーン収縮機能と
を備える、内視鏡とともに使用するバルーン膨張／収縮システムである。
＜態様１２７＞
　上記バルーン膨張機能が、検査時に、バルーン付き内視鏡装置のバルーンを、身体通路
の内壁に係合するように、固定圧力および摺動可能な摩擦係合の圧力の少なくとも一方ま
で膨張させるように動作する、態様１２６に記載のバルーン膨張／収縮システムである。
＜態様１２８＞
　膨張バルーン圧インジケータをさらに備え、上記膨張バルーン圧インジケータにおいて
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計測された圧力が、事前に設定された膨張バルーン圧を超過しても、所定継続時間にわた
ってバルーンを膨張させる少なくとも１つのステップを含む自動膨張シーケンスが、上記
開ループの膨張シーケンスに含まれる、態様１２７に記載のバルーン膨張／収縮システム
である。
＜態様１２９＞
　上記バルーン膨張所定継続時間が、上記膨張したバルーンの過膨張および結果として検
査時に上記身体通路に生じる可能性のある損傷を防ぐのに十分な短さである、態様１２８
に記載のバルーン膨張／収縮システムである。
【０２９２】
＜態様１３０＞
　上記バルーン膨張機能が、上記バルーン膨張所定継続時間の終了から、圧力インジケー
タがその位置での圧力が所定の閾値を下回ったと指示するまでの圧力低下継続時間を記録
するように構成されている、態様１２８または１２９に記載のバルーン膨張／収縮システ
ムである。
＜態様１３１＞
　上記所定の開ループの膨張シーケンスが、上記バルーン膨張所定継続時間と上記圧力低
下継続時間の比として定義される膨張デューティサイクルを、少なくとも２として行うよ
うに構成されている、態様１３０に記載のバルーン膨張／収縮システムである。
＜態様１３２＞
　上記所定の開ループの膨張シーケンスが、上記バルーン膨張所定継続時間と上記圧力低
下継続時間の比として定義される膨張デューティサイクルを、少なくとも５として行うよ
うに構成されている、態様１３０に記載のバルーン膨張／収縮システムである。
＜態様１３３＞
　開ループの膨張シーケンスによって、バルーン付き内視鏡装置のバルーンを、身体通路
の内壁に係合するように膨張させるステップと、
　上記バルーン付き内視鏡装置を収縮させるステップと
を含む、内視鏡検査方法である。
＜態様１３４＞
　上記開ループの膨張シーケンスによって上記バルーンを上記膨張させるステップが、膨
張バルーン圧インジケータにおいて計測された圧力が、事前に設定された膨張バルーン圧
を超過しても、所定継続時間にわたって上記バルーンを膨張させる少なくとも１つのステ
ップを含む自動膨張シーケンスを実行するステップを含む、態様１３３に記載の内視鏡検
査方法である。
＜態様１３５＞
　固定圧力の所定の範囲内の固定圧力までのバルーンの膨張を行うバルーン固定機能と、
　固定圧力の上記所定の範囲とは異なる、摺動可能な摩擦係合の圧力の所定の範囲内の少
なくとも１つの摺動可能な摩擦係合の圧力までの上記バルーンの膨張を行う、バルーン摺
動可能な摩擦係合機能と
を備える、内視鏡とともに使用するバルーン膨張／収縮システムである。
＜態様１３６＞
　上記固定圧力が少なくとも６０ミリバールである、態様１３５に記載のバルーン膨張／
収縮システムである。
＜態様１３７＞
　上記固定圧力と、上記摺動可能な摩擦係合の圧力との比が１．３～７の範囲内にある、
態様１３５または１３６に記載のバルーン膨張／収縮システムである。
＜態様１３８＞
　その動作中いつでも、上記固定圧力と、上記摺動可能な摩擦係合の圧力との手動切替え
を行うようにさらに動作する、態様１３５から１３７のいずれかに記載のバルーン膨張／
収縮システムである。
＜態様１３９＞
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　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が３５ミリバール以下である、態様１３５から１３８の
いずれかに記載のバルーン膨張／収縮システムである。
【０２９３】
＜態様１４０＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、摺動可能な摩擦係合の圧力の上記所定の範囲内で手
動で選択可能である、態様１３５から１３９のいずれかに記載の内視鏡検査システムであ
る。
＜態様１４１＞
　上記バルーン固定機能およびバルーン摺動可能な摩擦係合機能の少なくとも一方が、開
ループの膨張シーケンスにおいて上記バルーンを膨張させるように動作する、態様１３５
から１４０のいずれかに記載の内視鏡検査システムである。
＜態様１４２＞
　上記バルーン固定機能およびバルーン摺動可能な摩擦係合機能の少なくとも一方が、上
記バルーンの膨張を、上記バルーンが膨張係合する身体通路の、その長さに沿った断面積
の変化があっても、それぞれ固定圧力または摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持す
るように動作する、態様１３５から１４１のいずれかに記載の内視鏡検査システムである
。
＜態様１４３＞
　バルーン付き内視鏡で使用するためのバルーンであって、上記バルーンが中心部分なら
びに第１および第２の端部を有し、
　上記中心部分が、摩擦係合を高める外向きの表面構成を有すること、
　上記バルーンの伸縮性が、上記バルーンの内部にかかる内部圧力の非線形関数であるこ
と、ならびに
　上記第１および第２の端部が、それらの内側半径の少なくとも約２倍の長さを有するこ
と
のうちの少なくとも１つを特徴とする、バルーン付き内視鏡で使用するためのバルーンで
ある。
＜態様１４４＞
　上記バルーンの、上記摩擦係合を高める外向きの表面構成が、摩擦係合を高めるひだを
含む、態様１４３に記載のバルーン付き内視鏡で使用するためのバルーンである。
＜態様１４５＞
　上記バルーンの、上記摩擦係合を高める外向きの表面構成が、高摩擦コーティングを含
む、態様１４３または１４４に記載のバルーン付き内視鏡で使用するためのバルーンであ
る。
＜態様１４６＞
　上記バルーンが、比較的低い動作内部圧力下では比較的伸縮性がなく、比較的高い動作
内部圧力下では比較的伸縮性がある、態様１４３から１４５のいずれかに記載のバルーン
付き内視鏡で使用するためのバルーンである。
＜態様１４７＞
　内視鏡に取り付けられたバルーンであって、上記バルーンが中心部分ならびに第１およ
び第２の端部を有し、
　上記中心部分が、摩擦係合を高める外向きの表面構成を有すること、
　上記バルーンの伸縮性が、上記バルーンの内部にかかる内部圧力の非線形関数であるこ
と、
　上記第１および第２の端部が、それらの内側半径の少なくとも約２倍の長さを有するこ
と、
　上記バルーンの上記全体的な端部間の長さが、十分に湾曲されたときに、上記内視鏡の
外側を向いた下層の表面の全長に少なくとも等しいこと、
　上記バルーンの上記内側半径がそれぞれ、上記内視鏡の外側半径よりも０．４ｍ未満大
きいこと、ならびに
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　上記バルーンの上記内側半径がそれぞれ、上記内視鏡の上記外側半径よりも０．２から
０．７５大きいこと
のうちの少なくとも１つを特徴とする、内視鏡に取り付けられたバルーンである。
＜態様１４８＞
　上記バルーンの上記全体的な端部間の長さが、十分に湾曲されたときに、上記内視鏡の
外側を向いた下層の表面の上記全長に少なくとも等しく、
　上記バルーンの上記内側半径がそれぞれ、上記内視鏡の上記外側半径よりも０．２ｍｍ
から０．７５ｍｍ大きい、態様１４７に記載の内視鏡に取り付けられたバルーンである。
＜態様１４９＞
　上記バルーンが、比較的低い動作内部圧力下では比較的伸縮性がなく、比較的高い動作
内部圧力下では比較的伸縮性がある、態様１４７または１４８に記載の、バルーン付き内
視鏡で使用するためのバルーンである。
【０２９４】
＜態様１５０＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力が、上記内壁の目視検査の前に、上記バルーンが膨張さ
せられ、かつ移動させられたときに、上記身体通路内の物質および流体を、そこから少な
くとも部分的に除去するように選択される、態様１から２８のいずれかに記載の内視鏡検
査システムである。
＜態様１５１＞
　上記摺動可能な摩擦係合の圧力は、上記内壁の目視検査の前に、上記バルーンが、膨張
させられ、かつ移動させられたときに、上記身体通路内の物質および流体を、そこから少
なくとも部分的に除去するように選択される、態様６６から８３のいずれかに記載の体系
的軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様１５２＞
　上記概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合の圧力は、上記内壁の目視検査の前に、
上記バルーンが、膨張させられ、かつ移動させられたときに、上記身体通路内の物質およ
び流体を、そこから少なくとも部分的に除去するように選択される、態様１１４から１２
４のいずれかに記載の軸方向伸張型内視鏡検査システムである。
＜態様１５３＞
　上記剛性取付け要素のうちの少なくとも１つが、上記内視鏡に取り付けられた剛性カラ
ー要素を備える、態様５２に記載の複数回使用バルーン付き内視鏡検査システムである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　摺動可能な摩擦係合の圧力まで膨張させられ、身体通路に沿って軸方向に移動させられ
たときに、６５～７５ミリバールの範囲内の固定圧力と、摺動可能な摩擦係合の中圧の比
が、１．３～７の範囲内になる、摺動可能な摩擦係合圧力での膨張により、内視鏡の検出
器の後方で前記身体通路の内壁に摺動可能に摩擦係合し、前記内壁を軸方向に伸張するよ
うに構成された、前記内視鏡の検出器の後方で前記内視鏡の前方部分に取り付けられたバ
ルーンを含み、前記摺動可能な摩擦係合の圧力は、体系的に前記身体通路の内壁を軸方向
に伸張して、前記身体通路の自然なひだを少なくとも部分的に開くことができる圧力であ
る、バルーン付き内視鏡と、
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力まで前記バルーンを膨張させるように、およびバルーン
の膨張を、身体通路の、その長さに沿ったさまざまなバルーン位置で、そのような位置に
おける身体通路の断面積の変化があっても、摺動可能な摩擦係合の圧力に自動的に維持す
るように動作するバルーン膨張サブシステムと
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を備える、内視鏡検査システム。
【請求項２】
　前記内壁が軸方向に伸張されるとき、前記内壁を目視検査するように動作する目視検査
機能をさらに備える、請求項１に記載の内視鏡検査システム。
【請求項３】
　前記内壁が軸方向に伸張されるとき、前記バルーン付き内視鏡が前記内壁を目視検査す
るように動作する、請求項１に記載の内視鏡検査システム。
【請求項４】
　前記バルーン膨張サブシステムが、前記摺動可能な摩擦係合の圧力とは異なる、固定圧
力の所定の範囲内の固定圧力まで、前記バルーンを膨張させるように動作する、請求項１
から３のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項５】
　前記固定圧力が少なくとも６０ミリバールである、請求項４に記載の内視鏡検査システ
ム。
【請求項６】
　前記固定圧力と、前記摺動可能な摩擦係合の圧力の比が１．３～７の範囲内にある、請
求項４または５に記載の内視鏡検査システム。
【請求項７】
　前記バルーン膨張サブシステムが、その動作中いつでも、前記固定圧力と、前記摺動可
能な摩擦係合の圧力とを手動で切り替えるように動作する、請求項４から６のいずれかに
記載の内視鏡検査システム。
【請求項８】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が３５ミリバール以下である、請求項１から７のいずれ
かに記載の内視鏡検査システム。
【請求項９】
　前記バルーン付き内視鏡および前記バルーン膨張サブシステムが、検査されている前記
身体通路の各部分が伸張状態にある間、前記身体通路の体系的な目視検査を可能にするよ
うに動作する、請求項１から８のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１０】
　前記バルーンが、概して周方向に均一の摺動可能な摩擦係合を前記内壁に行うように構
成されている、請求項１から９のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１１】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態か
ら手動で選択可能である、請求項１から１０のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１２】
　前記摺動可能な摩擦係合の圧力が、複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態か
ら自動で選択可能である、請求項１から１１のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１３】
　前記複数の選択可能で摺動可能な摩擦係合の圧力状態が、３～１５ミリバール、１５～
２３ミリバールおよび２３～３５ミリバールの対応する圧力範囲にある少なくとも３つの
摺動可能な摩擦係合の圧力状態を含む、請求項１１または１２に記載の内視鏡検査システ
ム。
【請求項１４】
　前記バルーン膨張サブシステムが、その動作中いつでも、前記複数の選択可能で摺動可
能な摩擦係合の圧力状態間を手動で切り替えるように動作する、請求項１１から１３のい
ずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項１５】
　前記バルーンの膨張近傍にガス溜めの容積を有するガス溜めを備え、前記ガス溜めは、
前記バルーンに膨張圧の緩衝をもたらすように構成された、請求項１から１４のいずれか
に記載の内視鏡検査システム。
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【請求項１６】
　前記ガス溜めが、前記バルーン付き内視鏡の内部容積および空気溜めの少なくとも一方
を含む、請求項１５に記載の内視鏡検査システム。
【請求項１７】
　前記ガス溜めが、選択可能な容積を含む、請求項１５または１６に記載の内視鏡検査シ
ステム。
【請求項１８】
　前記ガス溜めの前記選択可能容積が０～９００ｃｃの範囲で可変である、請求項１７に
記載の内視鏡検査システム。
【請求項１９】
　前記バルーンが、前記ガス溜めの前記容積の３分の１未満である膨張バルーン容積を含
むように構成されている、請求項１７から１８のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
【請求項２０】
　前記バルーン膨張サブシステムが、開ループの膨張シーケンスにおいて、前記バルーン
を膨張させるように動作する、請求項１から１９のいずれかに記載の内視鏡検査システム
。
【請求項２１】
　前記身体通路が、患者の大腸、小腸および食道のうちの少なくとも１つを含む、請求項
１から２０のいずれかに記載の内視鏡検査システム。
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